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本報告 書は、2002年 度(平 成14)か ら開始 した 日本学術振 興会科 学研 究費補助金

[基盤研究(B)(2)]に よる共 同研 究 「教育政策 評価研 究の課題 と評価 手法 の開発 に

関す る基礎的研 究」の最終報告書 であ る(な お、やむを得 ぬ事情 に よ り平成16年 度

に研究代表者が交替 した)。

「政策 ・行政評価 」 は、 日本 では1990年 代後 半か ら 「行政 改革」 の一環 として ク

ローズア ップ され た比 較的新 しい 問題 であ り、研 究課題 として も自明 とい うわ けでは

ない。 従来の行政学 で言 えば 「行政管理 」のカテ ゴ リーに包摂 され ていた概 念で あろ

う。今 日の 「行政改革 」 には歳出抑制 のため の行政 の 「効率性」 だ けでな く、国民に

対す る 「説 明責任」を含 む行政の 「透 明化 」(情 報公 開)や 国民 の 「参加」 も要請 され

てい る。 と りわ け、教 育政策 ・行政 は多 くの国民 が関心 を寄せ る対象 であ り、 しがつ

てその 「評価 」は政策過 程 に直接 フィー ドバ ソク され るこ とも求 め られ る。 例 えば、

「学力調査」の結果 に よつて政策変更 を余儀 な くされ る よ うな事態 も生ず るのである。

「百年 の計」 といわれ る一 方で、教 育政策 ・行 政 の評価 にはそ の よ うな脆 さも内包 し

ているのが現実 であ る。

私たちが、本研 究テ ーマ に敢 えて 「教育 政策評価研究 の課題 」 を掲 げた のは、その

よ うな脆 さも念頭 に入 れ てのこ とであつた。確 かに政策評価 法 に よつて各省庁 は 自ら

の政策 を 「評価」す る こ とを義務づ け られ て 、その 「評価手 法」 が求 め られ た。 それ

に応 えるた めに、私 た ちは諸外国 の事例研 究等 を行 つてきた(『 教育行 政 にお ける諸外

国の評価制度 お よびそ の実施状況等 に関す る調 査研 究』2000、 『教 育行政 にお ける評

価 手法の在 り方 に関す る調査研 究』2001)。

本研 究で はそれ らを さらに深化 させ る とともに、教育にお ける 「政策 ・行 政評価」

とはいかなる性格 ・特性 を持つか とい う 「そ もそ も」論 も辞 さない とい うス タンス を

とつている。 この共 同研 究の組織 は、主 に国立教育政策研究所員 で構成 したので、研

究会 はほぼ毎月 の頻 度 で持 たれ 、その都 度新 しい問題 の提起 を受 けて議論 して きた。

この中間報告書 に もそ の多 面的 な問題 関心が反 映 されてい る。 市川 昭午 「教 育行政評

価論」(1976)は この領 域 にお ける先駆 的論文 であつたが、あれ か ら20年 を経 て漸 く

「行政改革」 を契機 に このよ うな試作 品が生れ た とい う一つの証 であ る。

2005年(平 成17)2月

研 究代 表者 しるす

獲
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第1章 行 政監察 ゆ教育 政策 ・政策評価

一政策過程における 「行政監察」を考える一試論 一

渡 部 宗 助

は じめに

今 日の日本 における 「政策評価」をめぐる急展開は、1990年 代以降特に1999年7月 の国家行政

組織法の改正以後のことである。それは、行政機関が 自らの政策を対象 として行なう 「政策評価」

を意味している。その実施を所管するのが、総務省行政評価局(2001年1月6日 施行)で ある。

そ して・総務省の 「政策評価 に関する標準的ガイ ドライン」にもとついて、各省庁はそ の年か ら

政策評価 を実施することになったのである。その総元締めである総務省政策評価 局を、歴史的に

辿ると、1948年(昭 和23)7月 の行政管理庁監察部(1957.8、 行政監察局)に 行きつ く。つまり、

今 日、中央行政機関が 自ら行なう 「政策評価」のルーツは、行政管理庁設置 とそ の所管による 「行

政監察」 と言 うことになる。少なくとも、行政機構 上の継承性か らはそ う言 えるのである。 「行

政監察か ら政策評価へ」 と言 う場合の 「か ら～へ」に どのような歴史的意義 を見 出すかは、厳密

には行政学上の課題で あろう。そ こに、1980年 代以降の英米流新 自由主義的 「行政改革」 を想定

することは常識 と言っていいのではあるまいか。そ して、行政の 「必要性」 「効率性」「有効性」

「公平性」、 「優先性」、そ して 「説明責任」(accoUntabiｌⅰty)と いうような 「キーワー ド」が

並ぶが、 「民主性」な どは後景 に退 いているので ある。

本稿が対象とす るのは、そもそも 「行政監察」はどう言 う経緯で生れたか という問題である。

少な くとも今 日の 「政策評価」の源流に 「行政監察」があったということを仮説 にして、その性

格を明らかにし、 「か ら～へ」の考察素材 を提供することを目的としている。

第1節 行政調査部の設置

1.第 二次世界大戦後の 日本の 「行政改革」

「行政監察」の史的考察 は、50年 以上前の第二次大戦後の 日本の 「行政改革」、新憲法下 の行

政 のあ り方 とその改革か ら始めなければな らない。天皇の政府とその行政は「 無謬性」信仰 に守
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られていたのであるが,そ の政府が敗戦を招いたわけであるか ら、そのあ り方は根底か ら問われ

なければな らなかった。それは、米国軍を中心 とする連合国軍総 司令部の占領政策のもとに行な

われたが、何 よ りも帝国憲法の改正＝ 新憲法の制定化でのことであった。

1946年(昭 和21)9月6日 の閣議決定 「行政機構及び公務員制度並びにその運営の根本的改革

に関す る件」 は、次 ぎのよ うな内容であった.ω

「第一」の 「方針」では 「我国現下の行政機構及び公務員1秘度並びにその運営は、明治初年以

来多年の伝統の上 に樹立せ られ来たものであって、今や、新 日本 を建設せんとする上に当 り、又、

改正憲法の十全な運営を期せん とする上に於て完全なる民主化の線に副ふた根本的検討 と改革と

が要請せ られている。」そ してすでに内閣に設置された臨時法制調査会が、改正憲法施行 に伴 う

必要な各種法制の整備について審議研究を進めてお り、その答 申に基づいて帝国議会に法案 を提

出する予定で ある。 しか し 「行政機構及び公務員制度について」は、改正憲法施行 に伴 う 「差 し

当た り必要 とせ られる諸点」 とし、その 「根本的改革は、……特別の機構の下に、之が研究、調

査及び立案 に当 り、今後約一ケ年を期 し、……全面的且つ根本的改革の実施を断行し、その徹底

的民主化 を図ることとしたい」 と。

「第二」の 「要領」では、 「内閣に、臨時に行政調査部(仮 称)を 置」き、 「行政機構及び公

務員制度並び にそ の運営の全面的且つ根本的改革に関し必要なる事項の研究及び調査並びに立案

を掌る」 とされた。 この行政調査部の業務状況は 「定期に、内閣及び帝国議会 に報告する」 とと

もに、「G・H・Q側 と緊密なる連絡を取 り、アメリカの行政調査顧問団の勧告を充分活用 して研

究、調査、立案 に当 り、……アメ リカその他[に]調 査員の派遣の承認を要請する」 と。

「備考」 においては、① この 「行政調査部」が 「アメリカの行政調査顧問団」との折衝 に当る

こと、②今後の 「政府の行政機構及公務員制度の改正に付き、G・H・Q側 と折衝を為す場合 には、

行政調査部に於て終[戦]連[絡 中央事務局]と 連絡の上、 これをなす ものとし、各庁区々に こ

れをな さざること」の2点 が明記された。

2。 行政調査部の組織

1946年(昭 和21)9月 と言えば、帝国憲法改正案が衆議院ですでに可決されており、10月7日 に

は 日本 国憲法が成立 した。上の 「閣議決定」を受けて、10月28日 には 「行政調査部」が設置 され

た(行 政調査部臨時設置制 ・勅令第490号)。(2)そ れによれば、行政調査部は、 「内閣総理大 臣

の監督に属 し、行政機構及び公務員制度並びに行政運営の改革に関する調査、研究及び立案 に関
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す る事務を掌る」(第1条） とされた。職員 としては、勅命の総裁、法制局長官を充てる主幹・

学識経験者と官公吏か ら内閣総理大臣が任命する部員、及び官吏か ら同様 に任命される主事 とが

置かれた、さらに.部 務に参画する顧問も若干名置かれた。内閣部内臨時職員等設置制の一部改

正で、専任は43人 とされた。さらに内閣訓令第6号 によって「行政調査部規程」(同 年10月30日)

制定されて、行政調査部に4つ の部が置 くとされた。①所掌事項の 「連絡調整」、 「総括」、 「状

況報告」を掌る 「総務部』、② 「行政機構の改革 に関する調査、研究及び立案」を掌 る 「機構部」・

③ 「公務員制度の改革に関す る調査、研究及び立案」を掌る 「公務員部」・④ 「行政運営の改革

に関す る調査、研究及び立案」 を掌る 「運営部」である。国立公文書館所蔵史料の 「規程案」に

よれば(3)、 部の名称 については、機構 部には 「行政機構部」、 「公務員部」には 「職員部」、運

営部 には 「能率部」 と 「行政運営部」 という別案 もあった。関説すれば、 「行政調査部臨時設置

制案」には、 「行政制度調査部」 とあった こともつ け加えて置 こう。

この様に、 「行政調査部」は、根本的な行政改革のために重要な3つ の領域 において 「調査、

研究」のみならず 「立案」も担当する組織であった。同年8月 に内閣に設置された 「経済安定本部」

のような純然たる行政機関ではな く、内閣審議会的性格 も併せもっていた。そ の総裁には国務大

臣 ・斉藤隆夫が10月28日 付で任命 された。行政調査部の部員には、内閣事務官 を中心に各省庁事

務官 と学識経験者か ら任命 され、そ の中か ら、総務部長には前田克己、機構 部長 には宮沢俊義、

公務員部長には浅井清が夫々11月15日 付で、運:営部長には山下興家が少 し遅れて11月29日 付で発

令 された。(4)前 田は大蔵省主計局課長を経て当時は運輸省の局長、宮沢は東大教授、浅井は慶大

教授、山下は鉄道省工作局長 の経歴はあったが当時 は日立製作所取締役であった。機構部と公務

員部は兎 も角、 「行政運営 の改革」を担う 「運営部」は議院内閣制下の政党政治 との関係で 「要」

となるべき部であった思われるが、この布陣を見る とそれはその当初 において所掌か ら外ずされ

ていた感 じである。主幹には、勅令 の規定に従い法制局長官 ・入江俊郎が就任 した。 この時・文

部省か ら部員に命 じられたのは、増田幸一(調 査局調査課長)で 、翌年1月 には関口隆克(官 房

文書課長)が 命 じられたが、それが交替だったのか、追加であったのかは不明である・ ㈲

行政調査部の活動状況を検討する前に、そ もそ も設置期間約1年 とされた この組織 のその後の

変遷を ここで略述しておこう。1947年(昭 和22)5月3日 の新憲法施行 に伴 い、行政調査部 「総

裁」 には 「勅命」ではな く、 「国務大臣を以て、これに充てる」 と明記 ・改正された(5月21日

政令54号)。 そ して、主幹 ・法制局長官は入江俊郎の免官にともない佐藤達夫に替わ り・入江は

8月 に行政調査部 「顧問」 となった。 この年、9月1日 には後 に述べる 「行政監察委員会令」が
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公布 ・施行され、 「行政運営の改革」上、一つの画期となった。 さらに、10月 末 日には臨時人事

委員会 とその事務局が設置され(後 の人事院)、 行政調査部 「公務員部」が廃止され、同時に 「運

営部」 も廃止されてそ の機能が 「総務部」に吸収された。この時、臨時人事委員会委員長には浅

井清 ・公務員部長が、同 ・委員には山下興家 ・還営部長が就任 した。 「運営部」の所掌事項は 「総

務部」に吸収 されて.「 行政運営の改革」か ら 「行政運営事務の改革」へ と文言上もさらに縮小

された。 「行政運営基準のあ り方」 の探求は、この時点で行政調査部か ら完全に消えたとみてい

いだ ろう。機構部が国家行政組織法案 を、公務員部が国家公務員法案の 「調査、研究及び立案」

を担 ったよ うな意味で、運営部が 「行政運営基準法案」（６）の如きものを構想する ことはそ もそ も

期待 されていなかった と言 うべきか も知れない。調査部は翌 ・1948年(昭 和23)5月 「主幹」を

改め 「次長」制とな り、次長には前田 ・総務部長が、機構部長 には宮沢に替わって佐藤功が就任

した。 この改組は法制局の廃止に伴 って 「主幹制度を改める必要があるか ら」と説明された。そ

して、同年7月1日 の行政管理庁の設置(法 律第77号)に よって、片肺飛行状態の行政調査部は

そ の歴史的使命を終えたのである。

擁
リスの政務次官制度、米国に於 ける公務員委員会の機能、等11事 項 を列挙してある。重要なのは

③で、そ こでは、3つ の部(機 構部、公務員部、運営部)に ついて夫々 「調査の根本方針」と 「具
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体的調査項 日」が述べられている。 「機構部」も、 「公務員部」 も、その 「調査の根本方針」で

は薪憲法の施行 に伴 う改革の 「基本原理jr基 本問題」の比較研究や改革実施案の作成を目 的に

して、重点的に活動 している。ところが 「運営部」の場合は、 「行政能率、官公署 の事務の整理

刷新及びその限界、官公署の分課 と執務方法」等、当初か ら技術的問題の限定 していたことであ

る.「 機構部」の具体的調査項目 では 「新憲法の精神に則る行政機構改革の基本原理は何か」 「議

院内閣制の下において行政の恒常性をいかに確保するか」 「行政機構 に民主主義の理念をいか に

採 り入れるか」「 行政の能率化を図るには行政機構をどうしたらよいか」等6項 日を挙げた。 「公

務員部」は 「職階制度」、 「公務委員会制度(CivilServiceCommission)」 、 「研修制度」に重

点 をおいて、 「公務員の本質及び任務」 「公務員制度を民主化するための基本的方向を如何 に定

めるか」 「国の公務員 と地方公務員の関係を如何にするか」 「政務的公務員制度を如何 に定める

か」など6項 目を挙げた。 「運営部」 は技術的項 目を中心に19の 調査項 目(「 事務 の種類による

処理の方法」 「書類の書き方」 「用語 を標準化する こと」 「応接の方法を合理化す ること」等)

を挙げたが、その18項 目 「監察(行 政運営に対する自己監察並 に公衆代表 に依 る監察)の 制度を

確立すること」が注目 され る。

④のGHQと の連絡事項は11項 日あって、そ の最初が 「文部省 に調査局設置の件」であった。

周知のように調査局は、戦後教育改革推進のために1946年12月4日 に文部省に臨時に新設された。

⑤ の米国顧問団の来朝に伴 う調査研究については、第一～第四委員会を設置 して、公務員制度の

重要問題、職階 と給与制度、任用 と研修制度、人事行政一般 についての調査研究 に着手 した こと

が報告された。

(2)第2回 報告

第2回 「報告」は、①公務員制度及び官庁事務運営の改善に関する米国顧 問団との共同調査研

究、②職階制に関するパイロッ ト・スタディの実施、③官公署窓 口事務の改善 に関する件、④行

政機構、公務員制度及びその運営 に関する調査研究、⑤行政機構の改革、公務員制度の改正等に

関す る連合 国軍最高司令部との連絡、か ら成 っていた。① については、4つ の委員会で調査研究

を続行 し、その 「結論に基 き、国家公務員法案を第一回国会に提出する こととな った」とのべ、

② については 職 務調査表」 による調査によって、 「職群及び職団の定義」 と「等級の定義」が

得 られたとし、③については調査研究 に基き、 「官公署窓 口事務 の改善に関す る件」が閣議決定

された(1947.8.22)。 それは 「国民に直接奉仕する行政運営の民主化 と能率化を促進するため」

であったが、 「行政運営の民主化 と能率化」が、窓 口職員問題(執 務態度)に 焦点化されていた。
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④ については行政調査部内各部に分属 した欄々の部員が分担 した調査研究と各部の調査研究、計1

6項 冒ガ列挙されている.例 えば,文 部省か ら任命 された増田部員は運営部所属で 「公務員採用考

査法の事例」を調査研究 した。列挙 された調査研究項 日は 「機構部」 と 「運営部」 に所属 したケ

ースが圧倒的で あったが、公務員部は① と② を主 に担当した と思われる。⑤ のGHQ・GSと の連絡

事項は50項 日に及んだが、内GHQの 「承認を得 られ」なかったのが7項目 あった。

(3)第3回 報告

第3回 「報告」は、①公務員制度の改革(国 家公務員法の公布)、 ②臨時行政機構改革審議会

の設置(行 政調査部はその庶務を担 当するだけでな く、調査研究の成果を以って原案作成にあた

り、6月30日 までに 「最終報告書及び勧告」を提出する〉。③行政機構の改革、定員の増減につ

いての総合調整(1948.4.16、 閣議決定)、 ④国家行政組織法案の立案(国 会に提出、各省庁の設

置法案も行政調査部 と審議の上調整を図 り、国会に提出する)、 ⑤地方特別官庁の整理、⑥行政

整理案の立案(1948.5.25「 行政整理に関す る件」閣議決定)、 ⑦ 事務運営方法の改善(文 書図書

の整理保存方法 と 「書類の書 き方」)、 ⑧行政機構及び運営 に関する調査研究の状況(14項 日)、

⑨行政機構の改革等 に関する連合軍最高司令部 との連絡(22項 目),か ら成っていた。内、⑧は

国会報告か らは外 された。

以上見てきたように、行政調査部は一方において、臨時人事委員会を分立させる(1948年12月 、

人事院)と ともに、他方で国家公務員法 と国家行政組織 法の原案を作成し、また暫定的ではあっ

たが帝国憲法下 にお いて法制局が担 った、中央行政機構 とその定員管理も行なったのである。し

か しなが ら、それは占領下のGHQの 後ろ盾があって成果を上げた とも言えだろう。同時に、行政

運営基準のあ り方、行政運営基準法案のよ うなものを構想することはなかったのである。それは、

大統領制下の米国行政調査顧問団が、議院内閣制下の立法部 と行政部のあ り方について経験 ・識

見 を持 ち得なかった ということで もあろう。

行政調査部の発足か ら約半年間そ の 「主幹」を務めた入江俊郎 は、 「戦後一、二年の法制局」

と題 して次ぎの様 に回想 した。(8)

最後に一つだけ書き残 したい。それは 「行政調査部」の設置である。新憲法に伴 って当然

官吏制度お よび行政の運営 には、そ の民主化、合理化、能率化を志向する改革が必要である

ことは明 らかであったか ら、法制局では昭和21年 の夏頃か らその研究、立案を手がけて い

たが、…行政調査部を設置する旨の勅令が公布され…われわれはかな りの熱意をもって この

新機構の運営 に努 力した。主 として調査、研究に重点を置き、実際的効果は具体化 しなかっ
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たが、公務員制度、行政運営の民主化 、合理化 、能率化 にの方向には大きな指針 を与えたと

思 っている。その後、間もな く人事委員会(後 に人事院)が 出来、行政監察制度が具体化 し、

行政調査部 はこれ らの中に発展的解消を遂げた。 この行政調査部もGHQの 命令によった もの

ではなく、わが方の自主的発案 であった。

この回想記には、当時法制局 としては 「行政調査部」を自らの法制局に置 く 「発案」だったの

が、GHQの 意向で内閣に置 くことになった経緯をも窺わせる もの となっている。

第2節 行政監査委員会の設置

１.「 行政監察」の構想

入江 も言 う通 り、行政調査部は、人事院 と 「行政監察制度」に発展的解消された。事の経緯か

らすればそれで一応説明がつくけれ ども、行政調査部内で 「行政監察」について調査、研究、立

案 した形跡は、 「運営部」の調査項 日の一つに挙げられただ けでその成果は史料的にも確認され

ない。つま り 「行政監察」の構想は、行政調査部とは異なるところか らのものだった と思われる

のである。『行政管理庁史』(9)は 、それ について1946年(昭 和21)3月 の閣議決定 「行政運営の

刷新に関す る件」に遡及 している。そ こでは具体策 として 「内閣及び各省 に監察委員会を設置す

ること」が定め られたと記 している。行政調査部設置に係る閣議決定の半年前、つま り 「憲法改

正草案要綱」が大詰めを迎えていた時期の閣議決定であった。そ して、関係官吏 と貴 ・衆両院 と

民間各界の代表者か らなる 「行政監察 委員会」構想は、その範 を戦時中の 「内閣委員及各省委員」

制度(1942.6.10)及 び 「行政査察」制度(1943.3.18)に 求めた ものであった と思われる。そ う推

定 させ るもう一つの根拠は、戦時中の内閣委員制度 として の 「文部省委員関係」 と戦後の 「行政

監察」制度 としての 「文部省行政監察委員関係」の行政文書が一綴 りとして国立公文書館 に残 さ

れていることである。（１０）

戦前における 「行政監察」については、1915(大 正4)年 に 「内務監察官」が設置されたが10

年で廃止 された例の他に、1918年(大 正7)に 「逓信監察官」が置かれた。

2.行 政監察委員会令の公布 ・施行

1947年(昭 和22)9月1日 の行政監察委員会令(政 令第148号 〉によって、中央行政監察委員会

と各庁行政監察委員会が設置 されることになった。（１１）前年3月 の閣議決定か ら1年 半が経過 して
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いたが.「 官界糊 薪の方策要綱」に基づいて 「臨時且つ短期の機関」として設けられたのである、

その設置目 的 は 「政府職 員の騒務その他の事務運営状況の監察を行い.関 係庁に対 し、その結果

を報告 し.且 つ官紀 の振粛及び能率の増進 に関 し必要な勧告を行 う」(第1条 〉 とされた.つ ま

り、公務員の「服 務」を中心 として 「官紀 の振粛及び能率の増進」を図ることにあった。中央行

政監察委員会.各 庁行政監察委員会 ともにその委員には 「学識経験者及び官吏」か ら,前 者にあ

っては内閣総理 大 臣が.後 者については主管大臣が任免することとし、夫々 「事務局を附置する

ことがで きる」という組織であった(第5条)。 夫々の委員会は監察結果の 「報告書」作成 と 「勧

告」 を義務づけ られた(第3.４ 条）。 委員会の運営実施については、 「中央行政監察委員会及

び総理庁部内行 政監察委員会規程」(岡 日、総理庁令第16号)が 定め られた。 この行政監察委員

会設置の目 的 ・理念は端的には,同9月1日 の総理大臣 ・片山哲の 「内閣訓令号外」 一 「行政監

察委員会の発足 に当 り全官吏諸翼に告げる」に表現されていた、一ロにそれは 噺 憲法の精神に

則 り、全体の奉仕者」 として.「 能率的な行政の運営に適進 し、国民の信頼を高めねばならぬ」

という精神調示であった.「官 界刷新」 の世論に押されて設置せ ざるを得なかった、という印象

があった。

中央行政監察委員 には、次ぎの13名 が9月1日 付で任命 された。 ⑯

官吏か ら行政調査部総裁 ・斉藤隆夫、内閣官房次長 ・瀧川末一、法制局長官 ・佐藤達夫、行政

調査部総務部長 ・前田克己、経済安定本部副長官 ・田中巳代治、内務省地方局長 ・林敬三 、文部

省視学官 ・高橋真照、学識経験者か ら石川一郎(経 済団体連合会代表)、 入江俊郎(前 法制局長

官)、 川瀬一貫(ゴ ム工業協会理事)、 徳永正報(総 同盟)、 原 広吉(日 農常任中央委員)、

山下ツ子[ネ](婦 人代表 ・社会党前代議士)。 関 口泰(朝 日新聞社)も 候補者 に挙げられてい

た。

また、同事務局長 には総理庁事務官 ・菊 山嘉男、事務局次長には同 ・八巻淳之輔ガ就任 した。

中央行政監察委員会の活動については、後 にその『最 終総合報告書』で見 ることにして、文部省

行政監察委員会につ いて述べる ことにする。

3.文 部省行政監察委員会の設置 と活動

文部省行政監察委員会は同年9月4日 、その規程(文 部省訓令)を 定めると共に、官吏4名 、

学識経験者4名 、計8名 を以って組織 した。委員長の政務次官 ・永江一夫、学識経験者の矢野貫

城、事務室長に文書課長 ・岡田孝平 の3人 は確認されているが、その他は不明である。同 ・監察
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委員会は9月12日 付事務 室長通牒 「文部行政監察委員会について」(文 監1号)を 文部省局課長

と直轄学校長 に発 して以来、同 「中央行政監察委員会に提:出すべき資料について」(同2号)、

同 「行政監察委員会の運営について」(同5号).「 重要事項又は懸案事項の調査 について」(岡

14号)、 「退官退職者数調について(同15号)、 「職場婦人待遇等 に関する件」(同34号)、 「地

方部局の自主的監察の励行 につ いて」(同 鍛号)等 、同年12月 までの4か 月で50件 以上の通牒 を

以って、資料を送付 した り、調査 ・観察 のための資料提出を求めた りした。内、上の9月13日 付

「文監2号 」は当時の監察委員会の課題意識が窺われ るもので、その内容は 「本省の所謂窓 口事

務について」、 「職員の勤務成績 について」、 「許認可事項並びに其の他調査回答 を要する事項

について」.「 直轄各部局 に於 ける失火 に関す る調査について」であった。また、同年の11月10

日付 「文監31号 」は、文部次官宛 の 「教育情報所載社会科教科書手引き書問題について」、 「歯

科医師国家試験問題漏洩事件に関する監察報告(勧 告)書 」、 「文部省直轄学校建物火災続発防

止に関する勧告書」であった。いずれ にせよ、 「行政監察」 にともな う事務量はかな りの ものだ

ったと思われる。

行政監察委員会はその施行か ら6か 月以内に「総報告書」の提出を求め られていたのであるが、

1948年(昭 和23)1月 には文部大臣宛 に 「12月分行政監察報告書」を提出した という記録がある。

「月例報告書」の提出を求め られていたとは思われないので、これは施行か ら12月 までの分の中

間報告書であったと推測 される。

4.文 部省行政監察委員会『 総報告書』

さて、文部省行政監察委員会の『総報告書』は1948年(昭 和23)3月 に文部大 臣に提出された。

この 『総報告書』は、 「前かき」 と本文(1.本 委員会監察の方針態度2.全 般的批判、3.

重要改善事項、4.個 別 的改善事項)と 「結語」か ら成る、タイプ印刷、B5判 ・42頁の文書で、

「森戸辰男関係文書」(広 島大学所蔵)に 残 されている。残念なのは、その 「資料目録」(31点)

は掲載されているが、「 資料」自体が収められていない事である。 ㈹

「前がき」では、約6か 月間の活動を 「前期、中期、後期」に区分 し、前期では 「主 として本

省部内の職員の服務の状況 と各種行政事務の能率 につ いて」監察を行 い、中期では、 「全国各地

に於いて、地区別会議を開催 して」委員会の目的 と趣旨の周知を図って、 「文部省所管地方部局

行政監察実施要綱」に基 く 「自主的監察 の励行とその結果報告」を要請 し、後期ではそれまでの

活動で 「文部部内の欠陥、非違 の所在 とその原因の輪郭 を捉え得たので、それを基礎資料 とする
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積極的監察 により興体的建設的な改善策の樹立に努力した」。 そ して.短 期間の活動で 「本委員

会 の監察が予期に比 して不十分な結果 に終わったことは誠に遺憾とするところではある」 とその

限界 を自ら認めるものであった。

「一、本委員会監察 の方針態度」では.「目 前に現われている現実面 に向かって粛正の目的を

遂行す る』が 、 「些細 な非逮や欠陥の摘発等に走ること…のないよう出来得る限 り全体的或は共

通的な事項 について」監察を実施するとした、その際.「 国民 の声に公正な耳を傾けること」 「世

論調査 、声な き声の探求』が 「責務」であ り、「要件 」であると強調 したのは.「 官界刷新 」の

世論が あったか らであろう.「 二、全般的批判」では,「 国民全体の奉仕者である公僕の自覚え

の切換作業は仲々困難ではあるが徐々に良い方に向かっている」と総括的に述べている。個別的

には勤務時間の弛緩、一般事務運営 の非能率と責任感の欠如,事 務分担 と職務権限の不明確さ、

事務 の繁閑の差.火 災 の続発.勤 務精神の発揚を阻害する生活難などが述べ られている。それを

受 けて 「三、重要改善事項」では、(1)服 務関係、(2)事 務能率関係、(3)其 の他、に分

けて提言 したが、制度 ・政策論 に連動す るもの として、 「私立学校令廃止後の措置」、 「学年 と

会計年度一致の再検 討」、 「文教予算の重視」などが注目 されよう、 「四、個別的改善事項」で

は、(1)文 部本省に関す るもの.(2） 地方部局に関するもの、(3)両 者 に関するもの、に

ついて提言であったが、それ らはある意味では「 旧くて、新 しい」事項であった。

「結語」では、 「本委員会が、短 い期間に、不充分なが らも監察 し得た範囲の結果 に基 いて、

極 めて率直な態度 を以て、少 しの修飾 もな く、よ り良き官庁事務の実現を念願して、その改善 を

必要 と思われる事項や欠点 と認め られる点を指摘 したものある」 と述べ、さらに 「この監察を一

つの契機 として、この省全体が、…我が国官 界の模範的存在 とな り文化 日本の建設に万全の努力

が傾注 されることを切望する。」 と結んだ.

このよ うに約6か 月に及ぶ自己 「行政監察」の結果は、一応 「報告書」に表現された。しか し、

「地方部局」324か 所中、 「自主的監察」の 「結果報告」提出は57か 所 に過ぎず、未提出所に対す

るそ の 「事由の報告」の求めにも(1948.2.18・ 文監61） 、東大など29か 所が無回答であるな ど、

低調 なものであった。当時の政治的、社会的、経済的状況下において 「行政監察」が どのような

意味 ・意義 を持って迎え られたのか、 「報告書」 自体に対する世論 も窺えない状況があった。

なお、この報告書とは別に、この期間中に監察委員会として文部大臣に提出した 「勧告書」は、

① 「文部省直轄学校建物火災続発防止に関する勧告書」、② 「社会科教科書手引書問題について

の勧告書」、③ 「歯科医師国家試験問題漏洩事件に関する勧告書」の3点 であった。いずれも、
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公務員のモラルに関わるものであったが、① については 「学生寮」の 「自治」問題が背景にあっ

た.

5.『 行政監察委員会最終総合報告書』 と委員会の解散

各省庁が鯵娼年(昭 和23）3月 末までに.文 部省の事例のような 『総報告書』を作成 し、中央行

政監察委員会 に提出 した と思われる.そ れ らは、当時の各中央行政官庁のパフォーマンス分析の

資料 としては興味深 く、中で も総理庁は所管庁 として精力的に対処 したと推測 される。それ らの

まとめとして、中央行政監察委員会は同年4月 、 『行政監察委員会最終総合報告書』を作成した。

この『報告書』の 「序言」が 、簡単な経過を述べた後に 「先ず考慮に入れて置かね ばな らない事

は、行政監察委員会の使命の限界についてである」 とその苦衷を述懐 した ことは、当時の 「行政

監察」の問題点と限界を示すものであった.「 民主的 ・能率的新官吏道の確立」＝ 「官界の刷新」

の国民世論を背景 として 「政府職員の服務及び執務振 りに重点をおいて監察」をす るとしても、

行政の 「人的物的諸条件並 に執務方法」、官庁の 「組織権限」の合理的 「配列 と秩序」、 「行政

施策そのもの、政策その ものに対す る反省」 とな らなければ 「監察 は不徹底 に終わ る」 と述べて

いる。結果 として、 「基盤的な組織政策の問題には触れる事少く、服務事務能率 を批判」するか、

「賢著なる問題のみを選択 して之を追求」す るかの態度選択 になった、と。そ して、民間委員を

含む行政監察委員会が 「絶えず第三者的立場」か ら 「清新なる着眼」を以て批判 したことは、 「適

切」であった と述べた上で、 「この経験 を生か し、新 しき構想の下に監察制度の再出発 を考究せ

らるること」を政府 に切望 したのであった。

この 『最終総合報告書』 の内容構成は、 「第一、概説」 と 「第二、各説」とか ら成る。 「概説」

は 「一、人事管理上の問題」 として 「①給与待遇、②採用 ・人事異動 ・懲戒、③服務、④研修教

養制 度」及び 「二、行政管理上の問題」 として 「① 組織権限、②事務分担一権限 と責任、③官庁

の人的 ・物的組織、④事務能率一執務方法、⑤行政監察委員会制度 に関する意見」か ら成 り、 「各

説」は各省庁 「行政監察委員会総報告」か らその 「独特 の問題」 を列挙 した ものであった。

内、 「概説」の⑤ については、6つ の省庁 の行政監察委員会か ら、体制を強化 した委員会存続

の意見が寄せ られた。それ に対する、中央行政監察委員会の意見は、 「行政監察制度の機能」 と

して 「1・ 政府職員の服務、執務振 りに関す る監察、2・ 政府職員が拠 って立っ組織権限、物的

諸条件、手続的条件等に関する監察、3・ 計画 と実績 の不整合及びその原因に関する監察」を挙

げて、 「之等が相互の密接なる繋 りの下に行 はれ且つそ の結果が総合 されて初 めて、行政運営の
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欠陥を把握 し之が改善方策 を樹て得る」。そのためには 「総合 性ある内閣総理大臣直属の委員会」

とし.官僚 の独善 を防ぎ.民 意に立脚する 「第三者的立場」からその委員の過半数 を 「民間委員」

とする体制 が必要でがある.と いう結論であった.こ の中で監察機能の3番 日に挙げた 「計画と

実績の不整合及びその原國に関する監察」は,「 行政施策そのもの、政策そのものに対する反省」

を含む ものとして.今 日的に見て重要な提起であった.

「各説」 において.文 部省 「独特の問題」 として挙げられたのは、①歯科医師国家試験問題漏

洩事件の関わる 「私立学校令廃止後の措置について」 ② 「大学病院の経営の合理化」、③ 「失

火防止対策」の3件 であった。

ところで.こ の行政監察委員会の存続問題については.「 閣議決定」 としては同年5月10日 以

後 も継続することになっていたが、GHQ側 が 「監察結果の実行 に対する政府の決心」に懐疑的で

あった らしい.そ して各省行政監察委員会事務局長会議では、各省委員は5月10日 を以って自然

退職 とな り、委員会の存続については中央委員会は存続 し、各省委員会は任意となる見込み との

ことであった.

第3節 行政管理庁の設置

１.行 政調査部 と行政監察委員会の廃止

上に見て来たよ うな時限的活動を行なった、行政調査部と行政監察委員会が廃止されて、その

機能は新設の行政管理庁に吸収 された。 この間の事情については、行政調査部次長であった前田

克己が述べたところによれば、機構改革、行政機構 を管理する中央機関がないので一従来は法制

局が担 っていたが、法制局が法務庁(府)に 吸収されて 「法令審査」機関 となった一 「行政調査

部」を恒久的機 関にするようにGHQか ら勧 められた結果であった。その過程では大蔵省主計局を

も包含する案 もあった らしいが結局、行政調査部 と中央行政監察委員会を一本 にした、行政管理

庁の新設に落ち着いた。 ㈹

総理庁の外局 として設置された行政管理庁 は、その設置法(昭 和23年7月1日 ・法律第77号)

でその所掌事務 の範囲 と権限の一つとして 「各行政機関の行政運営に関する監察 を行 うこと」を

規定 し(第2条 第5項)、 その実施組織 として 「監察部」を置いた(第3条)。 さらに、同設置

法施行令(7月30日 ・政令193号)で 、学識経験者か ら内閣が命ずる 「顧問10人 以内」と学識経験

者又は官 吏か ら内閣総理大 臣が命ず る 「行政監察委員20人 以内」 を置 くとされた。この行政監察
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委員は,そ れまでの行政監察委員会 とは、その性格、権 限にお いて明 らかに異なるものであった。

行政官庁内に設置された組織であったか ら行政委員会ではあ り得ないが、合議体 はなく、委員

は学識経験者 「又は」官吏であ り、監察結果に依 る 「勧告」権 はなく、報告義務 も長宮 に対 して

であった。 もはや.こ の行政監察委員にその任務として 「第三者的立場」を期待できなかったと

言えよ う、立法部が全 く関わ らない 「行政監察」と言 う意味では、戦時中の 「行政査察」制度(1

９４3.3)よ りも緊張感を欠いたものであった。この施行令は翌年3月 に廃止されて設置法に組み込

まれて、 「顧問」は廃止され、 「行政監察委員」はこの時は残されたが、1952年(昭 和27)7月

の法改正で廃止された。

2.行 管庁 「監察部」 による文部行政 「監察』

行政管理庁監察部の全般的活動 については、前出 『行政管理庁史』の各説 「第4章 行政監察

の展開」に譲るが、行政監察の 「業務運営の基本」 として 「その主力をあくまで行政面すなわち

政策の実施面の適否 に重点 を置くものとし、政策 自体の適否はその結果 としてのみ検討すること、

監察結果については,必 ず行政監察委員会議の検討を経て処理すべきもの」 としたことを指摘 し

てお く(同 書、592頁)。

さて、文部行政に対する同監察部 の 「監察」について以下述べる ことにす る。行政監察活動 を

知る 「資料」 としては、r行 政監察年報 昭和28年 版』(記 述の対象は昭和27.8ー28.9;1954.l

l発行)が 創刊 されるまでの4年 間は(昭 和23年 度一同26年 度)、 年度毎 に発行 された100頁 前後

の 『業務報告』が主な ものである。 この 「戦後教育改革」期 と重なる時期における文部行政に対

する 「行管庁」の 「監察」は2回 行なわれた。 「監察」は、行政監察委員と行管庁職員との合同

で実施 されたが.監 察委員を3部 に分かち、それに対応 して監察部 も3課 制で発足 した(翌 年、

「行政整理」で2部制 となる)。

(1)「 教育に関する行政監察(昭 和23年 度)」

文部行政に対す る最初の 「行政監察」は、1949年(昭 和24)1月21、27、28日 の3日 間、第1

部(外 務、文部、厚生、法務担当)に よって実施された。当時の行政監察委員名簿が未見なので・

監察委員 は分か らないが、 「新制大学、新制高校、6・3制 義務制義務教育及び教科書検定」に

関し、学校教育局、教育施設局及び教科書局を監察す るとともに、大学設置委員会、教育刷新委

員会、千葉県首脳部と 「教育問題」について懇談 した。その 「監察結果」は、同年2月28日(行 管

104号)、 行政管理庁次官か ら文部次官 に通告された.
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「監察結果」は,「 緊急措 置を要する事項」と 「何等かの措置 を講ずる必要ある事項」に大別

されたが,「 実施を急速に推進す る必要あるもの」として.① 教育委員会について、 「学校経費

につき設置者 と国庫 との負 担区分」の明確化および 「教育委員会と関係 自治体 との間の運営」の

改善 、② 新制 大学の発足 に際し.「 大学設置基準 に適舎する経営の実現 性」.「 大学管理委員会

の設置」 ③ 「私立学校」に対する措置(私 学教育委員会の如)、 ④師範学生に対する 「育英資

金貸与制 度」を挙 げた、また.「 憂慮すべき重要事 項」 としては.① 新学制 における学芸大学 を

含 む 「無資格教員対策」 ②教育委員の 「選出方法と待遇」 ③校舎の 「新 増築計画5力 年計画」

と 「長期の予算財源確 保」の方途 を指摘 した.な お、教室増築については 「国庫補助不可能」後

の 「善処措置」 を要求 した.

このよ うに、第!回 「行政監察』結果は、当時の文部行政の抱える大きな,頭 の痛い課題を列

挙 し.そ の対策 を求めた.特 に、戦後教育改革 における教育委員会と新大学制度 については、財

政問題であるとともに.制 度そのもの成否が問われていたように思われる。

(2)「 義務教育に関す る行政監察(昭 和26年 度)」

上の 「行政監察」が行なわれた後、2年 間は文部行政に対する 「監察」はな く、第2回 日は、1

951年 度(昭 和26)実 施 された。 「行政監察委員」が加わった最後の 「監察」であった。実際の 「監

察」 は会計年度 としては 「昭和27年 度」に入って4月 か ら5月 にかけて、 「義務教育」問題に関

わって、文部省初等 中等教育局等(4月8日 、14日)を 対象に監察するとともに、東京、埼玉、

奈 良、和歌山の各都県の各種教育委員会 との懇談 と諸学校視察等を行 い、その 「結果」 を6月 に

行管庁 ・長官 に報告 し、文部省にも送付 した。

この時 「監察」で は、① 「教員問題」、② 「P・T・A等 の問題」、③ 「不就学及び長期欠席の

児童及び生徒の問題 、④ 「校舎問題 、⑤教科書問題 ⑥職業 家庭科問題、⑦教育委員会、

の7項 日が挙げ られた。①では特 に小学校教員不足の充足、適正な地域配置(都 市集中〉、教員

の人事異動 にお ける組合関与の是正、②ではPTAの 学校財政援助問題、③ は教育費扶助の趣 旨、

就学援護 ・援助対策、夜間中学問題、④ は校舎不足の地域間格差、校舎の火災防止等の維持管理、

学区 と学校設置 とその収容力、⑤では国の検定制度の維持、教科書の多種類問題 と販売時期、⑥

は教 育課程の明確化 と施設の充実、⑦ では委員の選任制度、設置単位など、 「根本的検討」を求

めた。 この時、 「6・3制 の完遂のための財政問題、義務教育費の国及び地方の負担区分、教育

委員会に財政権 を付与することの可否、国語及び国字問題、基礎学力問題、道徳教育問題、産業

教育問題 、学校給食問題、教員組合問題」等 は見送 られた。
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このよ うに、この時の 「監察結果」は.中 教審の発足を控え、当時政治的にもイ ッシュウにな

っていた問題 にも踏み込んだ内容になっていた.ま た、見送 られた問題も 「教育の内的事項」に関

わる国民的議論 を呼ぶ内容 を多 く含んでお り、その ことは 「行政監察」が.「 政策」 とどのよう

なスタンスをとるか という新たな問題 も提起 していたと思われる。

第4節 文部行政に対する 「行政監察」について

１

.１９50年代の対文部 「行政監察」

l950年 代は教育政策をめぐって大きく揺れ動いた時期であった。この時期、上の 「義務教育に関

する行政監察」以後、「文部行政」に対す る 「監察」は以下のような 「テーマ」で実施された。

1953年 度(昭 和28)

1955年 度(昭 和30)

1956年 度(昭 和31)

1958年 度(昭 和33)

同

同

1959年 度(昭 和34)

1960年 度(昭 湘35)

「公立文教施設整備 補助行政監察」(1次 、2次 〉

「公立学校施設整備行政監察」

「義務教育費国庫負担 に関す る監察」

「育英事業行政監察」

「理科教育行政監察」(科 学技術教育行政の一環として)

「産業教育行政監察」(科 学技術教育行政の一環 として)

「大学にお ける科学技術教育行政監察」(科 学技術教育行政の一環 とし

て)

「学校給食行政監察」

このように見ると、1951年 度(昭 和26)の 「義務教育に関する行政監察」で見送 られた事項がそ

の後、引き続きその対象になったか、というとそうではないことが分かる。教育委員会の問題、国

語 ・国字問題、基礎学力問題、道徳教育問題などは対象にされることなく、文部行政に対する「監

察」は、新 しい 「科学技術政策」を背景にした 「科学技術教育行政監察」以外 は、専 ら補助金事業

に向けられていた ことが窺われる。 これが一つの特徴と言えるであろう。そ して対象にされなかっ

た事項は、それぞれ文部省の政策 ・行政展開に委ね られたと言える結果になっている。

例えば、教育委員会の問題は、1956年(昭 和31)6月 の教育委員会法の全面改正による 「地方教

育行政の組織及び運営に関する法律」の制定、国語 ・国字問題、基礎学力問題、'道徳教育問題など

は中央教育審議会や教育課程審議会の審議を経て、1958年10月 の 「学習指導要領」の改訂 という

教育課程行政において実施された。 この1956年 か ら1958年 にかけての政策 と行政は、その展開 ・
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実施過程において激 しい政治的、イデオロギ ー対立を生んだ事は周知の事である、 しか しそれ らが

行政監察 の対象にはな らなかったが.立 法部による 「行政監察」の対象になったことも記憶 される

必要があるだろ う。衆議院行政監察委員会が教科書の不公正取引の実態調査に関わってお こなった

「行政監察」がその例で、1955年6月 のことある.

また。新 しい 「科学技術政策」とは、療子力を中心とするエネルギー政策の一環であるが、その

領域は文部省と１９56年5月 に新たに設置 された科学技術庁とで分担と競合する関係にあった、1959

年度に行政監察の対象 とされたのは文部省の方であった、それは翌1960年8月 に、「監察基準 とな

るべきものが、必ず しも明確でないこと」を監察者 自身が認めた上で、「問題点の所在 ・方向」を示

す4項 日の文部事務官宛 「勧告」 と行った、

理 ・工学部を中心 に国立大学 ・30校、同附置研究所・１０所.私 立大学 ・4校 を対象にした 「監察」

結果の 「4項 日」 とは、①科学技術 教育 ・研究従事教職員.② 教官研究費、学生経費、③施設 ・設

備、④大学 と産業界との連携であった.全 体 として 「貧困」状態の指摘であ り、制度論的には戦後

の学科目劇 大学が、戦前の専門学校以下の水準にあることなどが注日を引く内容であ り、文部省に

とっては１９６0年代 「理工系ブーム」の 「追い風」 になる 「勧告」であった。

「学校給食行政監察」は、1954年6月 に学校給食法が施行されて以降、事業を拡大 し、1959年 に

は給食人員1,000万 人を超 えた中で、1９６0年4月 ～6月 に地方8管 区行政監察局等も分担して行わ

れた。 この時期はまた東京オリンピック開催を控えて青少年の 「健康 と体力」増進を含む 「体育振

興総合計画」が構想されていた。翌年6月 の対文部事務次官宛 「勧告」では、

① その普及について、府県間あるいは同一府県内地域間の不均衡と未実施地域の実情の指摘、

給食用物資の需要申請の不適切、輸送費の徒費.製 パン委託契約の不備、③給食従事職員の保護者

負担や給食費事務のあ り方、補助金の不適切使用問題、④特殊法人 ・学校給食会の運営 ・経理の問

題と経費の負担区分など、拡大 した学校給食事業の具体的問題点を糺 した。多少些細にわたる内容

や地方への文部省の行政指導 を求めることが少な くなかったが、多額の補助金対象事業として自然

なことであった と思われる。

「育英事業」「理科教育」「産業教育」については、実は1960年 代に再び 「未実現勧告事項の再監

察」 として対象になったので、次に述べる、

2.1960年 代の対文部 「行政監察」の特徴

1960年 代の 「行政監察」の特徴の一つは、各省庁の個別事業の行政を対象にする場合よりも、「各

省庁に関連 または共通す る行政を横断的に取 り上げて、その調整の推進を図る」事例が多 くなった
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事である.も う一つは、「勧告」に対する各省庁に 「回答」を求めるだけでなく、その後の 「改善措

置状況」の追跡的報告も要求するようになった事である。

以下、文部行政に関わる1%0年 代 「行政監察」事項を 窪行政監 察三十年史』からピックアップし

た、()内 は、行政管理庁による勧告等の年月日である。

①1961年 度

②1963年 度

③ 同

④1965年 度

⑤ 同

0

⑦1967年 度

1966～67年 度

義務教 育諸学 校 施設 整備行政監 察(1962。4.20)

未実 現勧告事 項（育英事 業、産業 教育振興 ・理科 教育）の再 監察(1963.１2.6)

科学技 備 に関す る行 政監察(1963.12.11)

義務教育 の条件 整備 に関す る行 政監察(１９65.１2.17)

年少労働者 に関 す る行政 監査(l９66.11.2９)

青少年対策 に関す る行政 監察(l968.9.27)

補助 金行政 監察(1968.8.13)

この内、文部行政として単独に監察 の対象にされたのは、① と②だけであり、他は他省庁行政 と

の関連のものとして扱われた。例えば、③は11省 庁、⑥ は7省 庁、⑦は１０省庁な どと同時の横断

的監察であった。④については文部の他に関係する大蔵、厚生、自治の3省 庁が対象になっている。

それ らを含め、60年 代の文部行政に関わる 「行政監察」はほぼ隔年に実施された。

① と② については、いずれ も1950年 代に一度監察対象になった行政事項であったが、その結果

(「勧告」)に 対して改善が進められていないという判断による再監察であった。

何が論点であったのだろうか。「未実現勧告事項」の 「監察」結果は 「所見表示」という形で行わ

れたが、その要旨は次のような内容であった。

先ず、「育英事業」については、第一 に日本育英会支部の陣容 と権限 の強化、特に 「高等学校奨学

生の採用」権限の移譲促進、第二に返還業務の体制確立と返還成績挙揚の促進であった・文部省は・

これに対 して、1964年3月 と6月 の二度に亘って 「回答」した。それに拠れば、1965年 度達成予定

の本部事務 「機械化」を前提に、支所のブロック別設置な ど根本的検討は表明したが・権限移譲 に

は言及 しなかった。返還業務の改善については、事務機械化と 「職場返還の拡大」「外務員制度の充

実」「督促強化」を述べた。この育英事業 については、1959年3月 に中教審答申があ り、その事業

の振興が図 られていたが、採用、返還に関わる事務体制の整備が遅れていたことの事情を・この間

の 「所見」 と 「回答」は物語っていた。

二つ目 の 「産業教育振興」についての 「所見」は、「設備管理」の問題と 「教職員の配置」の問題

つま りその 「不充足」を指摘 した。前者は、財政事情よ りも 「指導の不徹底」であるとした・ これ

について、文部省は1964年6月 に 「回答」したが、設備の管理 については具体的改善の報告を行っ
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騨

たが。後者の 「教員確保」については 「実翼助手」を含め,個 別の改善努力にとどまった。これは、

産業教育に眼 らず,そ の 「教員確保」は一朝 一夕には進まないことを示すものであったと言えよう。

三つ 翻の 「理科教育」につ いての 「所見」は.理 科教室等施設 ・設備の 「整備3力 年計画」の実

績未達成、設備の保管 ・管理の改善促進及び理科教職員の適正配置化 を述べた.そ れに対 し、文部

省は1964年 の5月 と9月 の二度.鋭 意努力の跡を示す 「回答」を行った。した.そ こでは、法の一

部改正(義 務教育諸学校施設費国庫負 担法。公立義務諸学校の 「定数法」)や 「公共文教施設整備2

次5力 年計画」作成.さ らには理科教室の 「付帯施設の整備状況」「設備保管管理 状況」の改善率の

「表」化などで具体的に対応 したことを示 した.

このよ うに 「行政監察」は.そ の結果 を 「勧告』あるいは 「再監察」による 「所見表示」するだ

けでなく。その後の 「改善措置状況」の報告を具体的にも求めることで、「監察」を実効あらしめた

のである。 「文部行政」 に関わっては.「学校給食事業」を含め施設 ・整備に関わるに関わる 「ハー

ド」の部分が 「監察」の主対象 とされ.そ の 「管理 ・運営」に関わる 「ソフ ト」に及んだ。しかし、

教育 ・文化の政策 ・行政は、それが国民の内面的優値観に深く関わ り、 しかもその成果の評価には

長期間 を要する。という固有性 もある。その面については、「行政監察」が注意深 くそこを回避 した

と見 られるのは、むしろ賢明な判断であったと思 う。

3.そ の後の対文部 「行政監察』

１９70年 代以降、1990年 代末までの総務庁時代の 「文部行政」関係の 「行政監察」項 日を以下に示

して、今後の研究課題 に繋げたいと思 う。

１９７０年代

①1970年 度 学校給食の運営に関する行政監察(1971.2.15)

② 同 私立大学等に対する指導及助成 に関する行政監察

③1976年 度 心身障害児の教育及び保護育成に関する行政監察(1978.6.19)

1９７０年代

④1981年 度 国立大学及び国立大学共同利用機関に関する行政監察(1982.6.14)

⑤1982年 度 日本私学振興財団の業務運営 に関する監督行政監察(1983.7.4)

⑥1983年 度 学校給食及び学校安全に関する行政監察(1984.922)

⑦1984年 度 国立医科大学(医学部)及び同付属病院の管理運営に関する行政監察(1986.6.14)

⑧1985年 度 専修学校の管理運営 に関する行政監察(1987.１．12)
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⑨1986年 度 留学 生の受入れ 対策、 帰国子女 教育等 に関す る行政監察(1988.6.１４)

⑩1９８8年 度 ス ポーツ振興対策 に関す る行政 監察 一生涯 スポ ーツを 中心 と して(1990.4.23）

⑪l989年 度 産業 教育 に関す る行政 監察(1900,12。7)

⑫ 同 国際文化 交流 に関す る行政 監察(1991.5.27)

⑬1990年 度 科学技 術 に関す る行政 監察(1922.6.9)

1990年代

⑭1991年 度 義務 教育諸学校 等 に関す る行 政監察(1992.9.21)

⑮1992年 度 留学 生の受入 れ対策 に関す る行 政監察(1993.9.13）

⑯1993年 度 高等 教育 に関す る行 政監察(1995.6.26)

⑰1994年 度 芸衛 文化 の振 興 に関す る行政 監察(1995.ll.24)

⑱1995年 度 外 国人子女 及び帰 国子女 の教 育 に関す る行 政監察(1996.12.3)

⑲1996年 度 児童福祉対策 等 に関す る行政 監察(l998.5.１１)

⑳1997年 度 義務教育諸 学校等 に関す る行 政監察(1998.12.22)

同 国立大学付属病 院 に関す る行政 監察(1999.5.18)

この 「行政 監察」対 象事項一 覧をみ る と、1980年 代 以降そ の件数 が急増 して いる こ とが明確 で あ

る。「文部行政 」 に関わ っては毎年 一件 は実 施 され て いる。そ してそれは 、「行 政改革」 と軌 を一 に

す る もので あ った。 山本 ・元総務事 務次官 は 「行政 改革 に とって行 政監察 は不 可欠 の機 能 だ と思 っ

た」と回想 して いる《23》臨時行政 調査会(1981年 設 置)と 行 政改革 審議会(1983設 置)・ 「行 政監察 」を

フル に活用 す る とともに、政府 の 「行政 改革」政策 を も り一 ドす る挺子 になった と言 え るであ ろ う。

さ らに1980年 代 以降、行政 監察 局 は 「監察」だけで な くそ の前段階 と位 置づ け られ る 「調査」事

業 も活発 に行 うよ うにな った 。特 に、1984年 度 に始 まる 「付属 機関等総合実態 調査」は、作 業施設 、

文教研修 施設 、検 査検定機 関、試験研究 機 関(1986～88)、 社会教 育施設(1993)、 等 を対 象 に10年 に

及 んで行 われ た。国家行政 の企画 ・立案 機能 とそ の実 施機能 の分離 ・法人化 は この よ うな調査 にも

とつ いて実施 された と推定 され る。 また、「新 規行政 施策 の定 期調査」 と称す る 「調査 」 も行 われ 、

例 えば文部省 関係で は 「生涯 学習 の振興 に関す る調査」が1996年 に実施 され て、翌年 には 「総務 庁

長官 通知」が発せ られ 、そ の翌 年1998年 にはそ れ に対 して文 部省 は 「改善措 置状況 」報告 を提出 し

た。 この調査 は 関係 する厚生 、通 産行政 に対 して も行わ れた のであ った。

これ らの 「行 政監察」 と文部 省の 「政策 ・行政 」の展 開 との関係 は、4990年 代以 降 は仮 説的 には

前者が主導 的 になった ので はなか ろうか。
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一 　 孕

おわ りに

中央行政監察委員会の『最終総合報告書』がその 「意見」で.「行政監察機能」の3番目 に挙げた

「計画 と実績の不整合及びその原囚に開する監察」は、「行政監察」を政策過程に位置付けようとす

る意向であった と思われる.今 日 「政策評価」 と称される内容はむ しろ 「行政評価」と言うべきで

はあると思われるが,あ えて 「政策」 というのは.そ の 「評価」を自らの政策にフィードバ ックさ

せるという意味であろう、歴史的経緯 を見れば、「行政監察」か ら 「行政評価」へという仮説は、総

務省の発足(2001年)と もに「 行政監察」は行政チェック機能から政策評価そして政策立案機能へと

変貌 した.と いう結論を導 くことも可能であろう、今日の 「行政 ・政策評価」論は、立法を含めた

「政策過程」論の中に位置づけ られているようには思えない。立法部の 「行政監視委員会」 も視野

入れる必要があるだろうし.国 会に 「行政監視院」を置 くという構想 も検討対象になろう。

この論考は 「行政監察」か ら 「政策評価」へ と繋げる試論であるが、教育政策の歴史的研究 と

して本来的 に考察すべきことは、 「行政監察」が 「政策」 にどのよ う関わってきたかを、教育政

策の具体的展開に即 して検証する ことにあった。そのためには1990年 代に至るまでの 「行政監察」

と 「教育政策」 とのダイナミズムの分析が必要である。そ こには恐 らく 「行政監察」機能の変化

があった と思われ る。本稿ではその 「入 り口」で終えて ことになるが、その問題意識は、 「行政

監察」か ら 「政策評価」へという展開を意味あらしめたいと言 うことにあった。 「政策過程」の

中に客観的に 「行政評価」を定着 させ ることが求められているよ うに思 う.(24)

[注]

(1)「 公文 類集 ・昭和21年 」第70編 巻12、 国立公文 書館 所蔵 。

(2)「 勅 令 」 は『 官 報』 昭 和21年10月28日 、 「内閣訓令 」 は同10月30日

(3)注(1)に 同 じ

(4)『 官 報』 昭和21年11月25日 、及 び 同12月5日

(5)増 田 の辞 令 は、『 官 報 』昭和21年11月6日 、関 口の辞 令 は、『 官 報』昭和22年1月2

5日

(6)岡 部 史郎『 行 政管 理論 』(1957年)、272頁 ～

(7)第1回 報 告 は 「公文 雑纂 ・昭和22年 」巻2、 第2回 報告 は 「同 ・昭和22年 」巻41、 第3回

報 告 は 「公 文類 集 ・昭 和23年 」 第73編 巻27、 国立公 文書館 所 蔵。
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(8)内 閣 法剃局 史編集 委員 会 『内閣法 制局 史』(1974)、287頁 ～

(9)行 政管 理庁 史編集委 員 会 『行 政管理 庁史』（1984)は 、B5判 ・1200頁 の浩潮 な 「庁 史」 で

戦後 刊行 され た 「省 庁史 」の 白眉 と称す べ き もので あ る。 本稿 もこの 「庁 史 」 に教示 され

た こ とが 多い。

（10)「 文部省 委員 闘係 、文部省 行 政監 察委員 会 関係 昭和17年 ～ 昭和23年 」(文 部省移 管)、

国 立公 文 書館所 蔵。

(11） 「行 政 監察委員 会令 」 、総務 庁令 第16号 、内 閣訓令 号外 は 、いずれ も 『官報 』昭 和22年9

月1日(号 外)。 なお 、政令 の英 文名 は 「ｃａｂｉｎｅｔ　Ｏｒｄｅｒ　ｃｏｎｃｅｒｎｉｎｇ　ｔｈｅ　Administrative　Ⅰns

pection　Committee」(『OFFICIAL　 GAZETTE』September1,1947)で あ った。 「視学 制度 」

を想 起 させ る。

（１2)「 任 免 昭和22年9月 」 巻111、 国立公 文書 館所 蔵。

(13)こ の 『総報告 書』は 「森戸辰 男 関係 文書 」所 収版 と 「通知 文書 写綴」所 収版 の2種 類 ある。

なお 、文部省調 査局 調査課 は 「文部省 行政 監察 委員 会総 報告 書概 要」(参 考資 料54;1948.

4.12)を 作成 した(国 立教 育政策 研 究所教 育 図書館所 蔵)。

（14)中 央 行政 監察委 員会 の 『最 終総合 報告=書』 は 、B4判 ・孔版刷 、48枚 の もので 、 「各 説 」の

各省 庁別 「独 特 の問題 」で は 司法 省 に最 も多 くの頁 を割 いて い る。

(15)前 出 ・注(10)に 同 じ

（16)前 出 ・注(9)『 行政 管理庁 史』 、86頁

（17)以 下の 「文部行 政」 に対 す る 「行 政 監察」 につ い ての 記述 は、行政 管理 庁行 政 監察 局 『行

政監 察三 十年史1』(1978)に 拠 る。

(18)

(19）

(20)

(21)

(22)

(23)

(24)

行政 管理庁行政 監察局 『行 政監 察 月報』(No.12、1960。9)。

同上 『行政監 察 月報』(No，59、1964.8)。

同上 、 同号

同上 『行政監 察月報』(No.61号 、1964.10)。

総務庁行 政監察 局 「中央計画 監察等 実施状況一 覧」、同 『行政 監察史』(2000）P.469～

山本貞雄 「行政 監察 局の行政評価 局 への強化発 展 を期 待 して」、同上p.220

市川昭午 「教 育行 政評価論 一能 率化 と効果測 定 一」(伊 藤和衛編 著 『教育行 政過程論 』1976)
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第2章 政策評価 と成果主義的教育行政管理論

本 多 正 人

第1節 教育行政における政策評価のインパク ト

政策評価法（ 「行政機 関が行 う政策の評価に関する法律 」平成13年6月29日 法律第86号)が 平

成14年4月 か ら施行 された.が んらい教育活動においては種々のテス ト・評価技法が蓄積 されてき

たにもかかわ らず,教 育行政施策そのものの評価に活用するような理論的発展の経緯はこれまでな

かつた、国の政策評価法やそれに先行す る自治体の事務事業評価翻度導入等の影響を受けて、教育

行政学研 究においても近年、政策評価への関心が高まつてきた といえる。本稿では、まず教育行政

における政策評価のインパク トを成果主義的教育行政管理の手法への発展可能性 として把握 し、次

に地方 自治体等で展開されている政策評価(行 政評価、あるいは事務事業評価)の うちの意義 と問

題 を概観す る.最 後に、成果主義的教育行政管理論の観点か ら,若 干の考察と提言を試みる、なお,

義務教育段階の公立学校 には国民の基本的人権を保障するための事業でもあることから,か ならず

しも効率性基準だけが評価の判断基準になるわけではない。公平性あるいは平等性 もまた評価基準

として尊重 されなければな らず,そ うした相反する政策日的の達成をも一つの成果とすることの余

地があるとい うほどの意味での 「主義」であ り,「主義的」なのであって,必 ず しも成果基盤型や成

果重視 を求めているわけではない1。

さて,教 育活動における種々のテス ト・評価技法の蓄積にもかかわ らず、教育行政施策そのもの

の評価 に活用す るような理論的発展の経緯 はこれまでなかつた。 しか し、国の政策評価法やそれに

先行す る自治体の事務事業評価制度導入等の影響もあつて、教育行政学研究においても近年、政策

評価への関心が高まつている。た とえば、 日本教育行政学の年報第28号(2002年)の タイ トルは

「教育行政 と評価」であつた.学 校評価(木 岡一明 「教育における評価政策の現状と課題」)、教員

評価(勝 野正章 「教員評価政策の批判的検討」)、大学評価(舘 昭 「高等教育における評価制度の展

開と大学マネジメン ト確立の課題」)などの3つ の領域にみ られ る評価に関す る論孜とプログラム評

価の事例に関す る(渡 部昭男 「評価論への法規範的アプローチ」)論 孜 とが収め られている。

しか し、個別機関評価を目指す学校評価 と施策 ・事務事業単位で効率性や有効性を測 る政策評価

とを同一視することには疑問 がある。個別組織機関の総体を評価するとい う現在の学校評価の動向
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は,贔 質保証あるいは認証 ・認定制度的なもの とならざるをえないが,そ の場合は内部者 ・当事者

だけの評価によらず,第3者 機関による評価が不可欠になるはずである。それに対 し,政 策評価 ・

行政評価は,政 策の上位目 的が下位の目的によつて構成 されるツリー状の政策体系を前提 としてい

る、そ して,ベ ンチマーキングや費用効果分析 などをみて もわかるとお り,そ の評価指標 も施策の

束 として考えられている。

また,国 における政策評価の動向 として,た とえば2005年 度予算要求では事後評価1063件 の約

4割 で評価対象 となつた政策が廃止 され,政 策評価法施行3年 日にあたつて総務省は,評 価結果 と

予算編成 とのリンクをより強化 し,財 政当局が予算編成作業の過程で,政 策評価書を加工せず,そ

のまま活用できるよう評価の具体性や精度,客 観性 を高めるように見直す方針 であると報 じられて

いるll.

したがつて,学 校評価のよ うな個別機関評価 を同 じ枠組みで理解 しよ うとするのには限界がある

とい うべ きだが,一 方で,政 策評価の隆盛を促す背景 としてのニュー ・パブ リック ・マネジメン ト

を支える思想が共通して大きな影響を与えている点に注目 する必要がある。一つには業務の執行単

位たる下部組織機関への権限委譲と,行 政組織 ・機関へのコス ト感覚の導入である。

第2節 逼迫する地方財政 と効率的な学校運営

下図は,地 方 自治体の借入金残高を内訳別に示 したものである、地方の借入金残高はGDPの4

割にも達 している。そのほとんどは地方債によるものだが,一 般的には地方債 の元利償還費用は地

方交付税交付金で支え られていると楽観視 されがちである。 しか しい うまでもなく地方交付税交付

金の財源 としての国税5税 の一定割合分だけでは不足 し,交 付税特別会計を通 じて借入 をお こなっ

ている。その交付税特別会計の借入金残高の うちの地方負担分 も急増 している。か くして地方交付

税それ 自体が改革の対象 と設定され,平 成16年 度の普通交付税総額15兆8,729億 円は対前年度比

65%減 であ り,都 道府県分では7.1%減,市 町村分は5.7%減 であつた。

本来地方の一般財源 となるはずの地方交付税交付金がかかる状況にあるわけだか ら,地 方 自治体

財政が 自主的政策的な裁量を発揮できる余地は,ほ とん どない。

次の図は,経 常収支比率の推移を示 したものであるが,全 自治体でみれば一般財源のほとんどは

既定経費に使われて しまうことがわかる。 とりわけ義務教育公立学校 と違つて国庫補助負担金対象

が少なく地方 自治体独 自の財源で施策を展開 している公立高等学校で新規事業を展開す るためには,

関係人員の削減などにより財源 を確保 している状況にある。そ うした中で注日されるのが,東 京都立
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学校の 「自立経営推進予算」や石川県の 「学校における経営意識の導入」予算な どがある。前者は施

設維持費や光熱水費を除いて節 を固定 した学校配当をやめ,学 校の執行計画 どお りに使用できるよ

うにするものである。後者の場合には,各 学校で電気代や印制代な どの経費を節約すれば,そ の節

減額の1.5倍 の額の範囲で新たな実験器具や教材購入等にあて ることができるしくみになつている。

このように各事業の執行単位 レベル にさまざまな裁量権を認めることで,あ る種のインセ ンティ

ブを活用 した行政組織の効率化策はよい としても,そ うした効率化それ 自体が自己日的化す る懸念

がある。行政組織 としての公立学校本来の目的は教育成果をあげることであつて,節 減に努 めるこ

とが第 一義的な目 的ではない 。 とくに,成 立 した予算の執行 ・管理は行政の内部管理事項であつ
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図2:地 方 自治体の経常収支比率の推移

)

て,監 査による住民統制,議 会統制がありうることを前提に考えるとしても,執 行科目 の弾力的な

運用に伴 う行政管理手法は住民 との直接的なつなが りはない。学校配 当予算 も同様であつて,学 校

の配当予算の執行管理については直接住民に財政的アカ ウンタビリティを負 う構造になつていない

以上,よ り上位の行政内部機関(こ の場合には学校の管理機関 としての教育委員会)に よる統制を

考えていれば事足 りる。ここに学校評価 と政策評価 の混同が生 じる余地があるといわざるをえない。

すなわち教育機関 としては伝統的な行政管理手法にのつとって管理運営 され る公立学校の組織管理
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をそのままに して,ガ バナンス改革までの発展可能性 を秘めて展開 している近年の政策評価の導入

とを同次元にお さめよ うとすることにはやや無理がある.

第3節 決算重視の学校運営

これ まで,と もす ると教育費に関 してはその予算(イ ンプ ソト情報)が 重視 され決算(ア ウ トプ

ット情報)は さほ ど注目 されて こなかった.す なわちたとえば直接的に当該年度の当該費目 にかか

る予算額の算定根提 としての単価水準,あ るいは国等の補助金算定に用いる補助単価水準の動向,

ない しは予算総額 自体の減少が問題視 されることはある。しか し,当該年度の一年間の執行の結果,

生徒一人あた りにはどの くらいの資源が費やされてきたのかに関心があつまることはない、 かかる

デー タが公表 され る頃には翌年度予算の方に関心が集まる結果 となる。

研究上の関心からいつても、た とえばアーロン・ウィルダフスキーが指摘 したような漸増主義な ど、

行政の過程が凝縮するところとして注目 を集めてきたのは予算であつた。伝統的な行政管理の手法

からニュー ・パブ リック ・マネジメン ト的な手法へ と転換 をはか るためには、事前的統制中心の体

制から事後的評価中心の体制への転換をすすめ、具体的には決算重視への転換が必要だといえよう。

ところでたとえば、決算べ一スでみていけば,前 述のよ うな厳 しい財政状況にもかかわ らず生徒

一人 当た りの教育経費が減少 していくとは限 らない
。在学者数の減少 も激 しいか らである。図3は

図3:高 等学校(全 日制課程)の 在学者数 と一人当た り学校教育費の推移(名 日額)
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全 日制公立高校の在学者数 と生徒一人あた り公教育費支出の推移をみたものである(名目 額ベース)。

行政サイ ドに とってはコス ト高になるが,生 徒の側か らすればむ しろ税負担が同 じな らば自らの教

育にかけてもらう公費は多い方がよいはずであろ う.お そ らく、こうした生徒側か らの見方は、従

来の行政部門の伝統的な思考様式である、予算偏重 主義からの発想ではなかなか見えて こない。

では、公立高校生徒一人あた りの教育費支出の都道府県間の格差はどうなっているのか.次 の表は

公立高校(全 日制 ・普通科)の 生徒一人あた り公教育費支出の変動係数をみたものである。む しろ

格差の大きさは縮小 している。各 自治体 とも、見直 しを進めた結果ほぼ同 じ水準に収敏 しつつある。

個別 自治体の事例をみるかぎりでいえば,こ れ以上は削減 しようがないところまで歳出削減を進 め

てきている自治体もある。 コス ト意識の醸成は確かに必要なのではあるが、あま りにも過度で一律

的 ・表層的な経費削減要求することは、これもまたニュー ・パブ リック ・マネジメン トが教えると

ころであるイ ンセンティブ重視の考え方にも背反することにもなりかねない。そこで本来必要なこ

とは組織 日標をふまえつつ行 う評価のあり方である。

表1:公 立高校生徒1人 当た り公教育費支出の都道

府県間格差の推移(全 日制 ・消費的支出)

第4節 バ ラ ン ス ・ス コ ア カ ー ド

組織単体での業務改善を行政評価 ・政策評価の枠内で行 うことを可能にする一つのツールが米国

の企業経営向けに考案され、その後公共サービス部門への適用事例 も増えつつ あるバランス ・スコ
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アカー ドである騨.

これは従来の企業の業績評価の問題点を克服 しようとするものであつた。すなわち,従 来の業績

評価指標は短期的な財務的業績評価指標(＝過去 の業績の評価)が 中心であって,顧 客関係,組 織

能力に関す る業績評緬(＝ 将来の業績向上を導く業績の評価)の 重要性を理解 してはいても,そ れ

が長期的な財務的成功にリンクさせることをできずにいた.ま た,情 報化時代の企業は有形資産で

はな く知的財産に投資 し,そ れ をマネ ジメン トすることで成功する。 よつて,従 業員への訓練や情

報技術の獲得への投資が必要ではないか。 しかし,伝 統的な企業財務会計モデルの評価指標ではこ

の部分が正当に評価 されず,む しろコス トとして認識されて しま う。また組織改革のためには企業

の各 ビジネス ・ユニッ トの ミッションや戦略を,わ か りやすい言葉による具体的な 日標や業績評価

指標に置き換える必要がある、等々の諸問題である。 こうした問題 は我が国の地方自治体が取 り組

む行政評価 にも相当程度当てはまる、

つま りこれまでの行政評価の問題点 としてはまず,そ れが職員＝ 公務員の評価あるいはモラール

とどのよ うに関連付けられるのかがはつきりしない。また,地 方 自治体あるいは地方自治体組織の

下部機関などの意思決定において行政評価の結果がどれだけ重みをもつたものとなつているかも定

かではない.単 に説明責任の一環 として、それぞれの事業の必要性 を説明 しているにすぎないもの

もある。 さらには、行政評価 と同時に地方 自治体のバ ランスシー ト作成も総務省等のガイ ドライン

によつて推奨 されてきたこともあつて,財 務的観点があまりにも強すぎるのではないか。こうした

問題認識にたつて,近 年では,財 務的観点や組織内プロセスなどの評価指標をバランスよく配置 し

たバランス ・スコアカー ドを行政評価のツール として採 り入れるところも現われつつある。

表2:バ ラ ンス ・ス;コ ア カ ー ドの4つ の 視 点(キ ャ プ ラ ン&ノ ー トン(1997)な どを 参 照 。)
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上の表2に 示 す よ うに.バ ランス ・ス コア カー ドによれ ばおおむね4つ 程度 の視点 をその組織 の

評価搭 標 に取 り込む ことになる。 それ ぞれ に適 した評価 指標 が設定 され るが、その いずれ もが あ ら

か じめ明確 化 され たその組織 の使 命や目 標(バ ランス ・ス コアカー ドの提 唱者 らの言葉 に よれ ば 「ビ

ジョ ン」お よび 「ゴール 」)に 従属す る.趨 治体 を構成 す る下部機欄 ・組織 の目 標設 定、業績 評価 に

援 用 可能 で あ り.さ らには個々 の職 員 の職 務遂行、目 標 設定 、業績評価 とも連 動可能 であ るこ とに

も期待 が 大 きい.導 入 事例 と しては 、福 岡市が平成13年 度以 降採 り入れ てい る 「局経営 戦略」が

あ る.そ 二で は市畏局 や保健福祉 局 とな らんで局相 当の教育委員 会事務局 も表3の よ うな 「教育委

員会 事務局 経営 戦略」 を定めて いる.い うまで もな く、バ ランス ・スコアカー ドの教育行政 への導

入 事 桝は米 国が先 行 していて、一般行 政分野 での先 進事例 として有名 な シャー ロッ ト市(ノ ースカ

ロライ ナ州)域 を含 む シャー ロ ッ ト ・メ ック レンバ ー グ学校 区の事例な どが あるV。

おわ りに一成果主義的教育行政管理論の可能性一

近年、地方分権改革の動向にも影響を受けて、教育改革の主たる方向性もまた 「分権化」を指向

しているといつてよい。 とりわけ公立学校 という組織の自律性を高めることが前提 となつてさまざ

まな施策が展開されている、それ にともなって自律的な機関単位の業績を評価するしくみの導入も

必要 と思われるのだが,現 状ではまだ学校評価にとどまつている。我が国で導入 されている政策評

価や行政評価のもとをた どれば,競 争市場的な環境を想定 して非効率組織や有効性のない事業を明

示化することを目的 としていた一方で,日 本の地方自治体の行政評価の動向が示唆 しているように,

自己評価 ・内部評価 を中心 としなが ら組織や事業等の業務改善に役立てるような使われ方がされて

お り、それ もまた政策評価の活用法でもあろう。

しか しながら、いずれにしてもそ うした評価の前提には組織 としての ミッションや政策目 的の確

認が必要であつて,教 育行政組織 レベルな らばともかく、学校の自律性確立モデルの教育改革を前

提 とした うえでの学校単位での成果主義的教育行政管理を進めるにはこの点の課題が残るとい うべ

きである。 さらにまた検討 され るべき問題は,教 育行政組織あるいは個別の学校がその目 的とする

成果 を上げるために必要なコス トを把握するのに適 した管理手法がいまだ確立されていないとい う

点である級。成果主義的な教育行政管理が成立するためには、学校に自律性 を持たせて各学校の特

色ある活動を成果目標の達成度 との関連で記述す ることだけではおよそ不十分であ り、成果を上げ

るに要 した コス トに関する情報もあわせて評価す るとともに、これ らの情報 も常に保護者や住民 ら

に公表す ることも求められることになろう。

一30一

一_..一



注

「成果 主義」なる考え方その ものにも近年 は疑問が呈 され てい るが,他 に適切 な表現 も思い

当た らないので とりあえず成果主義 としてお く。なお,高 橋伸夫 『虚妄の成果主義』 日経BP

社,2004年,230～231頁,参 照。

時事通信 「官庁速報」 ウェブ版,2005年2月2日 。

iliもつとも,地 方 自治法は,第2条 第13項 で 「地方公共団体は,そ の事務 を処理す るに当た

っては,住 民の福祉 の増進に努 めるとともに,最 少の経費 で最大の効果 を挙 げるよ うにしなけ

ればな らない。」 と規定す るから,経 費節減につ とめる ことが必要条件 であることはま ちがい

ない、

ivロ バー ト・S・ キャプラン,デ ビッ ド・P・ ノー トン(吉 川武男 訳)『 バ ランス ・スコアカ

ー ド～新 しい経営指標 による企業変革』(生 産性出版,1997年)、 ロバー ト・S・ キャプラン,

デ ビッ ド・P・ ノー トン(櫻 井通晴 監訳)『 キャプランとノー トンの戦略バ ランス ト・スコア

カー ド』(東 洋経済新報社,2001年)、 石原俊彦,INPMバ ランス ・ス コアカー ド研究会編著

『自治体バランス ・スコアカー ド』(東 洋経済新 報社,2004年)な どを参照。なお、本多正人

「パネルデ ィスカ ッシ ョン 『逼迫す る地方財政 と効率的な学校 運営』」『第28回 全国公立学校

事務長会研 究協議会並びに総会 のまとめ』(全 国公 立学校事務長会)所 収、な ども参照。

v同 学校 区のバ ランス ・スコアカー ドを用いた評価 の概要等 は、そのウェブサイ トで公 開 され

ている。(httP:〃www.cms.k12.ｎｃ.ｕｓ／discover/goals/balancedＳcorecard.asp)

畷事務事業評価で評価 されるコス トとは、あくまで行政が費や したコス トにすぎず、政策の社会的

コス トは無視 されている。た とえば道路交通法改正によるチャイル ドシー ト着用義務化は、乳幼児

の交通死亡事故の減少に効果をあげているが、そのコス トの評価 を事務事業で行 うとすれば、乳幼

児一人当た りにつき親がベ ビーシー トやチャイル ドシー トに支出する数万円はコス トとして算定さ

れない。」(窪 田2003:187)
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一

第3章 小中学校 施設整備政策の展 開と課 題

一過去20年 聞の総括への試み一

屋 敷 和 佳

は じめに

近年のわが国の学校施設整備の歴史を振 り返れば.今 か ら20年 前の昭鵜59年(1984)を 大きな転換

期と見ることができる.一 つは、公立小中学校の多目的スペースに対する補助か開始されたこと、も

う一つは.臨 時教育審議会(以 下、臨教審)が 設置されたことによる。臨教審第三次答申(昭 和62

年[１９８７])では,イ ンテリジェント・スクール構想が提唱された.イ ンテリジェント・スクール構想

は、地域全体をスクール(学 校)と 捉える考え方であって必ずしも単体の学校を指すものではなかっ

たが、その後、学校施設はインテリジェント化すべき中核として考えられるようにな り、学校施設の

高機能化、多機能化が進められた。大きく捉えれば.臨 教審以前の学校施設整備の課題は、児童生徒

数の増加への受け皿をいかに確保するかにあったが,そ れ以降は、それまで取 り組めなかった質的整

備をいかに進めるかにあったということができる。

当時は、ちょうど戦後における小中学校児童生徒数の第2の 波の ピーク前後に当たる。以降、今日

に至るまで児童生徒数の減少は続いてお り、回復の兆 しは見えない。本章では、児童生徒の減少が進

む中.国 はどのような小中学校施設整備 に対する政策を進めてきたかを整理するとともに、その政策

をめ ぐる課題を検討 し,具 体的な施策の評価が重要になってきていることを明らかにする。

第1節 小中学校施設整備をめぐる政策の展開

１.施 策の背景と実施

国は小中 学校施設整備に対 してどのような政策をとってきたのか。表1は 、過去およそ四半世紀

について施策 ・事業 レベルで整理し、作成した ものである。

同表か ら、施策実施に至るまでの基本的な過程を読み取るとすれば、大きく2つ がある。第1は 、

教育 に関わ る審議会の答申を受けて.そ こで必要 とされる教育活動を実現するために物的条件の整

備 の方向を定め、事業実施あるいは制度改正という形で進行するものである。例えば、臨教審の第

三次答 申を受けて、3年 後に 「文教施設のインテリジェント化について」の調査研究協力者会議が
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報告書をとりまとめ、直ちにパイロッ トモデル事業が開始 されたという流れはその典型であるが、

内閣直属の特別な審議会であった臨教審を敢 り上げるまでもな く、文部省あるいは文部科学省の審

議会答 申を受けて事業が開始 されると形が本流をな して いるといえる。ただ。学校施設整備に関わ

る審議会答申等 といって も、直接的に学校施設の整備の在 り方に言及するものは多いわけではない・

むしろ、教育内容や方法等 について示されたものの方が多 く、それを実現するための条件整備とい

うことになる、

もう一つは、学校施設に関わ る問題が発生したために.そ の改善が必要となり、新たな事業を開

始するという流れである、最近のケースでは.地 震対策や防犯対策等が これに当たる・

したがって、主要な学校施設整備の施策実施パターンとして、①審議会等で直接的に学校施設整

備の在 り方の検討を経て実施、②審議会等での新たな教育の在 り方の検討を経て、学校施設での対

応 を図る、③学校施設に関わる問題発生を受けてその改善を図る、の3つ が見い出せる・

2.学 校施設整備施策の展開

では、具体的にどのような施策が進められたのか。以下、時系列でたどってみよう。

ω 質的整備の検討

児童生徒増加のため教室整備に追われた学校施設の量的整備の時代にあって、 これまでとは異な

る施策となったのは、昭和57年(1982)の 「学校施設の文化的な環境づくりについて」の通知であ

った。学校施設はとか く機能優先で無味乾燥にな りがちであるが、校舎壁面の装飾や彫刻設置など

芸術的要素を加えるなど屋外空間整備面での脱皮の姿勢が打ち出された。また、室内空間も含めた

木材使用は木造補助単価の大幅な引き上げ(昭 和60年[1985])に より大きく前進 し、潤いと暖か

みのある空間整備が容易になった。

さらに、昭和59年(1984)に は、冒頭 で述べたように、普通教室、特別教室 に次 ぐ第3の 教室と

いわれる 「多目 的スペース」の補助が開始され、以降、従来の校舎を一新する空間が徐々に生まれ

ることになった。この補助制 度の導入の背景には、児童生徒の特性に応じた指導の工夫の必要性を

述べた中教審提言があるが、他方で、わが国で先導的に建設されていた幾つかのオープン ・プラン

の公立小学校(オ ープンタイプの教室を有する)の 存在も見逃 してはな らない。

「教育方法等の多様化 に対応する学校施設の在 り方について」の通知(昭 和63年[1988Dに は、

調査研究協力者会議が多目的スペースの活用方法を中心に将来 の学校施設整備の方向を検討 した成

果が報告書として添えられている。ところが当時は、臨教審のインテ リジェント ・スクール(イ ン
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表１ 小中学校施設整備の主要施策
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テ リジェン ト化〉構想の方がはるかに注目度が高く、上記の報告書は目立たない存在であった.2

年後の平成2年（1990)に は、「文教施設のインテリジェン ト化について」の報告書が刊行 され、学

校施設のイ ンテリジェント化について具体的な推進方策が示されたが、「教育方法等の多様化に対

応する学校施設の在 り方について」の拡充 ・発展的ともいうべき内容であった.こ こで、学校施設

のイ ンテリジェン ト化の柱は、①多様な学習活動を実現する施設 ・環境、②有機的に連携する施設

・環境（相 互利用 ・共同利用.複 合化)、 ③情報通信 ・処理機能等の導入、④快適で豊かな施設 ・

環境である.イ ンテ リジェン ト化は、一言でいえぱ学校施設の高機能 ・多機能化であ り、学校施

設の質的整備そのものである.臨 教審は学校施設の質的整備に権威付けをし、その推進に大きな弾

みをつける役割を果た したということができる.同 年 「イ ンテ リジェン ト化に関するパイロット

モデル事業」が開始され、以降、インテリジェン ト化をキーワー ドに,全 国で従来の学校イメージ

を払拭する新 しい学校施設の検討が急速に進むことになった.

平成9年(1997)か らは、新たに環境を考慮した学校施設(エ コスクール)へ の補助が行われてい

るが、これ も先述の①や③に包含 される整備であり、学校施設の質的充実の一つである。

(2)量 的整備時代のス トックの整理 ・再生

その一方で.児 童生徒の減少が顕著にな り、全国的に余裕教室の対策が浮上してきた。平成4年

(1992)に 行政監察庁は、余裕教室の有効活用を進めるよう勧告を行った。行政監察庁の調査では、

実に普通教室の24.１%が 余裕教室であった 。

昭和62年(1987)に 文部省は、学校教育活動を充実させるという観点から、学習スペース(多目

的スペース、特別教室、図書館)、 生活スペース(ラ ンチルーム.部 室〉、管理スペース(教 材室、

相談室)、 さらには地域開放を視野に郷土 資料室やクラブハウスへの転用や改造のための手引き書

を作成 しているが、転用や改造は児童生徒の減少に全 く追いついていなかった。

行政監察庁勧告の翌年には.「 余裕教室活用指針」が策定された。同指針のポイン トは、積極的

な活用の推進方策を示す とともに、将来 とも恒久的に余裕 となると見込まれる普通教室を 「余裕教

室」と定義 し、地域の生涯学習やコミュニティ活動のために余裕教室を転用することを施策の一つ

として打 ち出 したことである。これにより、自治省との共同で 「コミュニティー余裕教室活用型一

施設整備事業」が創設されることとなった。

ところで.学 校施設を他の用途に転用する場合に問題になるのが財産処分である。学校か ら公民

館や図書館等の 「他の文教施設」への転用については、すでに、学校施設整備費補助金の返還は免

除され、また手続きも簡素化されていたが、新たに地域のコミュニティ活動のための施設 も文教施
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設 と同様 に扱 われ る ことにな った、そ して、次 に述 べ る複合 化 とも関わ り、平 成9(1997)に は.こ

の財産 処分 の手続 きは一膚簡 素化 ・明確化 され た。

(3)「 開かれた学校」への対応

従来、「学校を開く」というと主に地域の人々に学校施設を開放することを意味していた、昭和57

年(1982)の クラブハウス整備費補助制度 もその推進を意図したものである。ところが、先述の臨教

審第三次答申(1987)で は.家 庭 ・学校 ・地域が相互に連携 ・融合するよ うなシステムをつ くこと

が必要であるとして.「 開かれた学校」への転換に向けて大きく踏み出す提言を している.こ れを

学校施設整備に引きつけて構想す るとどうなるか。臨教審事務局がインテ リジェン ト化のイメージ

図として提示 したのは、学校と文教施設の複合化 した姿であった㈲。

平成3年(1991)、 文部省は 「学校施設の複合化について」の通知 を出 した。学習機能が高度化 し、

また地域の人々の生涯学習の場あるいは生涯学習を通 じた交流の場としての地域社会に貢献できる

よう計画することが重要であるとし、整備の留意事項 を述べている。さ らに平成9年(1997)、11

年(1999)に も複合化に関する通知が出された。それまでの文教施設中心の複合化か ら、デイケアセ

ンターや養護老人ホームなどを含 む福祉施設、行政関係施設にまで複合対象を広げる方針を明確に

したことになる。高齢者施設との複合化については、少子高齢社会を向かえて高齢者 と交流したり、

高齢者か ら学ぶ ことが学校教育にとって大切であるという考えに基づく。つまり、学校施設開放で

は、学校側が地域社会へ便益を提供す るという一方向の関係であったが、複合化では学校 と地域双

方向の連携 ・協力の関係を形成するところにね らいがある。

さらに、平成14年(2002)に は、文部科学省、国土交通省、厚生労働省の合同による 「地域に開

かれた学校づくりと居住環境整備の連携に関す る調査研究」報告書が刊行 された。そ こでは、学校

施設整備 とまちづくりを連携 させて進めることが提言されている。

近年、全国的に進んでいる学校施設のバ リアフリー化も 「開かれた学校」への取 り組みである。

(4)学 校施設の安全性の確保

学校施設の安全性に関 して、近年特に注目 されているのは、耐震性、環 境衛生、防犯性という3

つの領域である。

まず耐震性については、東海地震対策として昭和55年(1980） に、地域を特定 した補助率嵩上げ

を内容 とする緊急整備事業が開始されていたが、全国的に地震対策の必要性を知 らしめたのは、平

成7年(1995)の 兵庫県南部地震であった。その後直ちに、防災機能の留意点が通知され、翌年には、
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全国を対象に地震補強の補助率嵩上げを行 う地震防災緊急事業が実施された。 しか し、学校施設の

耐震化の進展は順調 とはいえず,平 成13年(2001） に 「公立学校施設の防災機能の整備推進につい

て」の通知 により耐震化の推進を捉すとともに、平成15年〈2003)に は 「学校施設耐震化推進指針」

を策定 した、この指針 には、耐震化の優先度を比較的簡単に判定できる調査方法が提案 されている。

次に環境衛生については,平 成8年(1996〉 のo－157食 中毒事故を受けて、学校と共同調理場の緊

急点検等の通知がなされた.ま た翌年度には、学校給食施設の ドライシステム化推進等の補助事業

が開始された.さ らに近年,シ ックハ ウス問題 といわれクローズアップされたホルムアルデヒド等

の室内化学物質の濃度については.平 成14年(2002)に 「学校環境衛生 の基準」の改訂によ り.そ

の定期検査が薪たに規定された、さらに翌年には、建築基準法改正によ り、学校施設整備に際して

は教室等へ の機械換気設備の設置が原則 として義務づけ られたこと等 の通知がなされた(「 学校に

おける室内空気汚染対策について」〉、

防犯性については、13年(2001） に大阪教育大学附属小学校で起きた事件等 を踏まえ、防犯対策

が進 められた。上記事件後、「幼児児童生徒の安全確保及び学校の安全管理に関する緊急対策例」

が作成され.総 務省 と文科省において繁急対策に係る財政支援が行われた。緊急対策には、監視カ

メラ等の防犯設備や非常通報装置の整備、校門やフェンスの整備、教室や職員室の配置変更などで

ある。翌年 には、安全管理対策施設が大規模改造事業の補助メニューの中に盛 り込まれた。平成14

年(2002)に は、学校施設の安全管理 に関する調査研究の報告をもとに、「学校への不審者侵入時の

危機管理マニュアル」が作成され、翌年には耐震化や シックハウス対策等の検討をも経て、 「小学

校施設整備指針」及び 「中学校施設整備指針」の改正が行われた。

第2節 今 日における小中学校施設整備 の課題

１、厳 しい財政状況に起因する施設整備の停滞

学校教育が行 うためには、使用に適 さない老朽化した校舎や体育館等の学校建物は、改築したり改

造工事を施す必要があることは言うまでもない。およそ50～60年 と言われる建物寿命を考えて、ど

のように毎年整備 してゆくかは、教育行政担当の重要な任務である。平成15年(2003)年 の全国の公

立小中学校を見ると、改築の検討が必要といわれる築後30年 を経過する建物の割合(非 木造)は 、

全体の保有面積の29.3%を 占め、大規模改造等の検討が必要といわれる築後20年 を経過する建物の

割合(同)は71.2%に も達する(4)。10年前には築後20年 の建物面積は28.2%、30年 はわずか8.7%

に過ぎなかった。今後、改築ないし大規模改造が必要とされるわけであるが、約1億6千 万㎡ という
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膨大な保有面積に対 して、平成14年(2002)度 の整備事業量は約120万 ㎡ と1%に も満たない。その

上.本 来ならば改築計画が策定されていてよいはずだが、意外にも大半の市町村では計画策定は進ん

でいない、その背景には市町村の厳しい財政状況がある.こ のままでは老朽化が深刻化することは必

至であり,ま すます大きな課題 となる、この他,学 校統廃台が らみで施設整備が進まないという市町

村もある.

加えて、前節で見たよ うに耐震補強が喫緊の課題 となっている。文科省は耐震化促進のための手

引きや優遇措置をとり耐震化促進に必至であるが、平成15年(2003)現在、 全国で耐震性の確認さ

れていない建物は53.4%に 達す る 。 この他、市町村では財政難のために建物の維持管理費の削

減が進行 してお り.建 物維持管理 もままならない状況 も生まれ始めている 。

新たな整備方策 として.民 問資金を活用したPFⅠ 事業の導入が始 まっているが、民間力を生か

した期待通 りの成果が得 られるか、単なる建設費の後年負担にならないか等 の検証は、今後に待つ

ほかはない。

2.学 校間及び市町村間の学校施設格差

整備 をめ ぐる課題の第2は 、新たに整備された学校施設と未整備の学校施設の施設内容の格差で

ある。量的整備の時代は、新 しさと古さ、空間の広 さ、教室等の種類などの違いであったが、質的

整備の時代 には、さらに機能、快適さの点で大きな違いが生まれる。例えば、地域への開放を前提

に優れた音響設備 と舞台を備えたホールを学校に設けた り、温水プールを設ける場合を考えれば明

白である。活動の成果も変わって くる。極端な例であるが、同 じ自治体でありなが ら、そのような

最先端の整備を誇る学校がある一方で、男女の トイレの入 り口が一緒のままの古い校舎の学校も実

在する。

学校数が少ない市町村では、重点的な整備が可能で順調に改築が進んでいるが、学校数が多い市

町村では、改築を極力抑えて大多数は大規模改造で凌 ぐ方向にある。

全国には学校選択制を導入 している市町村 もあるが、そ こでは新改築の学校 に希望者が多 く集ま

る傾向も見 られる。また、改築後に通学区域を広げたという学校 もある。さらには、学校間の物的

環境の著 しい格差を生じさせないために、新たに設備や教育機器の配置をす る場合には新改築校は

優先順位を下げるという市町村 もある(7)。

物的環境の整備状況によって教育効果が左右されるし、学校生活のありよ うも変わって くる・学

校間の施設格差がもた らす保護者や児童生徒の不公平感は小さくはない。今後 は、学校間のバラン

スをどう考えるか、という視点が特 に大切になろう。そ こでは、学校施設の量的整備の時代とは相
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を異 にする教育の機会均等の議論と,質 的整備の時代にふ さわ しい整備計画論の構築が必要と考え

られ る.

3.学 校施設整備の理懇と実際

第3は 質的整備の内実 、つまり利用実態の問題である.多目 的スペースやオープン ・プラン ・ス

クールは新 しい学校施設の象徴である。緒川小学校(愛 知県),本 町小学校(横 浜市)、 打瀬小学

校(千 葉市）、そ して最近では博多小学校（ 福岡市)な どの、オープン型の教室や多目 的スペース

を生かした優れた教育成果 と学校生活 の様子は.授 業研究実践書等を通 じて全国的に知 られ、賞賛

を浴びている.し か し他方で,有 効 に使われていないオープンスペースは少なくないことが報告さ

れている し.教 室 と多目 的スペースの間仕切 りを取 り払える構造になっていても、実際にはその

ような使 い方 をしていない学校もある.

地域開放用の会議室.音 響設備の整ったホール、あるいは温水プールなど.地 域開放用を前提 と

して設け られた施設についても、利用率が極めて低い場合がある、

文部省が調査研究協力者会議報告として平成ll年(1999)に 刊行 した 「予ども達の未来を拓 く学

校施設」では,「 施設が変われば、学校も変わる」として.個 性と特色を持った多様な学校施設の

整備 推進を提言 し.調 査研究協力者が考える 「夢の学校」 も掲載されている。志の高いことは意識

を高める:意味では異論はない.た だし、学校空間として語 られる理想と、財政状況や学校運営の実

態等の現実が乖離しているとすれば、その間をどのように埋めるかの検討は今後の重要な課題 とな

る。特 に、学校施設というハー ドと学校運営 というソフトの調整には注意を払うべきと考え られる。

第3節 小中学校施設整備政策の評価 と課題

１.文 部科学省による政策評価

平成14年(2002)に 「行政機関が行 う政策の評価に関す る法律』(政策評価法)が 施行され、各省

庁は政策評価 を実施 している。小中学校施設整備政策はどのように評価 されているのか。

文部科学省は、実績評価 に関 して9の 政策日標と42の 施策目標を設定しているが、小中学校施

設整備は、〈政策目標2「 確かな学力の向上と豊かな心の育成」〉のうち、<施 策 日標2-4「 快

適で豊かな文教施設 ・設備の整備」〉に該当する。施策目標では、児童生徒が安心して学習でき、教

育内容 ・方法の多様化や社会のニーズに対応 した文教施設 ・設備の整備を図るとし、具体的には①耐

震化(〈 施策 日標2-3の 信頼される学校づくり〉の達成目標 と重複)、 ②教育用コンピュータの整
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備(児 童生徒4～5人 に1台)、 ③高速インターネットへの接続(お おむねすべての公立校が常時接

続)、⑧エコスクールの整備(5年 間に200校 以上)を あげてお り。②③は想定通 り達成 ④は想定

以上に達成 ①は進捗にやや遅れが見 られるとしている。そ して。やや遅れの見 られる①に関 しては・17

年(2005)度 の拡充事業として事前評価が実施された 。

以上を見れば、政策実現の手段は、基本的には経費を投入 して施設 ・設備の整備を進めることで

ある。 したがって、整備費確保が目標達成に直接結びつくことになるが、市町村がその意義を認め

整備に向けて腰を上げなければ実現は難 しく.目 標達成は市町村の理解に大きく依存 しているとい

える。

施設 ・設備の政策評価に関わる次のステップともいえる課題は、整備が果たして有効活用や教育

成果 に結びつくかにある。前述のように政策目標は 「確かな学力の向上と豊かな心の育成」である。

施策目標 に示された物的条件整備が この政策目標の達成 にどのように貢献 したかの検証が、今後求

め られるのではなかろうか。

2.学 校施設整備のフォローアップ

小中学校施設の質的整備が始まって、およそ20年 。上記の政策評価 とは別の形で これまでの行

われてきてた学校施設整備を評価 をする必要があるとすれば、その第一は、課題 として指摘 した前

節3の 、学校施設整備(ハ ー ド)と 学校運営あるいは利用実態(ソ フ ト)の 対応 についてではない

か。 この間、質的整備と称 して様々な最先端の整備が行われた。それ らは、果たして当初の想定通

りに有効に機能したのか。 もはや、ハー ドさえ整備すれば成果が上がるという時代ではない。有効

に機能 し成果があったとすれば、それはどのような条件のもとで機能 しえたのか。 フォローアップ

が不可欠 と考えられる。

厳 しい財政状況のもと、費用対効果があらゆる分野で検討され始めている。教育の効果は長期的

な視野で測定すべきであることは間違いないといえるが、だか らといって学校施設整備は例外 とい

うわけにはいかない。フォローアップを適切に実施することによ り、新 しい学校施設整備が効果 を

発揮する条件(人 的側面、運営組織面、経費面)が 抽出されるのではないか。それ ら評価結果をフ

ィー ドバ ックして、次の政策に結びつけることが重要であろう。

3.整 備計画策定の促進

これまで述べてきたように、小中学校の施設整備とりわけ耐震補強の推進が急務 とされているに

も拘わ らず、期待通 りに進行 していない。最後 に、整備推進の鍵 となる整備計画策定のあ り方につ
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いて私見を述べておきたい.

まず.そ の改善を図 るためには、施設整備計画の策定を促す仕組みを検討することが重要であろ

う.こ こで参考になるのは、地方教育当局 の学校施設整備計画(資 産管理計画:AssetManagement

plans)を 評価 して施設整備補助金を配分する英国(イ ングランド)の 補助制度 である。わが国

で も、学校施設整備計画が策定されている市町村を優先する、あるいは優遇するような補助制度導

入について検討の余地があると考えられる。

次に.現 在文部科学憲は.社団 法人文教施設協会が行 っている公立学校優良施設表彰の後援 を行

っている。華やかな最先端の学校施設の表彰は結構であるが、他方で、維持管理 も含めた地道で着

実な学校施設整備 とそのための計画策定が評価される風土 ・土壌を作 り上げてゆくことが必要であ

ると思われてな らない、

〈 注 〉

(1>文教施設のイ ンテ リジェン ト化 に関する調査研究協力者会議 鐸文教施設のインテリジェント化について一

21世 紀 に向けた新たな学習環境の創造一』1990参 照。

(2)総務庁行政監察局『小 ・中学校を巡る教育行政の現状と課題』1992、94頁

(3)文部雀 「文部時報』 第1322号 、1987、91頁

(4)文部科学省『 平成15年 度文部科学 白書』2004、198頁

(5)同上、197頁

(6)市町村教育委員会か らのこのような指摘については、後藤 ・屋敷 「学校施設の整備体制と整備計画に関す

る調査」研究代表:後 藤裕 『学校教育の新たな展開を支えるための学校施設の整備に関する調査研究』(科

研費報告書、金沢大学)、2001、20頁 、108頁 を参照.

(7)筆者によるⅠ市立W校 における聞き取 りによる。

(8)例 えば、横山俊祐 「オープンスペースの到達点と課題一建築計画の立場か ら」『スクール ・アメニティ』

No、２０４、ボイックス社、2003、51頁 、北区立小 ・中学校施設の在 り方検討委員会『 北区立小 ・中学校施設

の在 り方検討委員会報告書』2004、17頁

〈9>文部科学省 「文部科学省実績評価書一平成15年 度実績 一」2004及 び文部科学省 「事業評価書 一平成17年

度新規 ・拡充事業及び平成15年 度達成年度到来事業一」2004

(10)屋 敷和佳 「イングランドの学校施設整備」研究代表:後 藤裕 『学校教育の新たな展開を支えるための学

校施設の整備に関する調査研究』(科 研費報告書、金沢大学〉、2001、82頁

(11)資 産管理計画の枠組みについては、DepartmentforEducationand:Enployment,AssetManagementPlans

Section１：Framework,2000参 照。
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第4章 指定管理者制度のもとでの児童福祉事業の質保証について

橋 本 昭 彦

はじめに：「指定管理者制度」導入のインパク ト

国の政策によって、いま.地 方自治体の公共施設の管理や運営の外部委託化が急速に進められて

いる。2003年6月6日 、第156回 通常国会における地方自治法の改正(同 年6月13日 公布.9月

2日 施行)に よって、公の施設の管理 ・運営に、「指定管理者制度」が導入されることとなった。「指

定管理者制度」とは、「公(お おやけ)の 施設」の管理を株式会社を含むあらゆる民間団体に任せる

ことを可能にする制度である。この制度により、老人ホーム ・公園 ・図書館 ・体育館 ・公会堂 ・プ

ールなどあらゆる 「公の施設」とともに、公立の保育所や学童保育所(学 童クラブ、放課後児童健

全育成事業)、障害児訓練施設、などの児童福祉事業への民間活力の導入が格段にしやすくなった。

施設の管理を任される資格も、従来の管理を 「委託」する方式の元で認められていた社会福祉法人

などの公益法人は言うに及ばず、株式会社などの営利企業、NPO法 人、さらに法人格を持たない

任意団体でも、公の施設の管理や公共的諸事業の管理運営を引き受けることができるようになった。

委ねられる権限も、利用許可等の判断など行政処分にもあたる事項を含み、施設の使用料も収受す

ることができるなど、従来の 「管理委託」「業務委託」よ りもはるかに大きな権限が与えられる。今

後自治体は、すでに管理委託を行っている施設等においては、改正法施行から3年 間を越えないう

ち、つまり2006年9月2日 までに、直営事業に戻るか指定管理者制度に移行するか、選択を迫られ

ることとなった。また、これに乗じる形で既存の直営施設も逐一目的や運営状況などを点検 しなお

して、可能なものは委託化が迫られる形勢である。1

この新しい制度によって、自治体や地域社会が沸き返っている。例えば、インターネットで 「指

定管理者」をエンジン検索すれば、Googleで74,100件 のヒットを数える2・ 短期間に大量の情報量

がネット上で流れている。自治体以上に沸き返っているのが 「官製市場の民間開放」の手がか りを

得た経済界であろう。従来、市町村などが公務員や外郭団体の職員などを使って運営していた事業

が、ごっそり市場に放出される可能性が出てきたか らである。例えば ある研究者はスポーツ施設

について調べて、「具体的に本制度の対象とな りうる施設は、公共スポーツ施設が約6万5,000個 所

と学校施設の一部(学 校体育施設が地域体育館的機能を備えたもの)で ある。いくつかの阻害要因
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による例外指定を除き,原 劉的にはこれ らの多くが市場に出ることになり、その市場規模は1兆 円

を越えるといわれている。」と述べている3、

委託ビジネスという大きな商機を目前に.産 業界による 「指定管理者制度」へのまなざしは強い。

我が国の有力なシンクタンクである三菱総倉研究所では、2004年4月 、罠聞企業を主な対象とした

会費制の研究プロジェクトである 「パブリックビジネス研究会」を発足させた、一社一ロ50万 円で

参加でき.「指定管理者制度」に対する基礎知識 ・自治体の対応ぶりや、企業としてその指定に関わ

るにはどのようにすればいいかなどを研究 している略。そのホームページでは、各自治体による指定

管理者公募やその結果に関する情報を提供するいっぽう,参 考の図表として今後、民間活力導入が

見込まれる公共施設の種類と数を挙げているが,そ の内容をみると、あらたに参入できるビジネス

の場としての 「官製市場」に対 していかに大きな期待が経済界から寄せられているかが理解できる

であろう.

この表の中には含まれていないが。実情としては,さ らに学童保育施設(全 国で約14 ,678個所5、

放課後児童健全育成事業の対象施設).障 害者通所訓練施設.養 護施設などもすでに委託の対象とな

っている場合がある。また,そ れら実績のある福祉諸施設を差 し置いて、幼稚園や学校(当 面は体

育施設等が中心であろう)ま でもが将来的な対象として視野に入っていることが注目 される。

これまでにも、公の施設の管理運営を受託する事業者を選定する際には、多くの場合 「プロポー

ザル方式」と言われる公募制度が用いられてきた.受 注しようとする事業者が、自らがもっとも適

切に施設を管理運営 しうることを示すために,管 理運営の方法に関する提案書 ・仕様書の提示を行

うのが 「プロポーザル」であり、そのプロポーザルを審査することで受託事業者を決定する方式を
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「プロポーザル方式」と呼ぶ.こ のプロポーザルに示された仕様は、公共施設の管理運営方法に関

して取り交わした、市町村などとの契約内容であり、受託条件であるから、プロポーザルの審査は

公の施設を管理運営する事業の事前評価であると言えた.ま た、運用の方法次第では利用者が住民

として直接得る福利の中身を具体的に決定する手段にもなる。そして.こ のほどの指定管理者制度

においても、プロポーザル方式を採用することが多くなる見込みである.指 定管理者制度では、も

はや市町村などと指定管理者との関係を委託契約だとは言わず、議会での決議を必要とする高度の

行政処分の扱いになる。議会での審議以前に指定管理者の候補を選定するうえで、プロポーザル方

式が導入されつつある。

本稿では、今後の公の施設の管理運営を民間に任せる場合の代表的な方式となるであろう指定管

理者制度が子どもたちにどのような影響を与える可能性があるかを.公 共的施策の分野の中でも特

に児童福祉施設等(認 可保育所 ・無認可保育所 ・児童館 ・学童保育所 ・障害児訓練施設等)に 対象

をしぼって.評 価研究の立場から解明することを目標とする研究の一環である。本稿は.そ の準備

的な整理にすぎないが、いずれ、指定管理者制度のもとで行われる 「プロポーザル方式」による事

業者候補選定のしくみが、どのように子どもの保育や福祉の質を保障することができるのか、その

事前評価性能の内実を検討するような調査研究を展望し、さらに構造改革特区などで実現をみよう

とする 「公立学校の委託化」をも視野に入れながら、子どものための施策における指定管理者制度

を、教育政策関係者として研究して行きたいと考える。

第1節 「指定管理者制度」導入の背景 ・経緯:

「指定管理者剃度」は、橋本龍太郎内閣のもとで進んでいた行財政改革に端を発し、小泉純一郎

内閣で本格化しはじめた 「規制緩和」「官製市場の民間開放」政策の流れの中で産声を上げた。より

直接のきっかけは、2001年6月 に、小泉純一郎総理大臣を議長とする経済財政諮問会議が打ち出し

た 「骨太方針」で、「構造改革のための7つ の改革プログラム」の筆頭に 「民営化 ・規制改革プログ

ラム」があげられたことである。そこでは 「経済社会の活性化」を図るために、公の施設を足場に

従来公的に行われてきた諸活動を民間に委ねる、すなわち、「民間でできることは、できるだけ民間

に委ねる」という原則が立て られ、「医療 介護、福祉、教育など従来主として公的ないしは非営利

の主体によって供給されてきた分野に競争原理を導入する」という方向性が打ち出された。民間に

委ねる方法としては、「公共サービスの属性に応じて、民営化、民間委託、PFⅠの活用、独立行政法

人化等の方策の活用に関する検討を進める」とされた6。 ここに、教育や児童福祉の分野にも公
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的事業の民閥委託等を進めて行くという、国の方針が鮮明にされた.そ の後、全国で公の施設の管

理運営や事業そのものの実施が,自 治体直営から 「管理委託」「運営委託」によって、民間の手に委

ねられることが増えてきた,

地方自治体における公の施設の管理 ・運営を民間委譲 ・委託化 してゆくという方向が、国によっ

て示された.と はいっても,2001年 当時までは,そ の委託先は財団法人 ・社会福祉協議会 ・社会福

祉法人などの公共的団体であって.営 利企業やNPOな どの事業体への 「運営委託」「管理委託」は

認められないものとされていた。「公共サービス」市場への民間参入障壁を崩すべく.内 閣府に置か

れた総合規制改革会議(2001年4月1日 発足)な どで対策が練られた.総 合規制改革会議,2002

年7月23日 の 「中間とりまとめ 一経済活性化のために重点的に推進すべき規制改革一 」では民間

参入の拡大による 「官製市場の見直し」議論が打ち上げられ、2002年12月12日 の 「規制改革の推

進に関する第2次 答申 一経済活性化のために重点的に推進すべき規制改革 一」は、「政府部門の事

務 事業全般について、民営化,民 間への事業譲渡、民間委託により民間参入を積極的に推進するた

め.例 えば内閣官房に推進母体を設置するなど.早 急に政府内の推進体制を一元化し、推進計画を

策定して、これ らを総合的 ・包括的に進めることが重要である。」と提言した。

政府では、これを受けて2003年3月 「規舗改革推進3か 年計画(再 改定)」(2003年3月30日 、

閣議決定)に2002年 度の 「重点計画事項」の中に 「民間参入の拡大による宮製市場の見直し」を盛

り込み、これが指定管理者制度へのつながる論理を提出した。すなわち、このときの3か 年計画再

改定では、公の施設の管理主体への民間参入を妨げる要因として二つの事項に着目 している。

地方自治法(昭 和22年 法律第67号)で は、地方公共団体は住昆の福祉を増進する目的をもってその利

用に供するための施設(公 の施設)を 設けるものとし、その管理を地方公共団体の出資法人、公共団体、

公共的団体に限定して委託することができる旨規定している.こ の規定の趣旨は、施設の利用料金の決定

と収受は民間に委託することができないというにすぎず、それ以外の管理行為については広く民間へ委託

することが可能であることを直ちに地方公共団体に周知徹底する。[平成14年 度中に措置】

また、一定の条件の下での利用料金の決定等を含めた管理委託を、地方公共団体の出資法人等のみなら

ず、民間事業者に対しても行うことができるように現行制度を改正する。【第156回 国会に法案提出予定】

(Ⅳ住宅ウ①b)7

第一の点は、地方自治法の現行法(2003年3月 当時)に よっても公の施設の利用料金の決定と収

受以外の管理行為は民間事業者においてもできるはずであるので、地方公共団体の間に見 られる誤

解 もしくは無理解を早急に解消すべく、中央からの通知を出すべきだということであり、第二の点

は、いっさいの制限を排して民間事業者にもあらゆる管理行為が委託できるように現行制度を改正
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することを求めたものである。このうち第一点の法解釈および第一点と第二点を同時に求めること

にっいては国会の審議でも疑義が表明されだ 。しかし、結局,民 間事業者の代弁者が多く含まれる

総合規制改革会議でのこうした議論を受けて、法案が準備され、6月6日 の地方自治法改正(6月

13日 公布)に つながった.

指定管理者制度が.経済構造改革の一環としての規制緩和政策の重要な柱として誕生 したことは、

特に社会橿祉分野における指定管理者制度の導入のあり方を検討する際には注意を要することにな

る。経済原理一辺倒の契機で構想された綱度の適用をはかるときには、公の施設本来の目的が果た

せるように他の要素についての検討 を加えて.バ ランスを回復する必要がある、

第2節 地方自治法の一部改正と指定管理者制度の法制

１、国会における地方 自治法の一部改正の審議

指定管理者制度は、2001年5月 の第156通 常国会の場で、「地方 自治法の一部を改正する法律案」

(内閣提出第108号)と して審議に付された。5月22日 に衆議院総務委員会で法案の趣旨説明が行

われ、27日 の質疑 ・討論を経て可決し、29日 の本会議でも了承された。そして6月5日 には参議院

総務委員会を通過して、翌6日 の参議院本会議で可決、投票総数234票 中、賛成207、 反対27票 の

大差によって原案通りに可決され、成立した9。

国会における審議は、各会派の対応がすでに明らかであったせいもあるが、比較的簡単な内容で

あった。各会派が質疑にたって、原則論の答弁が行われ、採決された。そこであがってきた主な議

論は、図表2に 掲げた通 りである。ここでは、スペースの関係上、衆議院における議論の要旨を、

5月27日 の同院総務委員会の議事録からまとめてみた。この日、答弁席には、片山虎之助総務大臣、

若松謙維総務副大臣等のほか、政府参考人として畠中誠二郎総務省自治行政局長、石井隆一消防庁

長官、近藤信司文部科学省生涯学習政策局長、鈴木藤一郎国土交通省河川局長及び佐藤信秋国土交

通省道路局長が着き、指定管理者制度については、図表2に 掲げた趣旨の質疑と答弁があった。

指定管理者制度導入のメリットとしては、畠中局長よ り次のように説明があった。

指定管理者の指定に際しまして、普通は、複数の候補の中から、最も施設の稼働率の向上が見込まれる

ものとか利用料収入の増加が見込まれるもの、それから経費の縮減が図られるような管理が実施されるも

のを選択することが可能になるということで、地方公共団体にとっては、財政負担の軽減とか利用料金の

引き下げなども期待できるところでございます。

また、住民にとりましては、今申し上げましたとおり、利用料金の引き下げが期待できるほか、民間経

営者の発想が取り入れられることで、より多様で満足度の高いサービスの提供を受けることができるとい

うふうに考えているところでございます。
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すなわち.経 費縮減の財政効果と多様で満足度の高いサービスの提供が繰り返し挙げられる。ま

た.デ メ リッ トや不安要因 については,条例 その他、法が保障する事業者 との関係 にお いて、 自治

体の自主性や公的責任は確保され.公 の施設としての性絡を損なうことは無い、という観測を述べ

るにとどまってお り.議 論に具体性や拡が りが無いことが見てとれる、

図表2第１56通 常国会における指定管理者剃度の審議の概要(衆 議院総務委員会)

一48一



質疑が終了して、討論は日本共産党のみがこれを行い、反対討論がなされた中に次のような一節

によって指定管理者制度の問題点を指摘した。

民間が管理することで単なる施設管理以上の施設の活用が期待されるとしていますが、〈中略〉民問委

託については、住民がサービスを受ける時間帯そのものの拡大はあるものの、サービスの質の後退や委託

業者の情報管理の不徹底によるトラブル等が発生しており,公共性が担保されない.営利を追求する民聞

法人への対象拡大は、一層この傾向を強めることになりかねない

討論終了後は.採 決が行われ、起立多数によって、原案のとおり可決すべきと決し、本会議に贈

られた。この質疑の中では、公営事業の践営化の方向が大勢によって支持されるなかで、指定管理

者制度による効果が確かなものか、懸念は問題がないのかなどについての十分な討議は見 られず、

おおむね総合規制改革会議の答申にそって制度の改革がおこなわれた。

2.指 定管理者制度の法制

2003(平 成15)年6月6日 に、公の施設の管理を株式会社等の民間事業者にも行わせることがで

きる指定管理者制度を導入すること等を内容とする地方自治法の一部を改正する法律が成立し、同

13日 に公布され、同年9月2日 から施行されることとなった。この改正法の第十章に指定管理者制

度が規定されているので.該 当する法文を引用 しておきたい。下線部が,特 に重要な改正個所である

「地方自治法」第十章:公 の施設

(公の施設)

第二百四十四条 普通地方公共団体は、住民の福祉を増進する目的をもつてその利用に供す

るための施設(こ れを公の施設という。)を設けるものとする。

2普 通地方公共団体(次 条第三項に規定する指定管理者を含む。次項において同じ、〉は、

正当な理由がない限 り、住民が公の施設を利用することを拒んではならない。

3普 通地方公共団体は、住民が公の施設を利用することについて、不当な差別的取扱いを

してはならない。

(公の施設の設置、管理及び廃止)

第二百四十四条の二 普通地方公共団体は、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがある

ものを除くほか、公の施設の設置及びその管理に関する事項は、条例でこれを定めなけれ

ばならない。

2普 通地方公共団体は、条例で定める重要な公の施設のうち条例で定める特に重要なもの

について、これを廃止し、又は条例で定める長期かつ独占的な利用をさせようとするとき

は、議会において出席議員の三分の二以上の者の同意を得なければならない。

3普 通地方公共団体は、公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認め

るときは、条例の定めるところにより、法人その他の団体であつて当該普通地方公共団体が

指定するもの(以 下本条及び第二百四十四条の四において 「指定管理者」という。)に、当該
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公の施設の管理を行わせることができる.

４前項の条例には.指 定管理者の指定の手続、指定管理者が行う管理の基準及び業務の範

囲その他必要な事項を定めるものとする、

5指 定管理者の指定は.期 間を定めて行うものとする.

６普通地方公共団体は,指 定管理毒の指定をしようとするときは、あらかじめ、当該普通

地方公共団体の議会の議決を経なければならない.

7指 定管理者は、毎年度終了後、その管理する公の施設の管理の業務に関し事業報告書を

作成し,当 該公の施設を設置する普通地方公共団体に提出しなければならない、

８普通地方公共団体は、適当と認めるときは・指定管理者にその管理する公の施設の利用

に係る料金(次 項において 「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受さ

せることができる.

９前項の場合における利用料金は、公益上必要があると認める場合を除くほか、条例の定

めるところにより、指定管理者が定めるものとする.こ の場合において、指定管理者は、

あらかじめ当該利用料金について当該普通地方公共醸体の承認を受けなければならない.

10 ,普 通地方公共団体の長又は委員会は、指定管理者の管理する公の施設の管理の適正を

期するため、指定管理者に対して、当該管理の業務又は経理の状況に関し報告を求め、実

地について調査し、又は必要な指示をすることができる.

11普 通地方公共団体は、指定管理者が前項の指示に従わないときその他当該指定管理者

による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取 り消し、又は期間

を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

(以下、第二百四十四条の三(公 の施設の区域外設置及び他の団体の公の施設の利用)並 び

に、第二百四十四条の四(公 の施設を利用する権利に関する処分についての不服申立て)を

省略する。)

附 則(平 成一五年六月一三日法律第八一号)抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日

から施行する。

(経過措置)

第二条 この法律の施行の際現に改正前の地方自治法第二百四十四条の二第三項の規定に

基づき管理を委託している公の施設については、この法律の施行の日か ら起算して三年を

経過する日(その日前に改正後の地方自治法第二百四十四条の二第三項の規定に基づき当

該公の施設の管理に係る指定をした場合には、当該指定の日)ま での間は、なお従前の例

による。

3.中 央官庁 による通知 ・通達

地方自治法が改正された直後、2003年7月17日 に、総務省自治行政局長名の通知 「地方自治法

の一部を改正する法律の公布について(通 知)」が、全都道府県知事宛に出された。通知の後半部分

が指定管理者制度に関わる部分なので、その部分を掲出する。11
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各都道府県知事殿

地方自治法の一部を改正する法律の公布について(通 知)

総 そテ千予第87・ 饗}

平 成15年7月17日

総務省自治行政局長

地方自治法の一部を改正する法律:(平成15年 法律第81号 。以下 「改正法」 という）は、平成15年

6月6日 に成立し、同月13日 に公布されました、

今回の地方自治法の一部改正は、地方公共団体の内部組織に関する規定を見直すとともに、公の施設の

管理について指定管理者制度を導入し、その適正かつ効率的な運営を図ることを目的としたものです。

指定管理者制度の導入に伴い、この法律の施行の際現に改正前の地方自治法(以 下 「旧法」という。)第

244条 の2第3項 の規定に基づき管理の委託を行っている公の 「」施設については、この法律の施行後

3年 以内に当該公の施設の管理に関する条例を改正する必要があり、その際、公の施設の管理状況全般に

ついて点検 し、指定管理者制度を積極的に活用されるようお願いします.

また指定管理者制度と地方独立行政法人制度との関係等については地方独立行、「政法人法及び地方独立

行政法人法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の公布について(通 知)」(平 成15年7月17日

付け総行行第86号 、総行公第39号 、総財公第61号 、総財務第71号.15文 科高第275号 総務省

自治行政局長 ・総務省自治財政局長 ・文部科学省高等教育局長通知)を 参照してください。

貴職におかれましては、下記事項に留意の上、地方公共団体の内部組織に関する規定及び公の施設の指

定管理者制度の適正な運用に十分配慮されるとともに、貴都道府県内の市町村に対してもこの旨周知願い

ます。

なお、施行に当たって留意すべき事項については、政令、省令等と併せ後日お示しします。

第1地 方公共団体の内部組織に関する事項

〈中略〉

記

第2公 の施設の管理に関する事項

今般の改正は、多様化する住民ニーズにより効果的、効率的に対応するため、公の施設の管理に民間

の能力を活用しっつ、住民サービスの向上を図るとともに、経費の節減等を図ることを目的とするもの

であり、下記の点に留意の上、公の施設の適正な管理に努められたいこと。

1指 定管理者に関する事項

(1)今 般の改正により導入される指定管理者制度は、地方公共団体が指定する法人その他の団体に公の施

設の管理を行わせようとする制度であり、その対象は民間事業者等が幅広く含まれるものであること。

(第244条 の2第3項 関係〉

(2)地 方公共団体の長は、条例の定めるところにより、指定管理者に使用許可を行わせることができるも
のであるが、使用料の強制徴収(第231条 の3)、 不服申立てに対する決定(第244条 の4)、 行政

財産の目的外使用許可(第238条 の4第4項)等 法令により地方公共団体の長のみが行うことができ

る権限については、これ らを指定管理者に行わせることはできないものであること。(第244条 の2第

3項 関係)

(3)指 定に当たって議決すべき事項は、指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称、指定管理

者となる団体の名称、指定の期間等であること。(第244条 の2第6項 関係)

2条 例で規定すべき事項

(1)指 定管理者の指定の手続、指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲その他必要な事項は条例で定

めることとされてお り、その具体的な内容は以下のとおりであること。(第244条 の2第4項 関係)

① 「指定の手続」としては、申請の方法や選定基準等を定めるものであること・なお、指定の申請に当

たっては、複数の申請者に事業計画書を提出させることとし、選定する際の基準としては例えば次の
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ような事項を定めておく方法が望 ましいものであること。

ア 住民 の平等利用が確保されること.

イ 事業計画書の内容が,施 設の効用を最大限に発揮するとともに管理経費の縮減が図られるものであ

ること、

ウ 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力,人 的能力を有していること。

⑨ 「管理の基準」としては、住民が当該公の施設を利用するに当たっての基本的な条件(休 館日、 開館

時間.使用制 限の要件等)の ほか,管 理を通じて取得した個人に関する情報の取扱いなど当該公の施

設の適正な管理の観点か ら必要不可欠である業務運営の基本的事項を定めるものであること.

⑲ 「業務の範囲」としては,指 定管理者が行う管理の業務について、その具体的範囲を規定するもので

あり,使 用の許可まで含めるかどうかを含め.施 設の維持管理等の範囲を各施設の目的や態様等に応

じて設定するものであること.

(2)旧 法第24嬢 条の2第4項 及び第5項 と同様 指定管理者制度においても、利用料金を当該指定管理

者の収入として収受させることができることとし,当 該利用料金は、公益上必要があると認める場合を

除くほか.条 例の定めるところにより、指定管理者が定めるものとしていること.(第24喋 条の2第8

項及び第9項 閣係)

(3》指定管理者に支出する委託費の額等、細日的事項については、地方公共団体と指定管理者の問の協議

により定めることとし、別途両者の間で協定等を締結することが適当であること。

3適 正な管理 の確保等に関する事項

① 「事業報告書」においては、管理業務の実施状況や利用状況 料金収入の実績や管理経費等の収支状

況等、指定管理者による管理の実態を把握するために必要な事項が記載されるものであること。(第24

4条 の2第7項 関係)

(2)清 掃、警備といった個々の具体的業務を指定管理者から第三者へ委託することは差し支えないが、法

律の規定に基づいて指定管理者を指定することとした今回の制度の趣旨にかんがみれば、管理に係る業

務を一括 してさらに第三者へ委託することはできないものであること。

(3》指定管理者が管理 を通じて取得した個人情報については、その取扱いについて十分留意し、「管理の

基準」として必要な事項を定めるほか、個人情報保護条例において個人情報の保護に関して必要な事項

を指定管理者との問で締結する協定に盛 り込むことを規定する等、必要な措置を講ずべきものであるこ

と。また、指定管理者の選定の際に情報管理体制のチェックを行うこと等により、個人情報が適切に保

護されるよう配慮されたいこと、

その際、「地方公共団体における個人情報保護対策について」(平成15年6月16日 付け総行情第9

1号 総務省政策統括官通知)の内容を十分に踏まえて対応されたいこと・

4そ の他

道路法、河川法、学校教育法等個別の法律において公の施設の管理主体が限定される場合には、指定管

理者制度を採ることができないものであること。

第3施 行期日等

1こ の法律は、公布の日から起算して3月 を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものと

すること。(改正法附則第1条 関係)

2指 定管理者制度の導入に伴い、この法律の施行の際現に旧法第244条 の2第3項 の規定に基づき管理

の委託を行っている公の施設については、この法律の施行後3年 以内に当該公の施設の管理に関する条例

を改正し、改正後の地方自治法第244条 の2の 規定による指定等を行う必要があるものであること。(改

正法附則第2条 関係)
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総務省が国会での審議と岡じ趣旨の説明の仕方によって,改 正の趣旨を説明していることがわか

る。すなわち,指 定管理者制度の経済的要求の側面～官製事業への民間参入のための規制緩和～に

はまったくふれることなく.「多様化する住民ニーズにより効果的,効 率的に対応するため」に、「民

間の能力を活用」し、「住艮サービスの向上を図」り、「経費の節減等を図ることを目的とする」な

どとして、純粋に地方自治体サイ ドか らの必要によってのみ趣旨の説明をしている。ただここでは。

住民サービスの質を確保するために.住 艮による平等利用の確保、事業計画書の効用の最大限の発

揮.管 理経費の縮減、安定して管理を行う物的能力 ・人的能力の保有、利用者の個入情報の保護、

などに留意して事業者の選定にあたることを求めた、山名代議士の質疑の中にもあった 「現実的に

は.自 治体によりましては、指定の手続あるいは指定基準、こういったものについてはある程度の

ものを出していただいた方がいいんではないか」という指摘と対応するように、制度導入にあたっ

て明文化できる最小限の 「基準」を提示したものと思われる。ここに至って、初めて利用者の利益

にかかわる 「質保証」の基準に言及がなされたことに留意しおきたい。

厚生労働省でも改正法施行を目前にした8月29日 に、社会福祉:施設に関わる雇用均等 ・児童家庭

局総務課長ほか保護 ・障害者 ・高齢者分野の4課 長4課 長連名の通達 「社会福祉施設における指定

管理者制度の活用について」を出して、地方公共団体が設置する 「保育所などの社会福祉施設」の

管理を指定管理者に行わせることが可能となった旨の関係者への周知を求めた。12こ こでは・福

祉施設ならではの質の保証にかんする言及はとくになく、ただ制度の普及を意図するものであった。

4.産 業界 における反応

総務省が、「多様化する住民ニーズによ り効果的、効率的 に対応するため」と質への一定度の言及

をす る中で、産業界の反応は、少し焦点が ことなっているよ うで ある。産業界では、「指定管理者制

度導入の課題 をどのように とらえて いるか、その典型例を三菱総研の企業社会向けの啓蒙的なウ

ェブサイ トでみることができる。そ こでは、「指定管理者制度導入 の課題」として、次 のよ うな課題

が挙 げられて いる。13

このように指定管理者制度は、今後導入が広がる可能性がある一方で、以下に挙げる課題 もある。

(1)管 理委託できる施設の制約

社会教育法、学校教育法、児童福祉法、博物館法等の規定により、例えば公民館の館長は教育委員会が任

命しなければならない等、民間委託に際し制約がある。

(2)惰 報公開の仕組みの欠如

指定管理者の募集 ・選定は、PHの ようにまとめて情報を公開する仕組みがなく各地方自治体が独自に行

うため、広報が不十分となる。そのため、施設の管理ノウハウを持つ民間企業等からの幅広い応募がなく・

より良い提案を得られない恐れがある。
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（３）既存公的団体のあり方や雇用問題

指定管理者制度の導入により民間委託する場合に、現状で管理委託をしている公的団体(公 社 ・財団等〉

のあり方や雇絹問題を改めて見直すことが必要である。欧米では,民 間が雇用を継承する等の方策が採ら

れることもある.

(4） 公的懸体を前提とした制度導入

既に指定管理者制度を導入している事例では公的団体を指定している事例も多い。施設によっては公的団

体が管理運営をした方が良い施設もあるが、効率的なサービスと質の高いサービスの実現のためには、明

快な審査基準等により.公 と民で最も優れた管理者を比較検討し導入することが必要である。

(5） 官 ・罠の適正なリスク分担の欠如

PFIと同様に民間委託に際しては、運営上の多様なリスクを官と民でどちらが負うかを明確にする必要が

ある.し かし.PFIの ように明確なガイドラインもなく、各地方自治体においては、こうした契約締結の

経験も不足しているため、リスクに対する規定がないまま民間委託を進め、トラブルが生じる恐れがある。

PFI同様、官民のリスク分担を契約に盛り込む必要がある.

このように、艮間事業者としては.制 度のスムーズな導入と自らの官製市場への進出を期する立

場か ら、「課題」は第一には参入障壁の除去になることは自然であろう。もちろんこれは、導入期と

いう限定的な局面での 「課題 であり、企業社会が施設管理の質を課題とは考えないということで

は無い.し かし、産業界が指定管理者制度について組織的な研究活動を展開しているのに対して、

中央省庁や自治体や官公庁系研究機関では、法令の解説や事例の紹介などの情報は収集するが、研

究活動や情報交換の活動は組織的に行われているとは言い難い。そうなると、国会でも指摘されて

いた公共性の確保をいかに図るかという課題設定を行って、これを本格的に追究する研究集団がみ

あたらないということになる。その結果、ますます産業界主導で指定管理者制度の普及が図られる

可能性を大きくしている。

次に、民間事業者が管理を任された公の施設における事業の 「質」の保障に関して、産業界がど

のような見方をしているかを考えたい。繰り返すように、産業界や民間企業において、「質」保障へ

の関心が低いとは思われない。むしろ、利用者へのアンテナを敏感に張 り、その 「評価」「満足度」

をキャッチしようとする点では、利用者の期待に応えようとしていると言える。しかし、「質」の捉

え方に大きな特徴があるように思われる.例 えば、ビジネス誌上のセミナーの記録に、指定管理者

制度への対応のポイントとして、地方自治体のかかえる代表的な懸念事項である 「個人情報の管理」

「現在管理している公的団体の今後の在り方が整理されていない」「コス ト削減のため、サービス水

準が低下」などに対しては 「民間事業者にとっては、このあた りをしっかりやるということをアピ

ールすることが重要だし、実際できないと困るということ」だと講師が解説している場面や、「提案

内容、提案したときに任せられる体制を組んでいるかどうかや、プレゼンテーションの提案書をい

かにつくるかなどが重要」だと強調するのをみれば、従来からの 「民間」事業者であった自治体出

資法入(第 三セクター)が 力点を置いてこなかったポイントにエネルギーを費やしているのは明ら
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かであろう14。

ひとことで言えば、〈アピールするか〉〈評価でポイントがあがるか〉にウェー トが置かれ、保

育所などの児童福祉関係でいうと、〈受注すること〉〈親や第三者の評価をクリアすること〉に想

いが行きがちで、親には見えないレベルでの子どもの育ちへの関わりや、親の反感を買ってまで行

う提案や、評価の指標もあって無いような地域の子育て環境 における役割意識などの話題は企業誌

や経営レベルのHPで は出てこない。「単純なサービスの切り捨てやサービス水準の低下では競争に

負けてしまう」「指定管理者制度では、サービスの「切り捨て」によるコス トダウンは起こりにくい

構造になっている」15という市場調節論 ・市場万能論は、それが当てはまる業種もあるだろうが、

児童福祉や教育などの専門家の配置が必要とされる入件費比率の高い業種では、コス トダウンが即

座に 「サービスの切り捨て」に直結しうる16。

第3節 その他の動向と今後の課題

１

、地方自治体のうごき

指定管理者制度をめぐる動きは、政府と産業界だけではなく、自治体、自治体職員らで構成する

労働組合、施設職員の専門 ・研究組織、保護者の運動団体、そして研究者など、多面的な広がりが

見 られる。制度への明確な是否論のほかに、〈や りかた次第〉という立場で実践研究を進める研究

者や団体も少なくない17。各自治体では、都道府県や大都市レベルで公の施設に関する 「地方自治

法の一部改正」を受けて指定管理者制度に関する通則的な法令の整備に着手した。例えば、愛媛県

では、2001年12月「 愛媛県公の施設の設置及び管理に関する条例」、「愛媛県港湾管理条例」、「愛

媛県教育委員会所管の教育機関 の設置等に関する条例」、「愛媛県外部監査契約に基づく監査に関す

る条例」、「愛媛県個人情報保護条例」の改正を行い、指定管理者の指定の手続等 の通則的な規定の

整備などを行った。18東 京都中野区では、2001年12月16日 に 「保育園条例」の改正を行ない、

翌年の4月 か ら宮園保育園と宮ノ台保育園の2園 を指定管理者制度を活用して公設民営の保育園と

してスター トさせた。速い動きの中で、現場も保護者も、子どもも混乱がみられるという。19

その中で、質の確保、質保障をするてだては、指定管理者制度における指定管理者の選定の手続き

(プロポーザル方式)や 、基準をよく検討することであり、筆者の関心もそこにある20。

2.今 後の課題

指定管理者制度は、経済界が 「官製業務の民間開放」を強く要求 ・運動した末にできたものであ
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る.そ こで目指 されたものは.ま ず官製業務をとりまく規鋼の緩和 ・撤廃によって営利企業参入の

道筋をつけることであり.少 なくとも保育や児童福祉に閥わる範囲では子どものための保育の質の

向上を真剣に考えた議論は見 られない.

自治体直営の施設のサービスの質が 眠 聞」に比べて劣るとする調査結果はいくつかある。保護

者アンケー トなどによる満足度の数量的分析で.「民間」保育園が公営保育園よりも高い評価を得て

いるとする調査であるが22.そ れらで上がっている民間の長所とは、立地や運営時間帯など親の利

便をはかる工夫であったり.目 にみえる行事やイベントの実施であったり、食事サービス ・お稽古

事などのオプションの豊冨さという面での日新しさが主であり,数 値化 ・データ化の難しい保育の

中身に踏み込むものは少ない、また.そ こで言われる 「民間」とは公費による人件費補助を得て公

営なみにベテラン職員を確保 して保育の中身において地域の信頼を得ていた社会福祉法人などの運

営主体をさすことが多く、従来の私立保育園が優れているという結論につながるものであっても、

今後指定管理者剃度のもとで新たに参入が予想されている営利企業系の保育所でのコス トの安いサ

ービスが質において優れていることを論 じたものではない
。

すなわち。児童福祉施設を評価するうえでの適切な手法が確立されていない現状にあって、自治

体直営施設であれ、私立既存施設であれ、新たに公設民営化される施設であれ、よりよい事業展開

のための評価や質保証は、方法的に大いに未熟であると言わねばならない。現在、内閣主導で進め

られている政府の構造改革の方法論に黙ってついていくのであれば、福祉や教育の論理とは異なる

次元での未熟な 「保育の質」論議に乗ることになる.市 場競争の原理に乗って議論を進めれば、「質」

の問題を市場における競争をくぐり抜ける方便と理解し、ライバル事業者に打ち勝つプレゼンテー

ションを行い、基準をクリアし、規制のロ実を排除することで受注を取り、市場に参入することを

第一義に考える者が出てきても、営利企業の在 り方としては当然の測面であって、これを抑制する

ことは難しい。

本来、保育や教育など人を育てる職や、高齢者や病人などを介護する職にある者は、担当する相

手に直接費任を負い、それまでに獲得している職業的経験や専門的知識 ・技能を駆使しながら、そ

の場その場での処置を下していく専門家である。そのもたらすアウ トプットは、当事者だけの過 ご

す場や人間関係の中で生じては消える、「瞬間芸」とでも言える性格を持つゆえに、客観的な把握は

困難であり、本質的には評価不能である。そのもたらすアウ トカムも、即効性が無いゆえに、また

評価が容易ではない。すなわち、責任を負うベクトルの面でも、評価の可能性の面でも、官僚制的

な組織のそれとは相容れない性格を持つ。23
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そこで、考えられることは、児童福祉事業の評価を官僚的組織の論理や市場原理とは異なる手法

で行い.質 保証も官僚主義や商業主義とは異なる脈絡で構想する必要があるということである。経

済活動における評価手法で児童福祉などの質保証を取り扱うことには限界が予想される、すなわち、

利用者の一部である 「保護者」の満足度は測ることはできるし,保 護者の選択行動か ら事業の市場

価値の高低を見分けることもできる.保 護者相手のサービスとしてみれば、市場原理が一定度機能

すると言えるであろう。しかし.利 用者の主たる者である、乳幼児 ・児童などの満足度を測定する

ことで評価をおこなうことは困難である、ここに、子どもの保育 ・教育に関わる事業については、

市場での競争や第三者評価を通 じた 「質保証」がなじまないことが指摘されねばならない。

いっぽうで、公費を投 じた公共的事業として評価は不可欠であるし、質保証もおこなってゆかな

くてはならない。指定管理者制度を導入して児童福祉施設の拡大 ・充実化をはかる場合は、その運

用の過程も児童福祉になじむ評価手法や.現 場によけいな緊張を強いることのない配慮を随所に工

夫するように、研究と開発が進められなければならない。また、指定管理者制度を導入せずに直営

の施設として運営する場合にも、民間の持つであろうノウハウと触発しあう視野の広さを持ちつつ、

利用者や地域居住者などとの開かれた交流の中で、質の高さを追究する専門職的な自己改善 ・相互

改善を図るべきである、

今の公営児童福祉事業をめぐる状況は、事業の第三者評価に狂奔し、指定管理者剃度の導入に沸

き返っている状態であり、問題の本質が見据えられていない。各地で取り組まれている様々な制度

づくりの実践に学びつつ、上で述べた質保証の在 り方に基づいて、事業の質を高めて次代をになう

市民の育成の任に堪えるような、評価システム・相互調整システムの開発を進めなくてはならない。

注

1委 託を行わない ことは、理論的 には直営事業 も選べるが、実際には公務員を増や して直営の道

が選ばれ る場合 は少ないとみ られ ている。

2[lastaccess2005、2.１７]

3地 域共同型マネ ジメン ト研究会 「指定管理者制度ハ ン ドブック』、ぎょうせ い、2004年 、163頁 ・

日本体育大学 ・大竹弘翻氏執筆部分。氏が参照 された出典は 「文部省体育局生涯 スポーツ課平成10

年度報告書」。

4rパ ブリックビジネス研究会～指定管理者制度導入 による新規市場拡大 のために～:企 画提案書」

(三菱総合研究所地域政策研究セ ンター、2004年4月)に よる と、研究会参加企業等には、次のよ

うな特典が もたらされ る。http：／/www.mri.co.jp/PLAN2004/20040407rpc02.pdf〔lastaccess

2005.2.15]

(1） 地方自治体の指定管理制度導入に関する情報の提供(指 定管理者制度の概説/自 治体の指定管理者

制度の導入意向/指 定管理者制度に関する市場動向/先 進事例にみる指定管理者制度の特徴)
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(2)罠 闘企業からみた旛定管理者剃度導入に対する提言のとりまとめ(民 間企業からみた指定管理者制

度の導入に関する課題/民間 企業の新規ビジネス参入方策/民 間企業による指定管理者制度に対する提

言）

(3♪ 地方自捨体及び幾問企業間のチャンネルづくり(国 ・地方自治体とのチャンネルづくり/新 規ビジ

ネス参入を考える民問企業問のチャンネルづくり)

52004年5月1日.全 国学童保育連絡協議会調べ。

, access 2005.2.15.] に よ る.

http.://www 2s.bilabe.ne.jp/•`Gauou1 last

6経 済財政諮問会議「今後の経済財政運営及び経済社会の構造改革に関する基本方針(骨太方針)」.

200玉年6月26日 閣議決定 http//.www.kantei.go.jp/jp/kakugikettei2001 /honebuto/0626keizaiizaisei-ho.t -

 last access 2 .2. 15.

なお.「 行政改革の一番の基本 は、民問でできる ことは民間で行 うということである。」 という主

張は、1966年10月22日 の行政改革会議第;33回 会議の議事概要(「 行政改革会議第33回 会議議事

概要」

http//.www.kantei.go.jp/jp/gyokaku/1031dai33.html

last access 20052.15.]) の中にも見 られ、以

後政府の行革の基本的な方針の一つになっている.小 泉内閣の問題ではなく、経済界や与党がその

ような意向を持ち続けているという理解にたつのが正しい。

7「 規 制 改革 推 進3か 年 計画(再 改 定)」2003年3月28日 、閣議 決定 、http : //www8 .cao.go.jlkisei/siryo/030328/

[ last access 2005.2.15. o

8疑 義は、次節でみる国会審議の中で、重野安正代議士によって提起された。以下に、その発言

を引用 してお く。

(質問の第 一点は引用略)そ れから、二〇〇二年の七月二十三日の総合規制改革会議の中間とりまとめ

によりますと、公の施設の管理に関する現行規定は、地方公共団体及び地方公共団体出資の法人等に限定

するものではなく、広く民間へ委託することを許容していると述べている。さらに、同年十二月十二日の

第二次答申によりますと、この公の施設の管理について、料金決定と収受は委託できないとしつつ、それ

以外については広く民間へ委託することは可能であることを直ちに地方公共団体に周知徹底すべきであ

る、こういうまとめをしているわけであります。これに対しまして、同年十月三十日の地方分権改革推進

会議による 「事務 ・事業の在 り方に関する意見」は、この問題については、受託者の範囲を民間事業者ま

で拡大すると述べているにすぎません。

いずれにいたしましても、内閣の諮問機関である総合規制改革会議が、現行地方自治法二百四十四条の

解釈について誤解があるから周知徹底せよ、つまり、これまでの解釈は事実上誤りである、こういう答申

をしているわけでありまして、これは極めて異常なことだと私は受けとめるわけであります。このような

法解釈は、これまでのいろいろな解釈の中にも全く見られなかったことと認識をしております。例えば、

自治省の事務次宮を務めました松本さんの 「逐条地方自治法」を読んでみますと、このような解釈は片り

んすら見られません。

地方自治法の所管大臣として、この総合規制改革会議の解釈をどのように受けとめ、またそれをお認め

になっておるのか、これが二点。

さらに、もし総合規制改革会議の中間とりまとめや二次答申の解釈がまかり通るとするならば、公の施

設の管理に関する今回の改正は、私は基本的には必要ないのではないか。これでは、今回の法改正は指定

管理者に金を注ぎ込むことが日的と言われても仕方がない。私は、地方自治法をそういうふうな形で扱わ

れる法律にしてはならぬというふうに思うんですが、まず、以上三点について大臣の見解をお聞かせくだ

さい。

これに対 して は、片山総務大 臣も、「総合規制改革会議のこの文章は、よくわか らぬところがあ り

ますけれ ども」「ここのところはちょっとこの文章が私 はよ くわからないんですよ」と率直な同意 を

示 しつ つ 、総 務 省 と して の法解 釈 と制 度 の趣 旨を説 明 して い る。 「国会 会議 録 」 によ る。

http//kokkai.ndl.go.jp

II last access 2005.3.14.]
9「 国会会議録」 による。以下、 この項同 じ。http://kokkai.ndLga.jp/ [ last access 2005.3.14. ]

一58一



10 httn://w soumu_ o.inls.ne s/2 f4I df/ 4 1 9 hnnltn f last access 2005.2.15. ] 改正の前半部分は、地

方公共団体の組織及び運営の合理化を図るために都道府県の局部数の法定舗等を廃止することであ

った。

ll総 務省自治行政局長 「地方自治法の一部を改正する法律の公布について」(2001年7月17日

総行行第87号)

124課 長連名通達 「社会福祉施設における指定管理者制度の活用について」(2001年8月29日)

13鎌 形太郎.西 松照生 「指定管理者制度の導入によるPPPの 新展開～トリプルウィンの関係構築

をめざして～ 」(三菱総合研究所 三菱総研クラブのザイ ト)

 last access 25.2.. 7.

14「 指定管理者制度でセミナー(中)」(『 地方行政』2004年10月18日)5～6頁 、時事通信社

の主催で行われた同セミナーは、民間シンクタンク ・自治体行政担当者 ・学識経験者をパネラーと

して2004年9月 に東京・銀座で開催された。記録を読む限 り、250人ほどを集めた同セミナーでは、

指定管理者制度のしくみの解説か ら民間事業者の参入ノウハウのほか、自治体における運用の課題

などの広い観点からの情報交換がなされてお り、同制度導入期の関係者の意識や行動がよく現れて

いる。発言から判断する限りでは、参加者は自治体関係 ・企業関係ともに切実なケースを日の前に

抱えて切迫した状態であることが見て取れる。

15桧 森 隆一 「指定管理者制度のマネジメント《上)ど うせ導入するのなら、問題解決に活用を
一公立文化施設を改革するチャンスー」(地方行政、2004年9月9日)、 など。

16村 山祐一ほかrも っと考えてll子どもの保育条例』(新 読書社、2001年)な どには、コストダ

ウンが半ば必然的にもたらす保育の質の低下についての判りやすい事例解説(手 記〉がある。これ

らの現場サイ ドからの記録を理解すれば、保育などに市場万能論が自動的に当てはまらないことが

判ると考える。

17自 治体の感性を盛り込むことのできる制度であるととらえる研究に三野靖『指定管理者制度～

自治体施設を条例で変える』(公 人往、2005年)な ど。

18愛 媛 県 庁 のHPよ り。 http:// www.pref. ehime.`.jp /g you- tihou /sh it ei.htm iteLht [ last access

2005.2.15.])

19中 野区保育園父母連絡会のウェブサイ トよ り htt p://nhoiku.eqg .org/index.shtml [ last access
25.2.17.

20「 中野区宮園 ・宮の台保育園指定管理者候補事業者の選定について」には詳細な選定基準等が

公開 されている。http://www.city.tokyo -nakano.lg.jp/hoiku /sente.html [ last access 2005.2.23. ]
21山 岡由加 「次世代育成支援対策が展望する未来と子育て支援をめぐる諸課題」(みずほ情報総

研のサイト) htto.// . 'zuho-ir.co.iu/kikou/iisedai4O3.h I last access 2005.2.14. ], 藤森克彦「英

国の 「仕事と生活の調和策」か ら学ぶこど一企業業績の向上にもつながる 「調和策」を目指して一」

(みずほ情報総研のサイ ト) httn~// mizllho-itcoin/research/chcwaO41008html [ last access

2005．２.14.】は現場への理解にたったうえで、企業と地域社会の共存をはかる視点を持つ。

22白 石小百合、鈴木亘、八代尚宏 「保育サービス供給の経済分析」

htto.//www .ier.hit-u.ac.in/nie/Jananese/discussionoaoer/dp 2003/dp183/text.pdf [ last access 2005.1.26...1 等 。

23学 校評価研究に実践的理論を提供している木岡一明は、このような評価にまつわるカルチャー

のギャップを 「組織統制論的評価」と 「組織開発論的評価」とに分けて提示し、人を育てる教育現

場においてより重要な評価の在り方として後者にウェー トを置いている。木岡 「学校評価をめぐる

組織統制論と組織開発論の展開と相克」(『国立教育政策研究所紀要』第134集 、2005年)。なお、教

育における組織開発論への着日は、河野和清 「教育における組織開発

OD)

(Organizational Development:

..その理論 的枠組み を求めて」(『日本教育経営学会紀要』21号 、1979年)を 参照。
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第5章 ドイツにおける教育政策に関する評価

坂 野 慎 二

は じめに

諸外国 との比較において,ド イツでは教育政策評価研究あるいはその手法開発が進んでいるとは

いえない.こ れ は.KMK(常 設各州文部大 臣会議)が2002年 に公表 した 「ドイツにおける教育制

度DasＢildungswesen　in　der　Ｂundesrepublik　Ｄeutschland」における第10章 「教育システムの評価」の

記述か らも伺 うことができる.

「教育システムにおける評価（組織構造、教授 ・学習過程、質的改善 日標設定を伴う業績の基準のシステム的

価値判断)の 議論は、ドイツにおいて、1980年 代末になってようやく、つまり他のヨーロッパ諸国よりも遅れて

導入された。」(210頁)

なぜ、こうした教育システムの評価が、 ドイツで遅れて始まったのかについて、同書は直接的な

回答を行っていない。しか し、その次に以下のような示唆的な文章が続いている、

評価が概念によってそれまで制度化されなかったといって,対 応する概念が存在しなかったという結論を

導いてはならない。国による学校監督や大学監督、連邦や州による国の調査、連邦大臣や州大臣に属する機

関あるいは連邦や州共同で行われた教育諸研究は、品質保証の目的や評価に資している。(210頁)

つま り、 ドイツでは 「評価」 を直接行うのではなく、事前の法令制定過程 において、あるいは行

政過程の中で、評価に類似する行為あるいは研究が行われてきたということである。 このことは、

英米型の政策評価システム と、大陸型の政策評価 システム との違いを示す一端と考えられる。アメ

リカ等の 「成果指向型管理」 とドイッ型の 「投入量指向型管理」の相違であるともいえよう。(龍/

佐々木2004,10.〉

こうした政策評価 システムの柏違は、諸外国の政策評価研究によって も、ある程度明らかにされ

ている。政策評価研 究会（１999)は、英米型の政策評価研究を中心に行ってお り、 ドイツについての

論述は・費用便益分析 について記載されているのが目 につ く程度である(42-3頁)。(他 にもドイツ
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については経済協力の評価が取 り上げられている。同書54-5頁)同 書に整理されているように、

英米型のNPM(NewＰublicManagement)は.事 前評価 と事後評価を組み合わせ・プロセスとして

の政策評価を推進 している(同 書142頁)、 ドイツを含む大陸型 は,事 前 「計画」が中心であって、

実施以降は初期の計画が正しく遂行 されているのかを 「監督」するところに特色があった といえる

であろう。

この ことは、計画立案段階における 「診断的評価」が実施されているということも可能であろう。

実際、連邦レベルで様々な教育政策が計画される場合、多 くは審議会等において。これまでの実態

についての 「診断的評価」が行われる。

それでは、 ドイツの教育政策における 「評価」は、どのよ うに行われてきたのであろうか。また

の 「評価」主体、および 「評価」の時期(計 画段階、実施過程途中、実施後等)な どはどのように

なっているのであろうか.本 稿では、 こうした ドイッの教育政策に関連する広い意味での 「評価」

を、① 「評価」の時期、②政策の主体 と評価の主体の関係、③ 「評価」の基準 と効果、の観点か ら

整理 し、 ドイツ特有の教育政策評価のモデルと呼ぶべきものがあるのかどうかを検証する。分析の

対象時期を1945年 以降 とし、その時代において論点 とな り、その後の政策に大きな影響を与えた

とされる事例を取 り上げ、分析 を行った。従って、網羅的に教育政策の 「評価」を対象としている

わけではない。例えば、高等教育領域は、比較的早 く計画が提示されており、政策評価の対象 とし

て取 り上げるべき領域であろう。 しかし本稿では学校教育政策の分析を念頭においているため、 こ

こでは取 り上げない.ま た、教育政策の権限関係か ら、連邦政府と州政府の政策のみな らず、教育

財政等で影響力のある自治体の教育政策評価 も、分析対象 とな りうるであろう。しか し本稿では、

あくまで主要な学校教育政策に分析対象を取 り上げることとする。それは、 ドイツの教育政策の評

価を概観する研究が十分ではなく.個 別の政策評価分析を積み重ねていくための基本的作業である

とともに、時代的推移による大きな流れを描き出すことを意図しているためである。

本稿が分析対象とする教育政策は、以下の3点 である.①1980年 代までの連邦レベルの審議会

における連邦政府の教育政策誘導。②1970年 代以降の州政府 レベルにおける学校評価政策。③近

年の学力向上政策。

①の連邦政府の教育政策誘導は、審議会の勧告を州政府が実施するための手段として理解できる・

審議会では、計画立案のための 「事前評価」が行われる。 しか し有識者による審議会 と州政府の意

思疎通 は困難な課題であり、実効性を持たなかった。 このため、審議会に州政府関係者を参画させ

る方法が試みられる。 しか し州政府の与党である政党によ り政策が二極化する。結局、教育政策を

検証する連邦 ・州 ・教育計画委員会が設置され、モデル実験についての事後評価が実施されるよう
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になることが示 される.

②の学校評懸政策は、総台凝学校の政策評価調査から発展した ものである、学校の効果に着目 し、

効果を分析する指標が 「学校文化」か ら学校組織開発へと発展 していく。 こうした研究の蓄積によ

り.プ ロセス評価への萌芽が確認できる.評 価の主体は州政府ではなく.学 校関係者であり、州政

府 は学校評価推進の支援者として位置づけられる。

③の学力向上政策は.各 州の教育政策結果 としての学力の比較によ り、各州がそれぞれの政策を

「評価』 し.そ の評価の低い州は、改善策を提示して再度 「評価」 を行う循環型の政策サイクルの

事例である.こ れによ り、英米型のNPM(ニ ューパプリックマネジメント)へ の接近が確認でき

る。しか し.岡 時にNPMと は異なる独自 の政策評価手法、「学力」以外の評価が模索されている。

第1節 連邦 レベルにおける広義の教育政策 「評価 一審議会 との関係を通 して一

ここでは、第2次 大戦後以降の教育政策の中で、広い意味での 「評価」 と考えられるものを拾 い

出 し.そ の整理 を行 う。先に見たように、 ドイツにおいては、英米型の事前評価 と事後評価を一連

の変革過程 としてとらえ.評 価の結果を 「効果」 という視点か ら分析する動きが遅かった。 ドイツ

における広義の 「評価」は.計 画を策定する段階での事前評価、診断的評価が中心的位置を占めて

いる。

１.審 議会 による学校制度計画のための 「事前評価」

A.行 政主体 と審議会 との関係(1)一 没関係性の時代一

第2次 世界大戦後の ドイツ連邦共和国(旧 西 ドイツ、以下 「ドイツ」)は 、1949年 に東西 ドイツ

がそれぞれに成立 し、それぞれの教育政策が進められる。旧 西 ドイツ(ド イツ連邦共和国)は10

の州 と西ベル リン(ほ ぼ州に相当)の 計１１ 州が、それぞれの教育政策を実施していた。西 ドイツ

のボン基本法(憲 法に相当)で は、教育は州の事項とされている。

各州 における教育政策の計画 ・実施 ・評価 という観点か らみてみると、教育政策の計画が意識さ

れるのは1950年 代 ころか ら、教育政策の評価(広 義)が 意識されるのは、1960年 代に入ってか ら

であるといえよう。

もちろん、 こうした事前評価 の考 え方が、1950年 代までなかったという訳ではない。戦後の占

領期において、すで にアメリカ占領地区では、対独アメリカ教育使節団が1946年8～9月 に ドイ
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ツで訪問調査を行い、同年10月12日 に報告書をアメリカ国務長官宛に提出している(藤 本ほか

1995、 対独 アメリカ教育使節団報告書翻訳検討委員会1990).こ の報告書は、 ドイ ツの教育制度を

「カース ト制度」と呼び、教育制度の階級差別的構造を批判 している、 しか しその実現は、「ドイ

ツ国民自身による再建」(藤 本1995,296)に 委ね られている。当時の教育制度改革の結果をみてみ

ても、日本のような大規模な学制改革は実施されず.教 育の 「カース ト制度」が多 くの地域で維持

されることとなった。 これは評価の主体がアメリカ側であったのに対 し.教 育政策の実施主体 は ド

ィッ側にあったためである。

それでは、 ドイツ人 自身による教育政策に関連する 「評価」は、どのようにお こなわれていたの

であろうか。

連邦 レベルにおいて、教育制度の改革計画が提示されたのは1950年 代以降である。1949年 に制

定されたボン基本法によって、教育に関する事項は、連邦の権限ではなく、各州の権限であると規

定されている。 このため、連邦 レベルの教育政策は、いわば総論的な意味を有するが、各州政府を

拘束す るものではない。従って、連邦 レベルにおける教育政策は、各州政府に実施 してもらうよう

に政策を誘導する 「1つ の指標」とはな りうるが、その実施は各州の意向に委ね られる。

連邦政府が教育政策についての権限を有 しないため、連邦 レベルの取 り組みは、審議会等による

各州政府への 「勧告」という形式を取る。戦後教育政策の歴史において、連邦 レベルでは教育審議

会による勧告のための 「事前評価」 となることは、容易に理解できよう。

教育審議会 として、教育制度全体 を対象 とした最初の改革計画案は、 ドイツ教育制度検討委員会

(1953～1965年)が1959年 に公表 した 「ラーメンプラン」であろう。この計画案は、教育制度

全体(普 通教育のみ)に わたるものとして、多 くの議論を呼んだが、実際の政策 には必ずしも結び

つくものではなかった。しかし長期的な学校制度改革を提案 してお り、教育政策の基本計画として

位置付けられる。 この 「ラーメンプラン」の中で.学 校制度による社会階級の再生産機能を弱める

ために、第5/6学 年のなとんとを共通化する促進段階の導入が提案 されている(24頁)。

しか しこの時期の教育計画案は各州政府 と密接な関係を持たない審議会で作成されたため、各州

で実施されるには至らなかった。 ドイッ教育制度検討委員会は、教育学者や大学教授、産業界の代

表等で構成 されてお り、州政府代表はほとんど委員になっていない(坂 野2000,235)。 つまり教育

行政関係者、あるいは州議会関係者 とは接点をもっていない。このため、州政府 により、実施に移

す際の実効性 を高めるために、審議会に州政府関係者との関係性が求められるに至った。

以上のように、 ドイツ教育制度検討委員会に代表 される連邦 レベルの審議会は、事前の 「事前評

価」 を行い、それに基づ く 「計画」 を提案 したが、「実施」を伴 うものではなかった。
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B.行 政主体 と審議会との関係(2)一 行政主体関係者の審議会への参画一

ドイッ教育鋼度検討委員会の欠点であった 「計画」を 「実施」に反映させるためには、教育政策

の実施主体である各州政府 と.審 議会委員である有識者の関係を密接にする必要がある。 こうした

審議会の先駆的モデル となったのが.学 衛審議会(Wissenschaftsrat.1957年 ～)で ある。学術審議

会は。行動計画に従って大学 ・学術研究の内容的構造的発達のための勧告を行 うことを任務 として

いる・ さらに。州、連邦。KMK等 に見解を述べることを任務としている(学 術審議会設置に関す

る連邦 ・州行政協定第2条).州 及び連邦は,財 政状況が許す限 り.予 算案を作成する際に学術審

議会の勧告 を考慮す ることが規定 されている(第3条)、 こうした形によ り、学術審議会は、連邦

政府及び粥政府 に、一定 の影響力を行使 できるシステムが作 られている、

zwischen  c

 ‚aund

 F assung vom1

und  ‚k andern

7. near 2000

u er die Errichtung elnes  Wi ssenschaftsrates vom

( verwaltunsabkommen

5. September

aus: http://www.wissensc ftrat.de/.f a/ufcr.t )

1957 ind er

学術審議会は、

有識者 と連邦 ・州政府 との意見のバ ランスをとるために.学 備委員会 と行政委員会を設置 している

(第5条)。 この行政委員会は州政府関係者等が委員 として参加 し.学 術委員会の提案の実効性を

議論する・ こうした両委員会の関係によって.学 術委員会の勧告は.州 政府等 による実施可能性が

高くなるので ある。

この学衛審議会をモデル として、 ドイツ教育制度検討委員会(1953-1965年 〉に替わ り、新たに

ドイツ教育審議会が1965年 に設置された(～1975年)。 ドイツ教育審議会には、教育委員会と行

政委員会が設置され、教育改革を推進するために教育行政関係者が審議に加わる工夫が行われた。

このモデルは、教育領域 において、有効に機能 したのであろうか.答 は部分的に有効に機能 した

のであり、部分的に機能 しなかった。部分的というは、州の与党がどこかにより、教育政策が2つ

に分離 してしまったためである。

1960年 代後半か ら70年 代前半の時期に連邦政府では、政権交代が行われた。1966年 にはそれ ま

でのCDU/CSU(キ リス ト教民主=社 会同盟)とF腰(自 由民主党)の 連立政権に変わ り、CDU/CSU

とSPD(社 会民主党)が 、いわゆる 「大連立」政権を樹立 した.更 に1969年 にはSPDとFDPに

よる連立政権が成立 し、CDU/CSUが 戦後初めて野党 となった。政策全般も進路変更が行われた。

教育政策関係 も例外ではなかった.1969年 のボン基本法の改正によ り、連邦は高等教育領域およ

び職業教育領域 について、州との 「競合的立法櫓 を得たのである。この改正 によって、連邦は教

育について、ある種の 「介入権」を獲得 したのである。

ドイツ教育審議会(1965。1g75年)は 、まさにこの時期に設置された審議会である。1970年 に ド

イツ教育審議会 は前半5年 間の活動のまとめとして 「構造計画」を公表 した。そこでは、入学年齢
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から就学年限の弾力化 ・短縮化、中等教育や高等教育の大衆化、といったメッセージを読み取るこ

とができる(坂 野2000).こ うした改革提案に沿って、実施に移された政策は、第5/6学 年を共通

化するオ リエンテーション段階の実験 ・導入であ り、3分 岐型の中等教育学校 を合わせる総合制学

校の実験 ・導入であった。

オ リエ ンテーション段階の導入は.既 存の学校種別に基づ く形で実験 ・実施に移 した州が多く、

大きな政策論争点とはならなかった。 しか し、総合制 学校についてみるな らば、SPD主 導の州が

導入を積極的に推進 したのに対し、CDU/CSU主 導の州は、伝統的な3分 岐型学校制度を維持する

政策をとった。SPD主 導の教育改革に熱心な州と、CDU/CSU主 導の州との教育政策の相違は大き

くな り、 ドイツ教育審議会の勧告 も、S聾)主 導のものとなり、CDU/CSU主 導の州には承伏 しがた

いものであった。このため、 ドイツ教育審議会は妥協的な勧告を出すこととな り、その効果は疑わ

しいものとなった。その結果、1975年 以降は ドイッ教育審議会 に類する審議会は設置 されず、各

州がそれぞれで教育政策を計画 ・実施していくこととなった。

この時期に教育政策についての 「評価」 という考 え方は.あ まり有効性をもっていない。審議会

等における現状分析を評価の一部 と考えるならば、専門家による 「鑑定」が ドイツ教育審議会等の

作業部会で作成されている。審議会の提案や勧告は、その意図するところは記述されていても、そ

れをどのように 「評価」するのか については言及されていない。結果的に、ドイツ教育審議会の 「計

画」は、連邦政府の与党であるSPDが 政権を取 っている州でのみ有効であって、CDU/CSUが 与党

の州では機能 しなかったといえる。

2.委 員会による教育 「計画」のモデル事業評僑

1969年 のボ ン基本法の改正 によ り、連邦政府は、州政府 と競合的に教育政策計画についての権

限 を有 す る こととな った。 これ を受 けて、1970年6月25日 に連邦 ・州 ・教育 計画委員会

Bund-Laender-Kommission  fuer B i1dungsforsung, 以下 「BLK」 と略)の 設立協定が連邦と諸州の

間で結ばれた。結果的にみるな らば、BLKは 各州で実施 される教育政策を 「検証」する機能を果

た してきたといえる。このことは、BLKの 任務で確認することができる。BLK設 置に関する連邦

・州 ・行 政 協 定 で は 、BLKの 教 育 計 画 領 域 に お け る 任 務 を 次 の よ う に 定 めて い る 。

erwaltungsabkommen zwischen Bund und Laendern neber die Errichtung einer gemeinsamen Kommission

flier Bildungsplanung vom 25.061970第2条)

①教育制度全体 の協調的発展のための共通で長期的な大綱計画を準備すること、② …(略)…⑥

連邦宰相及び各州首相により決定された計画を継続的に検証し (laufend zu ueberpruefen) 、 必
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要な変更を提案す ること、⑦…（似 下略)

この 「検証」機能がある点 こそが、BLKが ドイツ教育制度検討委員会や ドイツ教育審議会 とは

異なる点である.こ れは広義の政策 「評価」機能として分類することができよう.

BLKは 、1973年 に 「教育総合計画」(BILDUNGSGESAMTPLAN、 以下 「総合計画」 と略)を 公表 した。

これは。この時代の代表的な教育制度改革案の1つ といえる.こ の 「総合計画」の特徴は、提案の

内容よりも 計画の実効性を高めるために.教 育予算の見積 もりに多 くのスペースを割いている点

である・ 「総合計画」は1973年 時点で作成されているが,1975年 、1980年 、1985年 までの教育

予算の推計値を提示 している.こ れは計画の実効性を高めるとともに、事後的な検証を意識 してい

たことが理由の1つ として考え られる.

こうした教育改革の提案を受け、SPDを 与党 とする州では総合剃学校の実験 ・導入が進められ、

従来か らの3分 岐型学校制度 とどちらが優れているのかを検証することが求められた。BLKの 「計

画」あるいは 「提案」ではなく、広義の 「評価」に入ると思われる現状分析の報告書 にあたるもの

は、1974年 の 「教員需給予測のための従来の調査結果」

Pronose des   Le hrangebots und

(Ergebnisse der Le rer- und‚•

Le rerbedarfs

 nterrichtserhebun

(BLK,

1974

(Erebnisse er is erien Untersuchungen zur

Bonn

(BL‚‹

1974))

Bonn

及び 「教員及び授業調査結果」

1974 である。 これらは総合計画

が実施 される前の段階であ り、これまでの事前評価 に分類できよう。

BLKに よる実際の教育政策 ・施策 についての評価は、モデル事業について行われている。1979

年の職業基礎教育学年のモデル実験の報告書を皮切りに、ギムナジウム上級段階、職業アカデミー、

大学教育助言、終 日学校等、様々なモデル実験の報告書が1980年 代に出されている(BLKの 鞭

参照)・つま り、州 レベルにおけるモデル事業の評価 をBLKが 実施するという形をとっている。BLK

は連邦政府 と州政府の関係者の合同機関であり、BLKが おこなった評価結果は各州関係者に情報

として共有 される。 このことは、8L:Kが 州問の情報収集 ・発信の役割 を担っていた ということも

可能である。

以上のよ うに、BLKは 、教育政策の計画 に対する検証する任務を持ち、1980年 代 にモデル事業

についての報告書が作成されている。 しか しいわゆるモデル事業評価が 中心であり、政策評価その

ものには踏み込んでいない。

なお・BLKの 活動で評価 と関連する点 として、「評価(Evaluationtion)」という用語の入った報告書を、

1970年 代 に公表 していることである。これは国際的プロジェク トであるOECD.CERIの「 学校革新

の評価 」 とい う報告 書で ある

(Klett-Cotta Verlag, Stuttgart

( Evaluation schulischer

1979)

Neuerungen.CERI-Seminar Dillingen 1977

これはセミナーの報告書であるが、アメ リカ等の学校評価の影
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一

響が現れ て いる。そ の後 も0ECD関 連のセ ミナー報 告書がBLKに よ り公表 され て いるが、 「評価

Evaluationの 用語が使用 されて いる.

3.連 邦レベル における教育政策の 「評価』

以上のよ うに、連邦 レベルでは、審議会における教育計画を立案する際に事前評価 を基本 として

いたが、それ に基づいて立案された教育 「計画」を 「実施」する権限 が連邦政府にはなかった。 こ

れはボン基本法によって、教育に関する権限が州にあることが規定されていることに起因する。従

って、連邦政府は、一定の教育政策 を立案することができても、実施するして評価する権限を持ち

得ない。

連邦政府が州政府に対 して教育政策を誘導し、実施 を担保するためには、連邦政府 と州政府の間

で行政協定を結ぶ ことが必要である。教育政策の 「評価」に関連する連邦 と各州の行政協定 として、

1957年 の学術審議会.1970年 のBLKを 挙げることができる.と くにBLKは 、政策立案段階では

なく、事後評価を実施するという点で、従来の審議会 と機能的に異なる。 しかしBLKが 評価の対

象としているのは州毎に実施されているモデル事業であり、連邦 レベルの政策評価 とはいえない。

第2節 州 レベルにおける教育政策評価の導入 ・普及一学校評価を巡って一

１.総 合制学校導入に関する政策評価の失敗

1970年 代以降、CDU/CSUとSPDの 間で大きな政策論争点となった総合制学校の導入は、その教

育的効果についての検証が求め られた。 この総合制学校導入 ・推進 という各州で実施 された政策の

評価は、おそ らく事後評価を意図した という点で大きな変化であるといえる。その検証を行ったの

が、行政当局そのものではな く、その委託を受けたフェン ト(Fend．H）らを中心としたコンスタンツ

大学の研究者グループである。彼 らの調査によって明 らかとなったことは、総合制学校 と伝統的3

分岐型学校制度のどち らが効果的か、という点については判定不能であったということである。そ

の理由は、学校制度そのものよ りも、学校毎の多様性が学校教育の効果に強 く影響しているという

ことが明 らかになったためである.

直接的な政策に対する 「評価」 として、彼 らの研究 は失敗 したといえる。 というのは、伝統的な

3分 岐型学校制度 と総合制学校制度の優劣を検証するための調査であったにもかかわらず、調査結

果はこうした学校制度の違いでは優位性が認め られなか った ことになるか らである。更に言えば、
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総合制 学校を政策として継続すべきか、あるいは導入すべきかという点について、何 ら答えるもの

ではなかった.

2.政 策評価から学校評価への転換

この段階で、総合剃学校導入 という政策評価か ら,個 別の学校における効果の測定へと関係者の

関心が移行する、 これは、1982年 の連邦政府の政権交代(SPD/FDPか らCDU/CSU/FDPへ)に よ

り.連 邦 レベルでの大規模な教育政策の進展が期待できない状況にあったこと、新たな施策を実施

する場合,科 学的な根拠が求められるようになってきたこと、等が影響 していると考えられる。総

合制学校の教育効果を明らかにするためには.各 学校における教育効果を提示することが必要であ

った。 しかし各学校教育効果は.学 校種別ではな く.ま さに学校毎に異なっていたのである。その

違いを科学的に立証することが必要になったのである、

各学校の教育効果を規定 している要因として,フ ェントらは 「学校文化」をキーワー ドとして活

用 した.こ うしたフェン トらの考 え方は、総合制学校の評価 という視点から 「良い学校」 とは、ど

のような条件 にあるのか.と いう見方に視点がシフ トしていった。(Fend1982)つ まり、この時点

で、彼 らの興味の対象が、教育政策の実施に伴 う評価 という視点か ら、個別の学校の効率性へと推

移 していくことになる。

また、 ドイツの学校は、1970年 代以降外国人労働者やEUに よる国際化等を考慮 し、学校にお

ける学習環境を整 える政策が重視された。さらには、教科を基盤とした学校教育か ら、子 どもの生

活を基盤 とした学校教育の必要性が取 り上げられるようになっていった。学校教育における弱者を

考慮 した教育政策 に一定の比重が置かれる ことになった.

1990年 代 に入 ってもこうした傾向は継続された。総合制学校の評価によ り活用された 「学校文

化」が、その後の教育政策において、考慮すべき要因として影響を与えた ということも可能である。

こうした 「学校文化」を教育政策の要因 として重視する傾向は、ノル トライン ・ヴェス トファー

レン州で1995年 に公表された 「教育の未来一未来の学校」に集約されている。そこでは、従来 「知

育」 中心であった学校 を子 どもの生活場面の一部としてとらえなお し、学校を 「学習の場」である

とともに 「生活 の場」 として把握 している。フェントらの学校文化を評価の指標 とした点は、こう

した文書へ と反映されたのである、

この一連の研究動向は、次のように整理できる。

(1)ある政策の評価(総 合制学校における教育効果の評価研究)→

(2)異なる要因の発見(学 校文化の影響力の発見〉→

一一68一



(3)新しい政策計画 〈学校文化の影響力を基盤にした教育政策計画 ・目標の策定〉

結果 として、総合制学校の調査は、他の教育政策へと影響することとなった といえる、 これは次

のように整理することも可能であろう.す なわち.総 合制学校の導入についての調査は、事後評価

を目指 したものであった。 しか し事後評価を行うためには、予め明確な評価基準を作成 しておくこ

とが必要であることが明 らかとなった。その評価 ・分析指 標の1つ として、 「学校文化」が指標 と

して有効であると考えられたのである。 この段踏で.当 初の学校制 度の効果を評価することか ら、

各学校の効果を評価することに関心が移行したのである。

3。 事後評価か らプロセス評緬への転換・一 「学校文化』論か ら 「学校組織開発」へ

「学校文化」 という有効 と考 え られた指標 に異議を唱えたのが ドル トム ン ト大学 のロル フ

(R0lff、H.G)教授 らの研究グループであった。ロルフは、学校文化という曖昧な指標か ら脱皮し。学

校評価 に基づ く学校組織開発を提唱 したのである。1990年 代は.ロ ルフを中心としたグループの

学校評価票が、学校評価による学校改善 という教育政策 として活用された。

各州において、学校組織開発基づく学校評価 を進める政策については、すでに別途整理した 《坂

野2003b)。 簡単に整理するな らば、1980年 代後半か らヘッセン州教育研究所等を舞台として、各

州の関係者の情報交換が行われ、「良い学校」へと導 くための手法開発をどのように行 うのかとい

うノウハウが蓄積されていった。その中で、ロルフらが組織開発に基づ く手法を開発し、学校評価

票を作成した ことによ り、学校評価が州毎に進められるよ うになった。 ノル トライン ・ヴエス トフ

ァー レン州では、2000年 までにすべての学校が学校評価の前提 となる学校教育日標(プ ログラム)

を提出することが求められた。ハ ンブルク州では2003年 までに総ての学校が学校プログラムを提

出することが求め られた。

なお、1990年 代前半には、州政府が行政機関や大学 ・研究者ではなく、民間のコンサルタント

会社 に学校の効率性について評価を依頼 ・実施 した ことを指摘 して置かなければならない。これは、

いわば学校の教育活動の外部評価である。1990年 代前半に経営コンサルタン ト会社であるキーム

バウム(Kiembaum)社 は、複数の州 において・学校の(非)効 率性について報告書を作成 している・

(窪田 ・木岡2004の 南部論文等)そ の中心は、学校は民間企業よ りも無駄な支出が多 く、税金を

無駄遣いしているというものである(費 用便益分析)。 しかし、その後の各州の政策動向をみると、

コンサルタン ト会社等に各州の全体的学校評価 あるいは個別の学校評価を依頼す るという方法は定

着していない。

幾つかの州で、学校評価 において、行政機関が中心となって外部評価 を実施するための組織作 り
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騨

が進んでいる(例 えはシュレスヴィヒ ・ホルシュタイン州)・そ こでは、批判的友人(kritischer　Freund）

として,別 の学校教員(岡 じ学校種別 ・同規模の学校が望 ましい).学 校組織開発を促す研究者、

そ して行政関係者がチームを組み,単 に評価を実施するのではなく.学 校の変化を促す契機として

学校評価を実施 している・これは学校評価を基盤として。次の学校教育計画(Schulprogram)を 作

成 し(Ｐ）、教育活動 を実施 し(D》 。検証 していき(C).次 の改善点 を次の教育計画へと盛 り込む

(A)、 という経営マネジメント・サイクルを循環 させるための仕掛けである。ここでは、「評価」

は 「評価」のために行 うのではなく.学 校 をよりよくするための手段として明確に位置づけられて

いる.

4.総 合制学校 ・学校評価からみえるもの

教育政策 の 「評価 という観点か ら整理すると、1970年 代に審議会 によって教育 「計画」が公

表され、総合制学校 に象徴される機会均等原則の推進を提案 した。 「実施」 レベルでは、連邦政府

の与党と同 じ組み合わせの州政府が.総 合制学校やオリエンテーション段階を導入していった。そ

の結果、 どち らの教育政策がよ り効果的なのかを 「評価」する必要が生じた。研究者らによる調査

の結果 、政策上の優位 さは、どち らとも判断できないというのが結論であった。総合制学校導入 と

いう教育政策の評価 としては、失敗 したといえる。

しか しなが ら、総合剃学校導入という施策の評価か ら、学校における効率性へと視点を移 したと

き、新たに個別の学校 を評価することの重要性が発見され、その評価指標 としての 「学校文化」が

発見された。学校制度 の優劣ではな く、各学校 における学習環境、生活環境を整えることの重要性

を明らかにするという 「副産物」を産みだ した。このことは、教育政策目 標が学校制度改革という

制度 ・システム の 「改革」ではな く、既存の学校 における効果研究へ と具体化 していき、「改善」

を生み出す契機 となった。(ハ ー ドか らソフ トへの転換)

一方では、「学校文化」という評価指標の曖昧さを克服するために、組織開発に基づく学校教育

目標を定め、教育を実施 し、学校評価を行うという学校教育活動を経営のマネジメント・サイクル

に載せよ うとしたのが・1990年 代以降の ドイツの教育政策の方向性であった(坂 野2003b,2004a)。

しか しこうした学校の組織開発に基づ く評価は、各学校における評価である。教育政策全般におい

て、数値 日標型の 「評価」が学校評価によって意識されているといはいいがたい。
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第3節 学 力向上政策 にお ける計画 ・実 施 ・評価

１.国 際学力調査(PlSA,TIMSS） の衝撃

ドイツの教育政策の流れに、衝撃を与えたのがTIMSS〈1997年 公表)やPISA(2001年 、2004年

公表)と いった国際学力調査の結果である.ド イツの生徒の成績は、参加国の平均はおろか、数学

に至っては下位 グループに位置付けられた(PISA2000).

1997年 のTIMSSに よる結果の公表は、比較基準 としての諸外国の意識を鮮明にした。 ドイツの

教育の質は、 ドイツの教育関係者が思っていたほど、高 くないことが実証されたのである。 もっと

も、教育関連論文をみると、 ドイツの教育の質への 「信仰」が強く、必ず しも結果を謙虚に受け止

めているとはいえないものも少なくない(ZfP,DDS等)。 しか し.ド イツの学校教育の質を科学的

に明 らかにすることが必要であると認識された。1勢7年10月23/24日 、KMKは それまでタブー と

されていた州間の学力調査比較を実施することを決定 した(コ ンスタンツ決議)(櫛 澤2004,51)。

これを受けて実施さ:れたのがPISA調 査(2000年)で ある。

PISA調 査(2000年 、2001年 公表、以下同じ)の 結果によ り、 ドイツの学力水準が低迷 している

ことは,事 実として広 く認識されるに至 った。教育政策は、失業対策、景気対策と同様に、重要な

政策課題 となったのである(坂 野2004b） 。

さらに2002年6月 にはPISA補 足調査(PISAーE)の結果が公表された。これはPISA調 査に付随 し

て行われたもので、これまでは明 らかにされることがなかった州毎の学力結果が公表された。PISA

補足調査の結果によって、まさに州毎の教育政策、教育の質が問われることとなった・結果からみ

れば、伝統的な教育政策を維持してきたCDU/CSUの 南部諸州 の教育政策が優れてお り・SPDの 北

部諸州や都市州の教育政策は結果 として 「学力」 という成果には結びついていなかった・(も ちろ

ん、PISA補 足調査の報告書にお いて、都市州などでは生徒達の社会的条件が厳 しく・学校教育の

みにその責任を帰することが適切 とはいえないことが言及されている・しかし一般の人々には・SPD

の教育政策が 「敗北」 したと映っても不思議ではない状況にあった ことは確かである・)

国際学力調査により、明らかになった点を整理するな らば、次の2点 である・第1に ・PISA調

査等によ り、 ドイツの生徒の学力分布 は幅が広いことが明らかになった。成績の上位者は・ 日本等

と同じくらいいるのだが、成績中位者が少なく、成績下位者の割合が高いということである・第2

に、16あ る州毎 に成績の違 いが非常 に大きいということである(た だしPISA2000へ の参加は14

州)。PISA調 査でみると、バイエル ン州は上位国グループに近いところに位置するが・最下位であ

ったブレーメン州は、各国平均をはるかに下回っていた。
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従って、教育政策 において,重 点的に敢 り上げられるべきは、成績下位者に対するケアと、成績

の低かった州では全体の成績を高め、州間の平均的成績の相違を小 さくしていくことである、 この

意味で.国 際学力調査は.次 の教育政策への 「事前評価」 となった。

2.連 邦 レベルの教育致策一教育の機会均等 一

PISAの 結果が公表 された後の具体的な教育政策目標は.終 日学校の拡大 と、 ドイツ語能力の獲

得のための早期教育の充実等を挙 げることができる。

1998年 の政権交代で誕生 したシュ レーダーを酋班とするSPD及 び緑の党による連邦政府は、

TI MSSの 結果公表 を受けて.審 議会 「教育フォーラム」を立ち上げ、世論を集約 した。教育フォー

ラムの報告書は。「終 日学校Ganztagsschule」 に学校教育活動を延長することによって、家庭環境の

相違を少な くし、子 どもの能力育成を促進するよう提案 している。 ドイツでは、学校は午前8時 頃

に始 まり 午後1時 半頃には終わる、いわゆる 「半日学校」が普通である。これでは、家庭環境に

よる教育条件の違いが子 どもの成績に大きな影響を与えてしまう。終 日学校の拡充は、で児童生徒

を午後4時 頃 まで学校で世話をすることによ り、こうした影響を少な くしようとするものといえる。

連邦政府が再選された後の2002年10月 、ブルマン連邦教育科学大臣は、選挙の時の公約であっ

た終 日学校の拡大のために、2003年 か ら2007年 の4年 間で、40億 ユーロ(約5200億 円〉の連邦

支出を決定 した。これは、連邦資金 を毎年10億 ユーロ、合計40億 ユーロ(約5400億 円)を 投入

する計画である。ボン基本法(ド イツの憲法 にあたる)に よって、教育に関する権限を持たない、

あるいは制限されている連邦政府の立場か らすると、これは破格の扱いである。しかし連邦が実施

しているのは、各州政府への補助金を配分することであ り、その達成は各州政府に委ね られている。

つまり補助金の支出状況が政策評価の対象となることになる.

こうした終 日学校の拡充は、 「生活の場 としての学校」 と同様 に、教育の機会均等を教育政策目

標 とするもの といえよう。 しかし興味深いことは、それによる 「結果output」 については目標(す

べての子 どもが終日の世誰をうけることができる)が あるが、「効果putcome」(そ れによって どの

程度学力が向上するのか)に ついての、明示的目標が設定されていないことである。(アメリカのNo

ChildLeftBehind法 のように、目標を達成 しない場合の制裁措置 もない。)

また、基礎学校に入学する6カ 月前に、 ドイツ語能力について調査 し、発達が不十分と判定 され

る場合、入学までの半年間、 ドイツ語の発達 を促す措置を講 じる州が現れてきた。さらには、家庭

において ドイツ語で会話がなされるよう、保護者を対象 とする ドイツ語教室等 にも力が注がれてい

る・また、基礎学校の第1/2学 年を学年混合で授業 し、発達の早い子は1年 で3年 生に進級 し、
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ドイツ語等の発達がゆっくりの子は3年 間 このクラスで ドイツ語等を学習するような柔軟な学年制

を実験する州 も現れてきた。

しか しこうした措置も各州が実施 しているものであり、連邦政府が直接施策を行っているわけで

はない。しか し 「教育フォー ラム」 という議論の場を演出 し、各州の教育政策の政策を誘導 したと

いう点では、教育フォーラムの設置は意義があったといえよう。

3.各州 合意の教育政策一教育スタンダー ド作成とテス ト

KMKは 、2001年12月 のPISAの 結果公表に合わせ.7つ の行動要領を提示 し、教育スタンダー

ドに基づ く授業と学校の質的改善 と確保のための措置及び結果指向的評価の推進を提唱した。2003

年12月 には実科学校終了時の数学、ドイツ語、英語の各州に共通の教育スタンダー ドを決定 した・

この教育の国家スタンダー ドの作成等については、教育の連邦制に関連する課題が示された。連

邦教育科学大臣ブルマンは、連邦が教育の国家スタンダー ドの主導権をとるべきとの発言を行った。

ドイツにおいて、教育に関する事項は各州の事項であ り、連邦政府は、高等教育及び職業教育につ

いての競合的立法権を持つにすぎない(ボ ン基本法91条b)。 このため、ブルマ ン連邦教育科学大臣

の統一的教育スタンダー ド発言は各州教育関係者の反感を呼んだ。うがった見方 をすれば、連邦政

府は教育に関しての権限を拡大する機会として、学力問題 を捉えようとした と考えられなくもない。

各州の教育政策をみてみると、教育政策の主軸は成果主義へ とシフ トしている・ ドイツにおける

学校終了は、修了試験の合格による 「修了」と所定の年限に在籍した 「終了」＝在籍証明とに区分

されている。 このうち、修了試験の問題を共通化 し、公正さを確保するための州統一修了試験の導

入が進め られている。とくにこれまでは修了試験が一般に課 されていなかったハウプ トシュー レや

実科学校についても統一的な修了試験を導入する州が増えている。こうした修 了試験の導入により・

出ロにおける成績を管理 し、学校教育の成果を 「評価」する方向が打ち出されたといえよう。さら

に州の申でも学校毎に修了試験を行う場合、成績評価の学校間格差を産む可能性がある。修了試験

を統一試験 とすることにより、そうした格差の縮小が意図されている・

また、各州が定める学習指導要領を、各学年の各科 日毎に詳細な内容を列挙する形式か ら、複数

年で達成すべき水準を提示し、科目 の内容記載を最小限にとどめる形式にする州が現れている(バ

ーデン ・ヴュルテンベルク州の2003年 告示の学習指導要領。幾つかの州も検討中)・ これは・国際

学力調査で調査される内容 ・質 と関わっている。PISA調 査は、「学んだ何を覚えているか」ではな

く、 「学んだことを活用 して、 どのように問題の解決を図るのか」を問う問題が出題される・単な

る知識量ではなく、リテラシーが試されるのである。 このため、学習指導要領もこれに沿った形に
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改訂される方向になっている。

もっとも.こ うしたテス トによ り測定される能力あるいは学力は、子 どもの成長発達 に必要 と考

えられるカの一部分であることに留意 してお くことが必要である。

スタンダー ドとそれ に基づ くテス トは、具体的な数値目標は設定されていない。 しかし州統一の

テス トによるデータ作成には、寄与することが推定される。

4.「 プロセス」から 「成果』へ?

1990年 代前半までの教育政策は、「学校の自律性」「学校評価」「生活の場としての学校」 といっ

た標語に象徴 されるように.学 校 に多 くの権限を持たせ.独 自の学校プログラム(学 校教育目標 ・

計画)を 作成 し、学校評価により組織改革を進める政策を進めてきた。 こうした教育政策は、国際

学力調査の結果が公表 されたことにより.ど のように変化したのか、あるいは継続 されているのか。

「生活の場 としての学校」 という教育政策目標は.生 活密着型の学校(終 日学校)と いう形でさ

らに推進 されているといえよう。社会的なハンディを持つ子 ども達への援助を行わなければ、国際

学力調査 における学力の分散の大きさを縮小できないと考えられているからである。

しか し教育政策 日標が従来 と明確に異なる点は、学校評価を通じた改善のプロセスを重視 してい

たこれ までの教育政策か ら結果重視の教育政策へと転換 しつつあることである。教育スタンダー ド

に基づ く学力の重視へ と教育政策の評価基準がシフトしている、2004年6月 に現地調査 したハ ン

ブルク州では、2004年2月 にSPDか らCDUに 政権交代が行われている。同州は、それまで進め

られていた学校評価の政策が一時的にス トップした状態 となっている。こうした傾向はヘッセン州

の政権交代 においても観察することができた、ハンブルク州は学校毎の国際学力調査等の成績結果

が、学校評価の外部評価 としての基準となる方向で教育政策が進め られている。

一方、HSA調 査等で成績の良かったバーデン ・ヴュルテ ンベルク州(与 党:CDU） は、イギリ

スのナショナルカ リキュラムに類す るよ うな形で、到達日標を示 し、テス トによりその到達度を測

定する政策を進めている。学校評価政策はそのまま継続されているが、すべての学校に学校評価 を

強制する予定 はない く2004年1月 の同州教育研究所担 当者へのイ ンタビュー)。

こうした教育政策の変化は、学校に自己変革を求めるプロセス重視型の政策か ら、結果重視型へ

の転換 として読み取ることができよう。 これは、これまで進められてきた学校 自己評価 を基盤 とす

る 「学校 自身が変わる」政策をある程度継続 しっつも、数値(子 どもの成績)を 基盤とした評価 に

よって、成果を上げることができない学校を強制的に変えていく政策への政策 目標の転換である。

しか し成果を上げるためには、継続的な改善プロセスは必要である。成果 としての 「学力」には
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現れない様々な生活 「文化」が、成果に大きな影響を与える ことは少な くない。教育は、地道な改

善の積み重ねによって初めて成果が上がるのである。改善のためのプロセスを意識 した政策の上に、

成果は現れる.

まとめ

ドイツでは英米型の政策 「評価」は実施されてこなかった。それは 「評価」が無いわけではなく.

「評価」概念が異なったためである。

教育政策の 「評価」分析を行 う場合、その政策主体によって大きな違いを生じる。 ドイツでは連

邦政府は教育について限 られた権限しかな く、学校教育に関する政策主体は各州である。

このため、本稿ではまず始めに連邦 レベルにおける各州の教育政策を誘導する手法とその評価を

取 り上げた。そ こでは、連邦政府の意図を審議会により表明 し、各州政府の政策を誘導することが

試みられる(1950年 代～1960年 代前半)。 すなわち、教育政策立案段階における事前評価(診 断

的評価)で ある。 しか しなが ら各州は独自の教育政策を展開し、その効果が上が らなかった。 この

ため、審議会の構成を有識者部会と政府部会とにより構成 し、政府部会に州政府関係者 を充てる こ

とによって、州政府への影響力を担保することを試みた(1960年 代後半～1970年 代前半)。 これ

は立案計画段階 と実施段階を連動するための努力と理解することができる。しか し、州政府の与党

によって教育政策は二極化 し、連邦全体での政策誘導には失敗する。

政治的争点 となる教育政策の実施は、その効果の検証が求められる。連邦政府及び各州政府の行

政協定による委員会は、こうした争点 となる教育政策のモデル実験を検証する役割を担った。これ

が連邦 レベルにおける1980年 代の教育政策の 「評価」の形となった。

次に、各州 レベルにおける学校教育政策の 「評価」 を、学校評価 との関連で整理 した。1970年

代の教育政策の対立は、総合制学校等の導入という政策への判断が分かれた ことにより引き起 こさ

れた。どち らの政策が優れているのかを検証することが必要になった。 この検証を行 ったのは行政

から委託を受けた研究者グループである。しかし結果的は この研究グループの調査は失敗に終わる・

2つ の教育政策の優劣を判断することができなかったのである。 しかしこの段階で実施(実 験)し

た政策を 「事後評価」する という考え方が明示された。 この調査は、政策評価の効果に着目 したも

のとして位置付けられ る。 この結果、学校システムの評価か ら各学校の評価へと関係者の関心がス

ライ ドしていった。いくつかの州では経営のマネジメント ・サイクルを意識 した学校評価システム
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が構築 されつつある。

最後 に近年の学 力向上政策を取 り上げ、連邦政府と州政府の関係及び行政過程における評価の問

題 を考察 した。国際学力調査は諸外国と ドイツ、 ドイツの州問の相互比較のスタンダー ドとな り、

次の教育政策立案のための 「事前評価」 となった.連 邦政府は補助金によ り各州政府の政策を誘導

した。 また、「教育フか一ラム」 を開催 し.各 州の教育政策を誘導することにある程度成功 した。

しか し教育政策の決定 と実施は、あくまでの各州政府及び州政府間の合意で進められている.現

在は、「学力」という評価の指標が設定 され、繰 り返される国際学力調査 により、結果が 「評価」

されるシステムとな りつつある、 こうした事後評価を前提とした政策立案は.ド イッでは新 しい動

きであるといえよう。

しか し成果を求めるあま鉄 改善への地道な手順が踏 まれなければ、成果は現れ得ない。一部の

州では・成果の指標の1つ であるテス ト作成に資源を投入し、学校評価等のこれまでの政策が停滞

している。
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第6章NCLB法 による科学 に基づ いた教育方法の奨励 につ いて

-What Works Clearinghouse が提供する実践例とは一

河 合 久

はじめに

2002年 亙月にプッシュ大統領によって署名されたNCLB(NO　Chi1dLeftBehind)法(「 落ちこぼ

れをなくす初等中等教育法」)により、米国の教育は改善に向けて大きく変化しつつある。様々な方

面で変化を感知することができるが、多くの州での教育スタンダードに基づいたテストの実施とそ

の結果に対する説明責任の示し方についての議論の高まりが特に目立つ。教育の改善には、制度の

整備、予算の確保、施設の充実等さまざまなものが考えられるが、何といっても教員の質の向上が

鍵となる。したがって、教員研修に重点をおいている州も多いが、教員研修においては、どのよう

な指導方法を実施すればどれだけの効果が得られるかという情報を得ることが重要である。NCLB法

でも、科学に基づいた教育方法の奨励を重視 している。

本稿では、NCLB法 が重視 している科学に基づいた教育方法の必要性の背景を考察し、科学に基づ

いた教育方法の普及の拠点となる What Works Clearinghouse •iww C) につ いて紹介する。WWCで は、

どのような教育実践が科学に基づいた教育方法であると考えているのか、また、どのような方法で

普及 しようとしているかを明らかにする。

第1節 科学に基づいた教育方法の必要性

医療の分野では、「これらの医療方法は健康を促進することが証明されているか?」 また、「この

治療が、事実、この患者に対する最も効果的 ・効率的治療なのか?」 という疑問に答えるために、

「エビデンスに基づく医療 (Evidence-based medicine)j が奨励されている。また、臨床心理学に

おいても、「このセラピーは効果的 ・効率的であると証明されているか?」 という問いに答えるため

に 「経験に基づく治療 (empirically supported treatjnents)j の奨励が最新の傾向の一つになって

いる。時代は、重要な課題に対処するために費やす時間と金に対して、専門家にますます多くの説

明責任を求めるようになっている.

教育の分野においても、「学校における教育実践は実際に効果的・効率的なのか?」 という問いが、
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児童 ・生徒の保護者や納税者などから投げかけられ、エピデンスに基づいた実践に関心が高まって

きている・児童 ・生徒が良い教育を受けているという証明の要望は、就学前教育から12学 年のクラ

スまでを越えて広がっている。大学や職業学校やあらゆる講練施設においても、生徒に技能を授け

る経済的で有効な方法を探し求めている.こ の責任を果たせる教育実践の要求が、立法によりアメ

リカの子どもたちの学習において教育学の実践が測定可能な効果を示さなければならないことを定

めた・2001年 のN0ChildLeftＢehind法 の制定(2002年１月８日 、大統領署名)へ とつながった.

NCLB脇法の制定により、新しい有効な教育技衛を教育者が習得するために連邦資金が用いられるこ

とになった1。

第2節NCLB法 とWWCの 設立

NCLB8法 に よ る科 学 に基 づ い た 教 育 方 法 の 奨 励 と普 及 に当 た り、2002年.

Clearinghouse (C) が設立された。

WWCは 、合衆国教育省の教育科学研究所 (Institute of Education Science2)

What  W orks

によって、教育者 ・

政策立案者 ・研究者 ・一般の人に対 して、教育において何が効果的かということについて信頼でき

る科学的に裏付けられた情報源を提供するために設立された.WWC

Research 及び Campbel1 Col laborat ion

は 、 A m.e r i can Institutes far

とのジョイ ン ト・ベ ンチ ャー による契約を通 じ、教育省が

管理 して いる。

WWCは 、生徒の成績向上を意図する複製可能な教育介入の効果に関する進行中の質の高いレビュ

ーを、利用しやすいデータベースと使いやすい報告書の組み合わせによって教育受益者に提供する

ことを日指している。

当時の教育長官であるロツド・ペイジ氏は、「科学的研究で得た最良のエビデンスを教育者が素早

12002年
、 連 邦 教 育 省 は 、

'Wh
at Works Clearinghouse' を構築する共同事業に5年 間で18億5千

万 ドルを提供する契約をした。
2 Office of Educational R

esearch and orovernent

Education Sciences (教育科学研究所)と した。

(教育研究 ・改善 局)を2002年 に改めて

Crover . (Russ)Whiteurst
Institute of

所長は、基本的な教育につ
いての知識と理解を広める際に国内において指導力を発揮して、親 教育者、生徒、研究者、政策

者、一般の人々に対して、①アメリカ合衆国における教育の状況や進展についての信頼できる情報

を提供すること、②学習を支援 し、すべての子どもの学力を向上させ、教育の機会の改善につなが

る教育の実践例を提供すること、③効果的な連邦政府や他の教育プログラムを提供すること、を研

究所の使命として挙げている。

教育科学研究所(IES)は 教育統計センター

研究センター

(National Center for Education Statistics: NCES)
(National Center for Education Research: NCER) .

Center for Education Evaluation and Regional Assistance. NCEE)

教育評価 ・地域支援センター

の3つ のセ ンター を有す る。

教育

(National

一79一



く入手できるようにすることで、この研究センターは地方での政策決定の質を高め、プログラムの

効果を改善する際の重要な情報源となる。また,教 育をエピデンスに基づいた場に変えるのに役立

つ」 と述べている3、

すべての生徒と学校が高い教育水準に達するように保証することを重要視する風潮は全米的なも

のであり、教育において 「効果がある」ものの証拠がますます求められてきているが、現状は、教

育政策立案者が、質の高い調査研究と内容が乏しい調査研究や単なる推進要求とを見分けるのに役

立っ情報源はほとんどない。欄Cは 、意思決定のツールとして.教 育界が情報に基づいた決定がで

きるような確かで信頼できる証拠がどのようなもので、何処にあるかを知らせる支援をするために

設立されたのである。

第3節 科学に基づいた研究 とは

それでは、科学に基づいた研究 とはどのようなものを指すのであろうか。教育科学研究所

(Institute of Educat ion Science) では、科学に基づいた研究とは次のようなものであるとして

い る 。

・ 観察または実験による体系的 ・経験的方法を用いている

・ 調査結果全般の裏付けに十分なデータ分析がある

・ 信頼性の高いデータを提供する測定/観 察手法を採用している

・ ランダム化比較試験により因果関係を主張 している

・ 調査及び方法は必ず、複製を可能にするか、もしくは、最低限、調査の結果をもとに体系的

に組み立てる機会を提供するだけの、十分なディテールと明確性をもって示されている

・ 厳しく.客 観的で、科学的なレビューを通して、同僚の書評誌による支持もしくは、独立し

た専門委員会の承認を得ている

・ 研究課題にふさわしい調査計画 ・方法を用いている

第4節WWCの レビュー基準

WWCは 、効果的な研究の特徴のレビューや各研究方法の長所 ・短所を特定するために、WWC調 査研

3http //www
.ed .gov/news/pressreleases/2002/08072002a.html
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究レビュー基準(WWC　Study　Review　Standards)を 作成して使用している。特定の介入の効果に関

する報告書に加えられるのに方法論的にみて適格と言える研究を、WWC調 査研究レビュー基準によ

り判断するのである。

以下、WWC調 査研究レビュー基準のイントロダクションで述べている基準の概要について紹介す

る。

WWCは3段 階で研究論文を審査する。まず第1段 階では、研究論文を選 り分け,そ れらがある特定

の課題領域の審査対象となる規準に適合するかどうかを決定する。WWCは 、次の次元における関連性

に関して研究論文を審査する。(a)所定の介入の関連性.(b)所 定の集団に対するサンプルの関連性と

研究の新しさ、そして(C)結 果指標(OUTCOME　MEASURE)の関 連性と妥当性。

次の段階では、WWCはその研究論文が因果的妥当性について強力な証拠(「証拠の基準を充たしてい

る」)がある、若干の証拠(「条件付きで証拠の基準を充たしている」)がある、証拠は不十分(「証拠

の基準を充たしていない」)である、かどうかを決める。「証拠の基準を充たしている」研究論文には、

ランダム化(randomlzation〉、欠落(ariIioの 、中断(disruption)の 問題をクリヤーしている無作為

化臨床試験(rand。mizedtrials)、 および欠落あるいは中断の問題がない回帰不連続デザイン

(regressi0ndiscomiitydesigns)が 含まれる。「条件付きで証拠の基準を充たしている」研究

論文には、等質の集団で欠落や中断の問題がない準試験(quasi-experiments)、 およびランダム化、

欠落あるいは中断の問題を有する無作為化臨床試験、および欠落あるいは中断の問題を有する回帰不

連続デザインが含まれる。

3つ 目の段階では、合格規準を充たし、因果的妥当性についてのある証拠を提供するすべての研究

論文はさらに検査され、他の重要な特徴が記述される。これらの特徴には、(a)介入の正確さ。(b)結

果指標(c)調 査において、適切な人、状況、測定のタイミングがどの程度関係しているか・(d)下位

群内での介入の効果のテストのためにどの程度調査が許されたか、(e)統計分析・そして(f)統計報告

が含まれる。

「証拠の基準を充たしている」および 「条件付きで証拠の基準を充たしている」研究論文は要約さ

れ、WWC研 究報告書に掲載されている。WWC研 究報告書は教育介入(プ ログラム・製品・実践・政策〉

の効果についての情報を提供することにより教育上の決断を支援することを日的にしている・しかし

ながら、WWC研 究報告書は、決断をするための根拠としてのみ利用されることぶ目的ではない。とい

うのは、(1)研究論文が誤りなく構想され導入されることは、あったとしてもまれであるからであり・

(2)すべての研究論文は限られた参加者と場面で、限られた結果を、限られた回数の範囲で・テス ト
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されているからである、それ故、ほとんどの場台において、一つの研究によって一般化されるべきで

はない、

隔C研 究報告書は、効果の最良の証拠を提供 している研究に主として焦点を当てている(例 えば

第一に、無作為化臨床試験と翻帰不連続デザイン、次に、準試験デザイン》、そして、欄々の研究に

ついての固有の特徴を詳細に記述する。

WWCは 、また,あ る特定の介入に関して複数の研究の体系的な検査を行い、あらゆる調査から得ら

れる証拠を介入 レポー トにまとめている。WWCも 連邦教育省もどのような介入であっても保証するこ

とはしていない。

第5節 報告書のテーマの選定について

WWCは 、報告書のテーマを特定するために、WWCの報告書を用いる人たちからの情報を求めている。

具体的には、以下のようなことを通じてテーマの推薦を求めている、

・ 一般人からのE－mail

・WWC主 催の会合 ・発表会

・WHatWorksネ ットワーク

・ 教育団体の代表メンバー、政策立案者、合衆国教育省からの提言

・ 現存する調査のレビュー

なお、WWCで は、テーマの選択に当たって、次の要素を評緬している。

・ 生徒の成果の改善の可能性

・ 広範囲な生徒や特に重要な部分母集団への適用性

・ 政策に関連することと教育コミュニティーで要望があると感知されているもの

・ 科学的研究の有効性が見込まれているもの

最初に選ばれたテーマは以下のようなものである。

・成人識字教育一成人 識字教育 を強乃する介入

日常不自由なく生活するために必要な識字 ・言語能力の改善に焦点を当てた介入。英語が母

国語でない成人や、会話は流暢だが基本的識宇能力に欠ける成人対象の介入が含まれる。

・入格教育一人格教育 の介入'性格 ・態度・学業成績 への恩恵

生徒の性格及び関連する態度を育成することを意図した介入。可能性のあるタイプの介入例

としては、思いや りのある学校コミュニティー、公民 ・倫理社会教育プログラム、倫理 ・道徳
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教育カ リキュラム、奉仕学 習 を從 進す るプログラムが含 まれる。

・非行 荒れ 、暴力的行動一中等学校 ・高等学校 におけ る非行 、荒れ 、暴力的行動 を減ら す介入

中等学校 ・高等学校の生徒の破壊的行為、違法行為.暴力 的行動の防止 ・減少を目的とした

介入。これらは、学校などの主流の教育現場や.オ ルタナティブ教育現場で実施される可能性

があり、個人やグループ単位で利用される可能性がある。

・退学防止 一高校の退学防止 の介入

報奨 ・カウンセリング ・モニタリング(監 視)な どの方法を含めた.高 校修了者を増やそう

とする中等学校 ・申学校 ・高等学校における介入。

・英語学習一小学校英語 学習者を対象 とした介入!英 語 習得及び学力の強化

英語学習中の小学生の英語識字 ・学習成績の改善をめざした介入。

算数・数学一・K一１2の軍数 ・数学の成績 を向上させるためのカリキュ ラムに基づいた介入

生徒が理解し、自分でできるようにならねばならない算数 ・数学の基礎、指導 とプログラム

と数学の内容を構成する教材、そして評価、を概説したカ リキュラムに基づいた介入。算数 ・

数学カリキュラムの広範なテーマのうち,WWCは 、中等学校関連の一連の報告書を手始めに.

続いて小学校、さらに高等学校の報告書へと焦点を当てていく予定である。

・中間同士で教えあう学習一小学狡での中間同士で教えあ う学習の介入＊読解 、算数及び料学の

向上小学校での読解 ・算数 ・科学などの学習成果の向上を目的とし、ペアまたは少数グループで

の児童同士の教え合いを日常的に用いた介入。

・読解一初期段階の読解への介入

K-3学 年の児童を対象とした、音素の認識 音声学、読解の流暢さ、語彙の発達、読解力、

またはこれらの読解の技量の組み合わせの向上を意図する読解の介入。初歩の読解の広範なテ

ーマのうち、ＷＷＣは、読解の初歩的技量の発達困難な児童を対象にした介入の一連の報告書を

手始めに、一般的な読解の初歩段階の児童向けの介入へと続けて焦点を当てて行く予定である。

第6節ＷＷCの 報告書にはどのようなものがあるか

WＷCには3種 類の報告書がある。

① スタディー ・レポー ト(研 究に関する報告書)

この報告書は特定の介入に関する個々の調査研究の論評である。例えば、「リーディング ・プロ
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グラム ・X」に闘 して行われたある研究を論ずる。各報告書は、研究の概要.WWCの 証拠基準に基

づいて与えられる格付け、研究の長所と短所の概要、研究結果を述べている。著作物使用許諾が

得 られれば、報告書は研究の全文とリンクしている.

② 介入 レポー ト(介 入に関する報告書)

この報告書は。調査された個々の特定の介入に対して挙げられた証拠に関する所見を述べてい

る・例えば 「り一ディング・プログラム ・X」に関して集められたすべての調査結果を提供する。

各報告書は介入の特徴を述べ(例:プ ログラム、製晶,実 践.政 策〉、その介入について 「証拠の

基準を充たしている」または 「証拠の基準を条件つきで充たしている」か、それぞれの調査結果

を簡潔に記述 している。調査ごとに、報告書には長所と短所の概要、研究結果が含まれる。同様

の調査が十分あれば、報告書は調査を横断して結果を統合することも行う。報告書は関連するす

べての研究に関する報告書にリンクしている.

③ トピック ・レポー ト(テ ーマに関する報告書)

この報告書は、特定のテーマにおけるすべての介入に関する結果の要約を述べている。例えば、

「読解の初歩に関する介入」など、あるテーマに関するすべての介入を含んでいる。それぞれの

報告書は・テーマおよびWWCが レビューを行った各介入の短い説明と、各介入の効果に関しての

調査の長所と短所を記 している。報告書は関連する全ての介入に関する報告書とリンクしている。

第7節WWCの 情報の利用上の留意点

WWCの 提供する情報は、インターネットで利用できる。上記で紹介したWWC研 究調査レビュー基

準や3種 類の報告書(研 究に関する報告書、介入に関する報告書、テーマに関する報告書)は 容易

に入手が可能である。ウェブサイ トだけでなく、WWCの 情報は.展 示、出版物、電子広報物、その

他のメディアを通じて普及を図っている。

ここでは、WWCが 提供している情報を利用する側の留意点と情報の利用についてWWCが どのよう

な姿勢を示 しているかということを指摘 したい。

まず、情報を利用する側の留意点であるが、厳密な評価基準にもとづき、しかも専門家の審査を

経て晴れて効果的な実践例であると証明されたものであっても、利用する人が研究レビューの基準

や調査の結果を誤解 した り、誤用したりすることを完壁に防ぐことはできない。WWCは 、ウェブサ

イ トや他の手段により、調査結果が誤用されたり誤解されたりしないように、努めているが、利用

者も利用に当たっては慎重な姿勢が必要である。
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WWCは プログラム ・製品 ・実践 ・政策 を推薦はせず、む しろ、教育介入の効果の存在する証拠の

質を評価 して いる。このメッセージは全てのWWC刊 行物および レポー トに明記 されていることを指

摘 したい。

WWCの 役割 をいっそう明確にす るために、もしWWC調 査研究 レビュー基準による結果が好ま しい

ものであって も、あるいは、 もし一連の研究が好 ま しい レビューを得た として も、調査 された介入

をWWCが 「認め」た り,「推薦」した りするということはないと.WWCは 明瞭 に述べているのである。

おわ りに

最後に、NCLB法の政策を進めている米国教育省のこれまでの取 り組みに対する自己評価を紹介す

る。

米国教育省の2002年 から2007年 の政策構想は、米国の教育の抜本的改革と国内問題への対応の

説明責任に関する展望を示すために、NCL8法 に立脚してまとめられた。この政策構想は下記の6つ

の日標からなり、2004年12月 にそれらの日標をどれだけ達成したかという報告書を公表している

(FY2004 Performance and Accoutai 1 i ty Report) 

目標1:目 標を達成する文化の創造

目標2:学 習達成度の改善

目標3:安 全な学校環境の構築 と強固な人格の形成

目標4:科 学的根拠に基づく教育への変革

目標5:中 等後教育と社会人教育の質と活用の向上

目標6:運 営管理の向上

ここでは、目標4の 「科学的根拠に基づく教育への変革」について、どのように目標を解釈 し、

どのよ うな成果があった と評価 しているかが述べ られている部分 を翻訳 して紹介する。

目標4;科 学的根拠に基づく教育への変革:。科学的根拠に基づく教育への変革には、教育調査の評価

に関する高い基準が必要であり、これは教育に何が役立っかに関する深い理解と直結しているのであ

る。２００４年度に教育省は、教育の全てのレベルの意思決定者の活動を啓発するために、厳格な研究の

成果を活用する方法について説明した。教育改善は妥当かつ信頼できる有効性の証拠と密接な関係に

ある。教育省の教育科学研究所は、調査に目を配る役割を一歩進めて、教育者や意思決定者にこの分

野の調査研究を入手したり理解 した りする手段の提供を行っている。

今年、教育省は我々が資金を提供して実施する調査と事業の質を向上させた。また、米国教育統計セ

ンターでは、報告方法や方法論的手法を絶えず改善しながら、国家的重要性を持つ報告書をいくっか

完成させた。さらに米国障害リハビリテーション研究所では新しい技術の支援を通じて障害を持つ

人々への貢献を行った。
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目標４の主な成票は以下の通 りである1

・教育省の教育調査事業は２００４年度に高い方法論的基準を達成した
.様 々な問題に取り組む事業の

約９０パ～セントが無作為抽出による実験方法による厳密な手法を採用して調査を行った。

・ 教育 省 の WWC(What Works Clearinghouse) は初の研究成果を発表した。内容はグループ学習に関

するものと中学校の数学のカリキュラムに関するものである.

参考資料等

Institute of

http: s

Education Sciences. WWC Study Review Standards

// .WWW.W-W -c.org/reviwprocess/stody standards final .pdf)

Institute of Education Sciences. What Works Clearinghouse 

    (http.//www .whatwors.ed.gov/) 

Institute of Education Sciences. Frequently Asked Questions 

    (http;// www.w-w-c. org/fag/fa. html) 

oran, Daniel J. (2004). The Need for Evidence-Based Education Methods, "Evidence-Based 

   Education Methods" Edited by Daniel J. A oran and Richard alot (2004), Elsevier 

   Academic Press. 

D.S. Department of Education. (2004) F 2004 Performance and Accountability Report

http :// . ed. gov/about/reports/annual/204report/report. pdf)



補 章 資料:都 道府県の政策評価における教育政策の位置

青 木 栄 一

1問 題関心

本資料作成の日的は次の2点 である.第1に.都 道府県の政策評価における教育政策の位置づけを明

らかにすることである。第2に 、事務事業評緬の指標をまとめることである.事 務事業の事例には近時

急速に都道府県で実施されている4事 務事業（学力調査、学校評議員剃度(高 校 ・小中)、少人数教育)

を取り上げる。

近年中央政府、地方政府それぞれで政策評価の仕組みを導入するようになった。中央政府では 「行政

機関が行う政策の評価に関する法律」が平成14年4月1日 から施行されたことが象徴的である。地方

政府では三重県が平成8年 度から事務事業評価システムが導入されたことが注日された。以来、多くの

都道府県ではホームページ上で政策評価の報告書が閲覧 ・入手できる環境を整えている。

ところで、一般に、評価の指標を設定することが困難であり、政策評価の対象としづらいとされる領

域もある。教育政策もその代表例であり、教育政策の効果は長期的に観察する必要があり、短期的な評

価にもなじまないとされている。たしかに、ある時点での児童生徒の学力と特定の教育政策の連関につ

いて、直線的な因果関係を想定することには無理がある。このような教育政策の 「特質」があるために、

教育政策に関する政府による政策評価の手法 ・技法が議論されることは皆無に等しかった1。そのため、

教育委員会事務局が実施している政策に関する評価については研究の蓄積がなされていない。

ところが、都道府県を例にすると、知事(部 局)の 総合計画やマニフェストなどの政策体系の一部に

教育政策は位置づけられており、政策評価の仕組みを導入している県 く以下、簡便化のために原則とし

て、県とする)で は、教育政策も政策評価の対象となり、評価の基準、政策 ・施策 ・事務事業の区分法

などは当該県共通のフォーマットが適用される。さらに、近年では、少人数学級編制など国の基準を上

回る水準で教育政策を実施する県が増加している。このことは、県の自主財源を投入するという意味で、

追加政策として教育政策が実施されていることを意味している。国の基準がナショナル ・スタンダー ド

を表現しているとするならば、追加政策は各県の独自の判断により行われており、ナショナル ・スタン

ダードを上回る水準の行政サービスを県の財源を用いて展開していると認識される。このように教育政

策においても、自主財源を投入する傾向が強まっている。これは予算編成権を掌握している知事の教育

政策におけるプレゼンスを高めると共に、知事が所管する政策として教育政策が位置づけられることを

1教育関係学会では、学校評価、教員評価に関心が集中してしまい、しかも外国の事例紹介に止まること

が多い。
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意味する。つま敷 県の教育政策は国基準を遵守しているかどうかという行政監察や会計検査の対象を

超えて、政策の正当性.効 率性を問われるようになったと指摘できる。

県における政策評価に教育政策がこのような背景から位置づけられるようになっている一方で、先述

したように教育政策に関する政策評懸研究の水準が高まっているとは言い難い。そこで、まずここでは、

県の政策評価における教育政策の位置づけを析出し、教育政策の評価指標を整理することを目的とする。

政策研究の初歩的な理解ではあるが、政策は目的と手段の連鎖関係から成り立っているという前提を置

く・あるいは・政策 ・施策 ・事務嚢業という階層構遷 と表現しても良いだろう.県 の最も高次の教育政

策は 「人づくり」といった抽象的な文言によって表現されていることが多い、ついで 「学校教育の充実」

「地域に開かれた学校づくり」などやや個別の領域に分解される。最も具体的な段階では、「学力調査事

業」「学校評議員」「少人数教育」といった事務事業が現れる。

本資料の具体的な作業課題は以下の2点 である。第1に 、県の教育政策の目的一手段関係の構造、あ

るいは政策 ・施策 ・事務事業の階層構造を析出したい。もちろん、すべての教育政策(初 等中等教育、

高等教育・生涯学習・文化、文化財 スポーツ等)の 構造をまとめるのではなく、次にみる4つ の事務

事業(学 力調査 学校評議員(小 中、高校)、少人数教育)を 起点として、それらの上位の階層の施策、

政策との関連を析出することとする。第2に 、4つ の事務事業とその評価指標の対応関係をまとめるこ

とである・教育政策は政策評価になじまないとされてきたが、現実には事務事業については数値化の努

力がなされている・研究上求められているのは、数値化の是非ではなく、数値化に関する議論の蓄積で

ある.

このように、県で実際に行われている政策評価を事例として、教育政策を対象とした政策評価論を構

築するための帰納的な考察の一歩を踏み出すこととしたい。

2資 料解説

【資料1】

都道府県ホームページのトップページをまとめたものである。最終アクセスは平成16年12月 である。

【資料2】

都道府県の政策評価に関するwebペ ージをまとめたものである。最終アクセスは平成17年2月 である。

【資料3】

都道府県全体の政策体系における教育政策の位置づけを示したものである。

[資料4】

都道府県の政策評価に関するwebペ ージにおける4つ の事務事業(学 力調査、学校評議員(高 校、小

2政 策・施策 ・事務事業の階層構造については
、古川俊一 ・北大路信郷(2004)『 新版 公共部門評価の

理論と実際』日本加除出版、29頁 の図を参照した。
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中)、少入数教育)へ の言及の有無をまとめたものである.こ こでいう言及とは、それぞれの事務事業が

評価票のいずれかの部分で言及されていたかどうかを意味する。すなわちこれらが事務事業評億の対象

となっているかどうかとは必ずしも一致していない。これら事務事業自体が事務事業評価の対象とはな

らずに、施策評価の判断材料あるいは上位の施策の構成要素として言及されている場合も含んでいる。

表は左から右に向かって、高次の政策から低次の施策、事務事業とまとめている。

表からはいくつかのことが指摘できる。第1に 、県によって事務事業に至る階層数:が異なる。第2に 。

最も高次の政策に教育という文書が用いられている県とそうでない県に分かれる。第3に 、学校教育と

いう文言が施策段階で用いられている県とそうでない県に分かれる.第4に.個 々の事務事業に至る経

路で、施策段階で分かれている場合とそうでない場合がある、たとえば、学力調査と学校評議員が同じ

施策の下位に位置づけられている場合がある。他方.学 力調査と学校評議員が異なる施策の下位にそれ

ぞれ位置づけられている場合がある。第5に 、県によって 「生きる力」「ゆとり」が用いられていたり・

「基礎 ・基本」「確かな学力」が用いられていたりする。ただし.前 者を用いていても学力調査を実施す

る県もあり、政策・施策段階での文言の示す方向性が事務事業に反映しているとは言い切れない。政策 ・

施策段階の文言が単に象徴的な意味を持っているにすぎない可能性もある。

【資料5】

各県の政策評価表で言及されている事務事業がどのような評価指標によって評価されているかをまと

めたものである。先述したとおり、政策評価表で言及されているだけで、事務事業評髄とされていない

ものもある。これらについては評価指標の欄は空欄となる。このような例が存在するのは、政策評価表

である施策(例:学 力向上)を 構成する事務事業の一つとして学力調査が言及されている場合である・

4つ の事務事業については次のことが指摘できる。

第1に 、学力調査であるが、25県で言及されている。用いられている指標は・青森県の実施報告活用

率が特徴的である。他には、正答率(岩 手県)、上位評定割合(福 島県)、偏差値平均(大 分県)と いっ

た 「成績」が用いられていることが多い。これは教育政策、あるいは学校教育施策の成果指標3として用

いられることもある指標である。学力調査の活動指標としては、調査受検者数(鹿児島県)・実施人数(石

川県)、参加率(青 森県)、調査コスト(青 森県)等 がある。

第2に 、学校評議員(小 中)で あるが、県によって市町村による小中学校の学校評議員設置に対する

スタンスが異なる。小中学校の学校評議員制度を県の政策評価の対象にしている県もあれば(7県)・ そ

うでない県もある。義務教育行政における県と市町村の関係の疎密がこのような形で現出していると思

われる。

第3に 、学校評議員(高 校)で あるが、16県が言及している。特徴的と思われるのが、新潟県、長崎

3政 策評価の指標の区分についてぽ 小野達也 ・田渕雪子(2001)『 行政評価ハンドブック』東洋経済薪

報社、94112頁 を参照 した。
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県の事例である、評価捲標として、学校運営が改蕎されたと考える学校長の割合(新 潟県〉、学校評議員

から得られた意見を反映した学校の割合 く長崎県)を 採用している.こ れらは活動指標というよりは成

果指標的性質を有する指標である.多 くの他県では学校評議員の設置校率や学校評議員会の実施回数と

いった活動指標を用いている、

第4に 、少人数教育であるが、これは概念の説明をまず行う必要がある、小中学校での教育活動は学

習集団と生活集団とに区分される。前者についてのみ少人数教育を導入する場合、少入数授業というカ

テゴリーに区分される。少人数授業は多くの場合、習熟度別編制となる。一方、後者の生活集団を少人

数化するのは少人数学級編制というカテゴリーに区分される。この編制方式の方が一般に雇用する教員

数も多くなり.人 件費が増加する.少 人数教育はこれら少人数授業と少人数学級から構成される概念で

ある。今回のまとめでは、20県が少人数教育について政策評価票で言及している。用いられている指標

は、教員一人あたり児童生徒数、配置教員数といった活動指標的なもの、学力調査、児童生徒の意識調

査を用いた成果指標的なものが る、

3ま とめ

今回は、教育政策の位置づけを析出するとともに、教育政策が政策評価の対象とされる際に用いられ

ている評価指標を事務事業の評価を例にしてまとめた。

いくつか確認できた点を指摘する.

第1に 、ほとんどの県で県全体の政策体系の中に位置づけられている。教育政策という政策領域が独

自で、自律的であるという主張が長らく教育関係者あるいは教育研究者からなされていたが、政策評価

研究の観点からは総合行政の一部として教育政策を位置づける必要は強調しすぎることはないだろう。

第2に 、県によって採用される評価指標がまちまちなことである。4つ の事務事業を検討したが、同

じ事務事業でも県によって採用される指標が成果指標的なものから活動指標的なものまでバリエーショ

ンがある。これは、県によって事務事業の位置づけ方が異なることから起因するものなのか、指標の設

定に改善の余地があるのかはさらなる考察を必要とする。また、たとえば少人数学級編制は関連する施

策 ・事務事業が多く、これ自体を事務事業として位置づけることが適切かどうかは議論の余地がある。

今後の課題としては、今回と同様の作業を拡大して行うことである。たとえば、学校施設の整備補修

私学振興は各県共通の政策課題であることを反映して、政策評価の対象となっていることが多い。これ

らについても政策体系における位置づけを確認し、用いられている評価指標を検討していきたい。また、

事務事業の位置づけや政策体系の構造の適切性や評価指標と被評価政策 ・施策 ・事務事業の対応の適切

性についても検討していくことが必要であると自覚している。
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【付言】本稿で用いた都道府県の政策評価に関する情報の収集に当たり、佐藤智子氏(東 京大学大学院博士課

程)の 協力を得た。記して感謝する。
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【資料５】 4事 務事業を評価する指標(各 県の最新年度)
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【出典】都道府県政策評価webペ ージより筆者作成
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教育の政策評緬 ・行政評価 の雑誌魏事 ・論文リスト(１９９０年以降)
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